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民 生 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２０年１１月１８日（火）午前１０時　１分　開会

　　　　　　　　　　　　　　午後　４時５８分　散会

１．場所

大会議室

１．出席委員

委 員 長 上村高義  副委員長 川口純子  委　　員 山崎雅数

委　　員 大澤千恵子 委　　員 村上英明  委　　員 嶋野浩一朗

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 副市長　小野吉孝

生活環境部長　紀田光司 　同部次長兼環境業務課長　水田和男

同部参事兼市民課長　村江　卓　　自治振興課長　萩原　明

産業振興課長　藤井智哉 同課参事兼農業委員会事務局長　田橋正一

同課参事　鈴木康之 環境対策課長　池上敦実

環境センター長　五里江路人

保健福祉部長　佐藤芳雄 同部理事　福永冨美子

同部次長兼地域福祉課長　登阪　弘　　同部参事兼こども育成課長　稲村幸子

地域福祉課参事兼地域包括支援センター長　川口敦子　　障害福祉課長　堤　守

生活支援課長　東澗順二 介護保険課長　山田雅也 国保年金課長　野村眞二

同課参事　大嶋良一 同課参事　寺田　博 健康推進課長　阪口　昇

こども育成課参事　船寺順治　同課参事　白山真知子　　同課参事　寺田加代子

１．出席した議会事務局職員

事務局次長　野杁雄三　　　同局書記　寺前和恵

１．審査案件（審査順）

認定第１号　平成１９年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分

認定第７号　平成１９年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計歳入歳出決

　　　　　　算認定の件

認定第３号　平成１９年度摂津市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定の件

認定第４号　平成１９年度摂津市老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定の件

認定第８号　平成１９年度摂津市介護保険特別会計歳入歳出決算認定の件
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（午前１０時１分　開会）

○上村高義委員長　ただいまから民生常

任委員会を開会します。

　理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　連日、秋の行事等々でお忙しい中、きょ

うは民生常任委員会をお持ちいただきま

して、大変ありがとうございます。

　本日は、平成１９年度の一般会計歳入

歳出決算認定の件所管分のほか４件につ

いてご審議を賜るわけでございますが、

何とぞ慎重審査の上、ご認定いただきま

すよう、よろしくお願い申し上げます。

　一たん退席いたしますが、どうぞよろ

しくお願いいたします。

○上村高義委員長　あいさつが終わりま

した。

　本日の委員会記録署名委員は山崎委員

を指名します。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付しています案のとおり行うことに異

議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○上村高義委員長　異議なしと認め、そ

のように決定します。

　暫時休憩します。

（午前１０時２分　休憩）

（午前１０時３分　再開）

○上村高義委員長　再開します。

　認定第１号所管分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　佐藤保健福祉部長。

○佐藤保健福祉部長　それでは、認定第

１号、平成１９年度摂津市一般会計歳入

歳出決算のうち、保健福祉部生活支援課、

障害福祉課、こども育成課、国保年金課

及び介護保険課が所管しております事項

につきまして、目を追って、その主なも

のについて補足説明をさせていただきま

す。

　まず、歳入でございますが、３２ペー

ジ、款１２、分担金及び負担金、項１、

負担金、目１、民生費負担金は、前年度

に比べ６．９％、約５，１５１万円の増

となっております。これは、障害者自立

支援法に基づく市立施設のサービスに係

る介護給付費の支払いの仕組みが変わり、

負担金となったことなどが主なものでご

ざいます。

　４０ページ、款１４、国庫支出金、項

１、国庫負担金、目１、民生費国庫負担

金は、前年度に比べ５．６％、約１億３，

４４７万円の増となっております。

　なお、昨年度、身体障害者福祉費負担

金及び知的障害者福祉費負担金で歳入し

ておりました施設訓練等支援負担金は、

社会福祉費負担金の障害者支援施設給付

費負担金となっております。

　増額の主な要因は、更生医療費負担金

の増及び３歳未満児に係る児童手当の増

額による児童手当負担金の増でございま

す。

　４２ページ、項２、国庫補助金、目１、

民生費国庫補助金は、前年度に比べ２９．

７％、約３，８３５万円の減となってお

ります。これは、新たに後期高齢者医療

制度システム開発費補助金や、障害者の

地域生活支援事業補助金、次世代育成支

援対策ソフト交付金が増となったものの、

前年度に実施した摂津ひかり保育園等に

係る社会福祉施設整備費補助金の減によ

り、総額では減となったものでございま

す。

　４４ページ、項３、委託金、目２、民

生費委託金は、国民年金事務に係る委託

金で、前年度に比べ６．６％、約１４７

万円の増となっております。

　同じく４４ページ、款１５、府支出金、

項１、府負担金、目１、民生費府負担金
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は、前年度に比べ１３．４％、約９，７

９３万円の増となっております。これは、

障害者支援施設給付費負担金の増、更生

医療費に係る府の負担金が新たに設けら

れたこと、及び児童手当負担金の増など

が主なものでございます。

　４８ページ、項２、府補助金、目２、

民生費府補助金は、前年度に比べ５．９

％、約１，８１８万円の増となっており

ます。これは、障害者の地域生活支援事

業補助金の増などでございます。

　５４ページ、項３、委託金、目２、民

生費委託金は、前年度に比べ５５．１％、

約２６２万円の減となっております。こ

れは、障害者自立支援法の施行に伴い、

平成１８年１０月から障害児者地域療育

等支援事業の基本的な相談事業が市町村

事業になったことによるものでございま

す。

　５６ページ、款１８、繰入金、項１、

特別会計繰入金、目２、介護保険特別会

計繰入金は、市負担に係る過年度精算金

でございます。

　５８ページ、款１９、諸収入、項４、

雑入、目１、雑入のうち、６２ページか

ら６５ページが保健福祉部関係で、生活

保護法による返還金や徴収金、市立障害

者施設給付費収入、一部負担金相当額等

一部助成返還金、保育所職員給食費負担

金などでございます。

　続きまして、歳出でございますが、１

２２ページ、款３、民生費、項１、社会

福祉費、目１、社会福祉総務費は、人件

費を除き、前年度に比べ１９．１％、約

４億３，６４０万円の増となっておりま

す。これは、福祉総務課、高齢者障害者

福祉課に係る経常経費並びに社会福祉事

業運営委託料などの委託料のほか、障害

者福祉作業所運営補助金、小規模通所授

産施設運営補助金などの補助金、特別障

害者手当等給付金などの扶助費、さらに

は国民健康保険などの特別会計への繰出

金が主なものでございます。

　なお、増額の主な要因は、後期高齢者

医療システム構築委託料、広域連合市町

村負担金を新たに執行したこと、及びこ

れまで身体障害者福祉費、知的障害者福

祉費で支出しておりました各種のサービ

ス給付費を社会福祉総務費で執行したこ

とによるものなどでございます。

　１３４ページ、目３、国民年金総務費

及び１３６ページ、目４、国民年金事務

費は、国民年金事務に係る経常経費でご

ざいます。国民年金事務費は、前年度に

比べ１０５．５％、９２万円の増額となっ

ております。これは、新たに軽自動車を

購入したことによるものでございます。

　同じく１３６ページ、目５、身体障害

者福祉費は、前年度に比べ２６．８％、

約４，２０５万円の減となっております。

身体障害者に係る補装具交付費、更生医

療費、日常生活用具交付費が主なもので

ございます。

　なお、減額の主な要因は、先ほど申し

上げましたように、身体障害者に係る各

種のサービス給付費を社会福祉総務費で

執行したことによるものでございます。

　１３８ページ、目６、知的障害者福祉

費は、前年度に比べ４２．６％、約１億

２，０８５万円の減となっております。

減額の主な要因は、身体障害者福祉費と

同様に、知的障害者に係る各種のサービ

ス給付費を社会福祉総務費で執行したこ

とによるものでございます。

　同じく、目７、老人医療助成費は、前

年度に比べ１１．９％、約２，２９５万

円の減となっております。これは、平成

１６年１１月からの制度改正に伴う経過

措置による対象者の減によるものでござ

います。
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　同じく、目８、身体障害者医療助成費

は、前年度に比べ８．４％、約９６２万

円の増となっております。

　１４０ページ、項２、児童福祉費、目

１、児童福祉総務費は、保育所運営費負

担金等を執行しておりますが、人件費を

除き、前年度に比べ２．７％、約３，５

８０万円の減となっております。その主

な要因は、前年度に執行しました摂津ひ

かり保育園等に係る児童福祉施設整備費

補助金がなかったことによるものでござ

います。

　１４２ページ、目２、児童措置費は、

児童手当、児童扶養手当を執行しており

ますが、３歳未満児に係る児童手当が増

額されたことから、前年度に比べ１３．

７％、約１億３，１６１万円の増となっ

ております。

　１４４ページ、目３、児童福祉施設費

は、主に市立保育所の運営に係る非常勤

職員等の賃金、給食賄材料費の経費を執

行しておりますが、前年度に比べ１．３

％、約２３７万円の増となっております。

　１４６ページ、目４、母子福祉費は、

母子生活支援施設運営費負担金等を執行

しておりますが、前年度に比べ５．５％、

約９６万円の減となっております。これ

は、前年度に実施しました母子家庭等自

立促進計画策定委託料がなかったことに

よるものでございます。

　同じく、目５、乳幼児医療助成費は、

前年度に比べて２０．３％、約２，４８

９万円の増となっております。これは、

乳幼児医療費助成の対象年齢を４歳未満

から５歳未満に引き上げたことによるも

のでございます。

　１４８ページ、目６、ひとり親家庭医

療助成費は、前年度に比べ２．５％、約

１３３万円の増となっております。

　同じく、項３、生活保護費、目１、生

活保護総務費は、人件費を除き、前年度

に比べ１２．４％、約１３７万円の減と

なっており、その要因は、パソコン保守

委託料の減額によるものでございます。

　１５０ページ、目２、扶助費は、前年

度に比べ０．８％、約１，６１２万円の

減となっております。

　以上、保健福祉部生活支援課、障害福

祉課、こども育成課、国保年金課及び介

護保険課が所管いたしております平成１

９年度一般会計歳入歳出決算についての

補足説明とさせていただきます。

○上村高義委員長　福永保健福祉部理事。

○福永保健福祉部理事　それでは、認定

第１号、平成１９年度摂津市一般会計歳

入歳出決算のうち、保健福祉部・健康推

進課及び地域福祉課が所管いたしており

ます事項につきまして、目を追って、そ

の主なものについて補足説明をさせてい

ただきます。

　まず、歳入でございますが、３４ペー

ジ、款１３、使用料及び手数料、項１、

使用料、目３、衛生使用料のうち、保健

福祉部に係る使用料は、前年度に比べ７．

４％、約６１７万円の減となっておりま

す。これは、葬儀会館使用料が増となっ

たものの、市営葬儀使用料が減少となっ

たことにより、総額では減となったもの

でございます。

　４２ページ、目２、衛生費国庫負担金

は、前年度に比べ２１．５％、約６２１

万円の増となっております。その主な要

因は、前年度精算金によるものでござい

ます。

　４６ページ、目３衛生費府負担金は、

前年度に比べ６．０％、約１７５万円の

増となっております。

　４８ページ、項２、府補助金、目２、

民生費府補助金の増は、コミュニティソー

シャルワーカー配置促進事業補助金、介
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護予防自立生活推進事業補助金の増など

が主なものでございます。

　５８ページ、款１９、諸収入、項４、

雑入、目１、雑入のうち、健康推進課に

係るものは、６３ページの各種検診自己

負担金などでございます。

　続きまして、歳出でございますが、１

３２ページ、目２、老人福祉費は、前年

度に比べ６．２％、約３，３１４万円の

減となっております。これは、せっつ桜

苑に対する通所介護サービス委託料、施

設介護サービス委託料等の減によるもの

でございます。

　１５０ページ、款４、衛生費、項１、

保健衛生費、目１、保健衛生総務費は、

人件費を除き、前年度に比べ４．６％、

約４３４万円の増となっております。こ

れは、保健センター及び休日応急診療所

の管理運営に係る経費、また、三師会、

夜間休日応急診療所、三次救命救急セン

ター等の補助金、負担金などでございま

す。

　１５４ページ、目２、予防費は、前年

度に比べ３．９％、約８９１万円の増と

なっております。その主なものは、各種

がん検診委託、市民健康診査委託、各種

予防接種委託、乳幼児の各種健診などに

係るものでございます。

　１５６ページ、目３、環境衛生費は、

前年度に比べ３．３％の増となっており

ます。その主なものは、消毒業務及び飼

い主不明の犬・猫の死獣処理などに係る

経費でございます。

　１５８ページ、目６、斎場費は、前年

度に比べ８．３％、約１，０９５万円の

減となっております。これは、市営葬儀

委託料や斎場・葬儀会館の管理運営業務

委託料等でございます。

　同じく、目７、墓地管理費は、市営墓

地の管理経費でございます。

　以上、保健福祉部健康推進課及び地域

福祉課が所管いたしております平成１９

年度一般会計歳入歳出決算についての補

足説明とさせていただきます。

○上村高義委員長　紀田生活環境部長。

○紀田生活環境部長　認定第１号、平成

１９年度摂津市一般会計歳入歳出決算の

うち、生活環境部に係る部分につきまし

て、目を追って、その主なものについて

補足説明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、３４ペー

ジ、款１３、使用料及び手数料、項１、

使用料、目２、民生使用料のうち、市民

文化ホール等に係るものは、前年度に比

べ１０．６％の減となっております。

　３６ページ、項２、手数料、目１、総

務手数料のうち、市民課に係るものは、

前年度に比べ５．３％の減となっており

ます。

　３８ページ、目２、衛生手数料のうち、

塵芥処理手数料では、前年度に比べ０．

５％の減となっております。鳥獣登録手

数料は、大阪版地方分権推進制度に基づ

く権限移譲に伴うメジロの飼養登録事務

に係る手数料でございます。

　目３、農林水産業手数料のうち、農業

委員会手数料ゼロ円は、非農地証明の窓

口請求がなかったためでございます。

　４４ページ、款１４、国庫支出金、項

３、委託金、目１、総務費委託金のうち、

戸籍住民基本台帳費委託金は、前年度に

比べ３３．８％の増となっております。

　５０ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目３、衛生費府補助金のうち、

公害対策費補助金は、騒音、振動、悪臭

対策等の委任事務補助金でございます。

　違法屋外広告物除去事務経費補助金は、

違法簡易看板除去に係る補助金でござい

ます。

　鳥獣飼養登録事務費交付金は、大阪版
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地方分権推進制度に基づく権限移譲に伴

う初期的経費に係る交付金でございます。

　目４、農林水産業費府補助金は、前年

度に比べ１．５％の増となっております。

　目５、商工費補助金は、地域就労支援

事業及び商店街活性化支援事業に係る補

助金と事務移譲に係る定額補助の交付を

受けたものであります。

　５２ページ、項３、委託金、目１、総

務費委託金のうち、戸籍住民基本台帳費

委託金は、前年度に比べ９．８％の増と

なっております。

　５８ページ、款１９、諸収入、項３、

貸付金元利収入、目２、中小企業事業資

金融資預託金収入は、前年度と同額となっ

ております。

　６２ページ、項４、雑入、目１、雑入

のうち、生活環境部に係ります主なもの

は、文化ホール入場料、資源ごみ売却収

入等でございまして、前年度に比べ６．

６％の減となっております。

　続きまして、歳出でございますが、９

０ページ、款２、総務費、項１、総務管

理費、目７、都市交流費は、その主なも

のとして、国際交流嘱託員報酬及び国際

交流協会補助金、市外宿泊施設利用補助

金等に係る経費でございます。

　９４ページ、目１１、防犯対策費は、

防犯灯の電気料金や維持管理費補助金並

びに防犯協会の負担金等に係る経費でご

ざいます。

　９８ページ、目１４、自治振興費は、

地区振興委員等の報酬のほか、自治会に

対する広報紙等の配布手数料並びに地域

活性化事業と自治連合会が実施する研修

会及び摂津まつり振興会への補助金が主

なものでございます。

　１０８ページ、項３、戸籍住民基本台

帳費、目１、戸籍住民基本台帳費の主な

ものは、戸籍住民基本台帳事務事業及び

市民サービスコーナー事務事業に係る経

費でございます。

　次に、１５０ページ、款３、民生費、

項４、生活文化費、目１、生活文化総務

費は、財団法人摂津市施設管理公社への

事業委託に係る経費が主なものでござい

ます。

　目２、文化ホール費は、文化ホールの

運営に係る音響機器、舞台照明装置及び

ステージスピーカーの借上料でございま

す。

　次に、１５６ページ、款４、衛生費、

項１、保健衛生費、目４、公害対策費は、

大気、水質、騒音振動対策等に係る経費

でございます。

　１５８ページ、目５、環境政策費は、

環境保全に係る啓発事務等に係る経費で

ございます。

　１６０ページ、項２、清掃費、目１、

清掃総務費は、一般廃棄物の収集処理事

業に係る経常的な経費でございます。

　１６２ページ、目２、塵芥処理費の主

なものは、再生資源集団回収協力金、ス

トックヤード運営に係る光熱水費、可燃

ごみの収集運搬、不燃ごみの中間処理、

不燃ごみ収集運搬、選別委託料等でござ

います。

　１６６ページ、目４、環境センター費

は、環境センターでの可燃ごみ焼却処理

経費のほか、３号炉及び４号炉の維持管

理に係る経費でございます。

　１６８ページ、款５、農林水産業費、

項１、農業費、目１、農業委員会費は、

農業委員報酬及び農業委員会の運営事務

に係る経費でございます。

　１７０ページ、目２、農業総務費は、

農業改良委員報酬、大阪北部農業共済組

合への負担金が主な経費でございます。

　目３、農業振興費は、地域米消費拡大

対策事業委託料、市民農園設置委託料、
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鳥飼なす保存委託料のほか、花とみどり

の補助金が主な経費でございます。

　１７４ページ、款６、商工費、項１、

商工費、目１、商工総務費は、事務管理

等の経常経費や労働相談に係る相談員の

報償金等でございます。

　１７６ページ、目２、商工振興費は、

商工業活性化対策の事業補助や中小企業

事業資金融資預託金、企業誘致奨励金等

の商工振興策に係る経費でございます。

　目３、消費対策費は、消費生活相談ルー

ムの運営及び消費者の啓発事業のパンフ

レット作成に係る経費等でございます。

　以上、歳入歳出決算の補足説明とさせ

ていただきます。

○上村高義委員長　補足説明が終わり、

質疑に入ります。

　質疑のある方は、挙手をお願いします。

　大澤委員。

○大澤千恵子委員　初めての民生常任委

員会の所属になりまして、ちょっとわか

らないことも多いので、どうぞよろしく

お願いいたします。

　それでは、質問をさせていただきます。

　まず、１２４ページ、１３の委託料と

いうことで、社会福祉事業運営委託料、

こちらが約２億８，０００万円あるんで

すけれども、これの委託の、どういうと

ころに委託してるのかというところを、

再度ちょっと確認をさせていただきたい

ということと、そして、この委託をした

ものを社会福祉協議会自体は、外郭団体

ということで、この内容を私どもの方に

閲覧が見ることができるのかというあた

りを、ちょっと教えていただきたいなと

いうことがまず一つです。

　それから、１３２ページ、老人福祉費

ということで、１３の委託料、こちらの

方は独居老人愛の一声訪問事業委託料と

いうことで、こちらの方もかなりの金額

が出ておりますけれども、今現在はヤク

ルトの訪問でこの愛の一声訪問をしてい

るということでございますけれども、大

体、対象は何件で、何世帯が申請してい

るのかということと、あと、それの実績、

効果があった事例、こういったものをちょっ

とお聞きしたいなということをお願いい

たします。

　それから、１３２ページ、ふれあい配

食サービス事業委託料、こちらの方もふ

れあい配食サービスということで、夕食、

昼食入れまして２万６，５１５食、７９

７万２，５６３円という金額が出ており

ますけれども、こちらのシステムの方を

ちょっと教えていただきたいということ

と、あと、これに対する業者さんの、随

意契約になっているのか、それとも入札

ということになっているのか、このあた

りのこともちょっと教えていただきたい

のと、それから昨年の実績、あわせて聞

かせていただきたいということをお願い

いたします。

　それから、１３４ページ、老人福祉費

ということで、これは１９の負担金、補

助及び交付金のところで、高齢者民間賃

貸住宅家賃助成補助金、こちらは現在、

何世帯の利用があるのか、そして、今現

在、木造住宅に入っていらっしゃる方、

安い住宅に入っている方はどれぐらいい

らっしゃるのかということと、あと、そ

の交付金内で入れる住宅が、今どれぐら

い残っているのか、将来どうしていくの

かという展望も、あわせて聞かせていた

だきたいと思います。

　それから１５０ページ、生活保護総務

費ということで、生活保護の方は、国の

制定によっていろいろ問題も生じている

んですけれども、今現在、６５歳以上で

生活保護を受けている方が、実際には何

人ぐらいいらっしゃるのかということと、
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それから、国の制度が変わらないとなか

なか難しいということで、摂津市の取り

組みの方をちょっと教えていただきたい

ということ。

　それから、１５４ページ、衛生費の予

防費ということで、がん検診、こちらの

委託先の方をちょっと教えていただきた

いということです。

　それから、１５６ページの予防費、こ

れの中のブックスタートの委託料という

のがございますけれども、これの委託先

をちょっと教えていただきたいなという

ことです。

　それから、１５６ページの環境衛生費、

死獣処理、先ほど出ておりましたけれど

も、これの委託料、これが年間何匹ぐら

い死獣処理をされていらっしゃって、こ

のあたりの費用をちょっとお聞きしたい

なということで、お願いいたします。

　それから、１６２ページの塵芥処理の

方ですね、こちらの方の不燃ごみの搬出

処理の委託料、不燃ごみの収集運搬委託

料、広域廃棄物埋立処分場整備委託料、

広域廃棄物埋立処分場の処分委託料、そ

れから適正処理困難物処理委託料、こち

らの方のシステムを、ちょっとご説明し

ていただきたいなというふうに思います。

　それから、１６４ページ、こちらの方

のストックヤードの仮設休憩室借上料、

こちらの方の、摂津市の土地ということ

なのに、借り上げの方が入っているとい

うことのご説明をお願いいたします。

　続いて１６６ページの環境センター費、

こちらの光熱水費の方が、ちょっと不用

額がかなり上がっておりますので、この

不用額が出た、努力によって削減されて

るということですけれども、どんな努力

によって、これが不要になって削減され

ているのかということを教えていただき

たいということと、それから、１６６ペー

ジの委託料、灰運搬処分委託料、こちら

の方の、灰の方ですね、こちらの方の灰

を、どういう形で処理をされているのか

というところを教えていただきたいとい

うこと。

　それから、１６８ページの大正川左岸

河川占用図面整備業務委託料、こちらの

内容がちょっとよくわからなかったので、

内容の方のご説明をいたします。

　それから、１７２ページ、こちらの方

の市民農園の設置の委託料でございます

けれども、こちらの方が、現在、農地は

全部で何ヘクタールあるのかということ

と、あと、こういった市民農園に使える

土地がまだ残っているのかということ、

それから今後の展望を教えていただきた

いということをお願いいたします。

　それから、１７８ページ、商工費、消

費生活相談嘱託員賃金、こちらの方の消

費生活相談嘱託員の賃金について、その

支出内容や相談員数、相談体制の説明を

お願いいたします。

　それから温暖化対策事業ということで、

温暖化対策されていると思いますけれど

も、こちらの方の温暖化対策の取り組み

について、それから、この中にございま

す環境家計簿の成果、それから、今後の

温暖化事業のあたりを教えていただきた

いのと、内向きと外向きにどのような温

暖化対策をされているのかということの

ご説明をお願いいたします。

○上村高義委員長　多岐にわたる質問が

あったように思いますので、その辺は精

査して答弁をお願いしたいと思います。

　堤課長。

○堤障害福祉課長　私の方から、１２４

ページの社会福祉事業運営委託料につき

ましてご説明申し上げます。

　この社会福祉事業運営委託料２億７，

９６３万６，５２２円につきましては、
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摂津市社会福祉事業団への委託料でござ

います。社会福祉事業団に委託をいたし

ております事業といたしましては、まず、

鳥飼上の総合福祉施設ふれあいの里の方

で、まず知的障害児通所授産施設ひびき

園、それから知的障害者通所更生施設は

ばたき園の委託をいたしております。そ

れから、身体障害者老人福祉センターの

委託、それから、鳥飼下２丁目の方に障

害児童センターがございます。そちらの

方では、知的障害者の通園施設つくし園、

それから障害者デイサービス事業所、障

害者児童センターめばえ園を委託いたし

ております。

　そのほかに、こども育成課の所管では

ありますけれども、第一児童センターの

委託を行っております。

　このように、摂津市社会福祉事業団に

つきましては、摂津市の主に障害福祉関

係でございますけれども、子どもの福祉、

あるいは高齢者の福祉、そういったもの

まで含めまして、全般な委託をしていた

だいております。特に、障害者福祉に関

しましては、子どもの障害者からご高齢

の障害者まで、広く一貫してしていただ

いているということで、ご理解をお願い

いたします。社会福祉協議会ではござい

ませんので、よろしくお願いいたします。

○上村高義委員長　池上課長。

○池上環境対策課長　それでは、地球温

暖化対策の取り組みについてのご質問に

ご答弁申し上げます。

　運輸・家庭部門の温室効果ガス排出量

の増加が著しく、特に家庭など民生部門

の削減を意識した取り組みということで、

平成１５年度より継続実施をしています。

それは、摂津エコアクション事業、すな

わち、家庭での環境家計簿事業の推進を

図っております。

　家計簿推進事業以外では、取り組み成

果としましては、Ｅライフ講座の開催、

Ｅライフミーティング、Ｅライフ交流発

表会などを実施しました。

　市民啓発向けには、温暖化対策の啓発

冊子「摂津を冷やせ」を１，５００部作

成しまして、環境家計簿等の参加者に配

布し、ＣＯ２削減を広く呼びかけており

ます。

　また、ヒートアイランド対策としまし

ては、市民団体と協働しながら、摂津ま

つり会場での打ち水大作戦やゴーヤ苗の

配布等によるグリーンカーテンの推進を

図りました。

　また、市内ＮＰＯ法人との協働により

ます雨水タンクの推進にも取り組んでま

いりました。

　また、庁内向けの本市においては、全

公共施設を対象としました温室効果ガス

の排出抑制等のための実行計画を「せっ

Ⅱつ・エコオフィス推進プログラム　」を

平成１８年１１月に作成しまして、平成

１７年度の実績値を基準値としておりま

す。電気、ガス、水道、エコドライブの

推進など、種々のエネルギー対策を全庁

的に取り組んでおります。

Ⅱ　このプログラム　の取り組みにつきま

しては、まず、市の事務及び事務活動か

ら排出されます温室効果ガスには、廃棄

物焼却に伴います排出ガスのように、ご

みの排出量に大きく影響を受けておりま

す。この平成１９年度の実績値で見ます

と、温室効果ガスの総排出量の約５７％

を、ごみ焼却によります排出ガスが占め

ております。

　平成１９年度の実績としましては、１

７年度基準値において、電気使用料は１．

２％の削減となっております。ＣＯ２に

おいては、ごみ焼却を含めますと２万４，

０００トンの排出量でございます。１７

年度基準比におきましては、これも１．
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８％の削減となっております。ごみ焼却

を除けば、約９，８００トンの排出量で、

１７年度基準比においては１．０％の削

減となっております。

　とりわけ、庁舎等のエネルギー使用の

削減におきましては、冷暖房時の適正温

度の徹底を図ります。ごみの排出量の削

減等々、また職員の環境意識向上も図り

ますため、環境問題に関する研修会も開

催しております。

　また、車からのＣＯ２削減及び渋滞緩

和に取り組んでおりましたが、従前から

ノーマイカーデーにつきましては、この

３月末までは原則１９日、２０日の分散

型で実施しておりましたが、この４月か

らは、毎月原則２０日の１日を実施日と

しまして、車からのＣＯ２削減を目的に、

代替交通手段への移行を強く推奨するも

のであり、行政が率先し、外部職場も含

むオール摂津で取り組むということで、

そのことが市民への啓発につながるもの

と考えております。今のところ、ほぼ毎

月１００％の取り組み実績となっており

ます。

　以上でございます。

○上村高義委員長　阪口課長。

○阪口健康推進課長　それでは、私の方

から、決算書１５５ページにございます、

がん検診の委託の件につきましてご答弁

申し上げます。

　ここに、胃がん、子宮がん、乳がん、

大腸がんと、それぞれがん検診の委託料

を支払っておりますが、ここに係る委託

料につきましては、保健センターなり、

あるいは地域に出向いてする検診バスに

対する委託料ということで計上させてい

ただいております。

　胃がん検診につきましては、財団法人

大阪がん予防検診センターに委託をして

おります。大腸がん検診につきましても、

同様でございます。

　あと、乳がん、子宮がん検診でござい

ますが、まず子宮がん検診につきまして

は、先ほどの財団法人大阪がん予防検診

センターのほかに、市内の医療機関１医

院でございますけれども、ここに委託を

して、個別で委託をするという流れもご

ざいますので、この子宮がん検診につい

ては２業者ということになります。

　それと、乳がんでございますが、乳が

んにつきましては、マンモグラフィー等

の委託をしておりまして、これも大阪府

の財団法人でございます、がん予防検診

センターに委託しておるというふうな状

況にございます。

　次に、ブックスタートの委託先、決算

書の１５７ページでございます。これに

つきましては、４か月過ぎのいわゆる乳

幼児健診の折に、お母さん方に読み聞か

せを母子にするというふうな事業をスター

トさせておりますけれども、委託先とい

たしましては、ＮＰＯ法人であります

「キッズぽてと」それと「はちの会」と

いう組織にございます。この２業者に対

して委託をしているというふうな状況に

ございます。

　それと、同じく１５７ページにござい

ます死獣処理委託料でございます。年間

処理件数につきましては、事務報告の１

４２ページの方で死獣処理状況というこ

とでご報告させていただいております。

このうち、所有者不明の犬、所有者不明

の猫その他というふうな記載がございま

すが、これの総計が４３７匹とございま

す。これが年間の委託の処理件数という

ことで、これも２４０万というふうな決

算をさせていただいておりますけれども、

委託先につきましては、株式会社の木本

興産株式会社というところに委託をして

おります。
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○上村高義委員長　水田次長。

○水田生活環境部次長　１６２ページの

委託料でございますけれども、まず、不

燃ごみ搬出処理委託料、それから広域廃

棄物埋立処分場整備委託料、広域廃棄物

埋立処分場処分委託料、それから適正処

理困難物処理委託料、それから不燃ごみ

収集運搬委託料のご質問いただいており

ます。それと、１６４ページの使用料及

び賃借料の中のストックヤードの仮設休

憩室の借上料のそれぞれのシステムにつ

いてご質問いただいておりますけれども、

まず、不燃ごみの搬出処理委託料でござ

いますけれども、これは市の直営と、委

託業者が市内から収集いたします不燃ご

みを、大阪湾広域臨海環境整備センター、

いわゆるフェニックスの方へ搬入するた

めの、事前にそういう不燃ごみの破砕選

別を行います。そのための、破砕選別運

搬の委託料でございます。

　まず、破砕選別、それから運搬につき

ましては、２業者に委託しておりまして、

北大阪清掃で、まず、粗選別を行います。

その中から、また可燃ごみが当然出てま

いりますので、その乖離分を除きます不

燃物を、カギモト中間処理センターへ再

度搬入いたしまして、同じく、可燃ごみ

を除いた選別を行いまして、最終的には

神戸沖のフェニックスの方へ運搬される

というふうなシステムになっております。

　それから、次の広域廃棄物埋立処分場

整備委託料でございますけれども、これ

も埋め立て、それぞれ尼崎沖、泉大津沖、

それから神戸沖、それから大阪沖がござ

います。それに係ります処分場の整備事

業でございまして、事業の中の事業経費

で行います排水処理場の施設とか、管理

棟の整備とか、それに係ります各市町村

の負担金がございまして、それを委託料

ということで計上させていただいており

ます。

　それから、次の広域廃棄物埋立処分場

処理委託料でございますけれども、これ

は先ほど不燃ごみの搬出処理委託料の中

にございますフェニックスへ持っていく

不燃ごみでございますけれども、これを

処理するための委託料でございます。ト

ン当たり４，８３０円というふうに単価

がございます。

　それから、適正処理困難物処理委託料

でございますけれども、これは消火器の

処理でございまして、１８年度までは臨

時ごみとして、１本当たり１８０円で回

収いたしておりましたけれども、１９年

度からはメーカーでの処理ということに

なっておりまして、今現在、そういう収

集した在庫、それから不法投棄された消

火器を処分するための委託料でございま

す。

　それから、不燃ごみ収集運搬委託料で

ございますけれども、これは委託業者が

２社ございます。収集日におきます不燃

ごみの収集を委託しておりまして、２社

ございまして、それぞれ地域の中で収集

いたしております。それの委託料でござ

います。地域に関しては、１社におきま

しては正雀地区、千里丘地区とそれぞれ

地区を指定しておりまして、固定された

地域の中で収集いたしております。それ

の委託料でございます。

　それから、ストックヤードの仮設休憩

室の借り上げでございますけれども、こ

れは、今現在ストックヤードの方で資源

の選別を行っております。それの委託を

シルバー人材センターの方へお願いして

おりまして、それのシルバー人材センター

の作業員さんの休憩室ということで、プ

レハブをリースして休憩していただいて

いるという施設でございます。

○上村高義委員長　五里江センター長。
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○五里江環境センター長　環境センター

の光熱水費の予算についてでございます

が、基本的には過去の実績推移に基づき

まして計上いたしますけれども、電気等

の使用する量や単価につきましては、そ

の年度の施設の稼働状況や単価契約によっ

て変動いたしますので、ある程度、予算

としては不足を生じないように余裕を見

込んでおりますけれども、１９年度の光

熱水費につきましては、１８年度と比較

いたしまして、電気使用料で１１万５１

４キロワット、上下水道使用料で２１７

立方メートル、ＬＰガス使用料で６．４

立方メートル減ってございます。不用額

につきましては、予算現額の７．５％の

７７０万６，４１４円となっております

ので、よろしくお願いいたします。

　次に、灰運搬処分委託料につきまして

は、ごみを焼却した後に出ます焼却灰を

フェニックスで埋立処分しております。

これの委託料でございます。

　続きまして、大正川左岸河川占用図面

整備業務委託料についてでございますが、

これはモノレール摂津駅から環境センター

までの大正川左岸の堤防敷を使用いたし

ておりますため、大阪府から占用してお

ります。これの河川占用の継続手続のた

め、図面整備をしたものでございます。

○上村高義委員長　登阪次長。

○登阪保健福祉部次長　それでは、地域

福祉課が所管しております老人福祉費に

関するご質問に対して答弁してまいりた

いと思います。

　まず、独居老人の愛の一声訪問事業で

ございますけれども、これは委員がご指

摘のように、ヤクルトを、独居の高齢者

の中で、摂津の場合は民生委員さんから

独居老人の方の名簿を出していただいて

おりまして、その中で日常的な見守りが

必要だろうと思われる方に対しまして、

乳酸菌飲料の配付をいたしております。

　１９年度の実績につきましては、事務

報告書にありますように、月平均５４６

件となっておりますけれども、直近の数

字では６１４件となっております。

　なお、民生委員さんの方から独居老人

として名簿が上がっておりますのが１，

２０３人ということでございますので、

約半数強の方がこのサービスを受けてお

られるということになっております。

　また、現在のシステムにつきましては、

毎朝配付をしていただきまして、その場

で、できる限り声かけをしていただいて、

安否確認をしていただく。もし、買い物

等で出かけておられたりして留守の場合

につきましては、置いていかざるを得な

いということになるんですけれども、次

の日にまた訪問をしていただきまして、

もし前日の分の取り残しがございました

ときは、必ず市役所の方に業者の方から

連絡を入れていただくというシステムを

とっております。それを受けまして、市

役所の方では、民生委員さんから提出さ

れております独居老人の名簿に基づきま

して、まずご本人さんへの連絡、あるい

は連絡がとれない場合につきましては、

例えば、介護サービスを受けておられる

場合は、そのサービスの事業所、あるい

は名簿に記載されております親族等に連

絡をとらせていただきます。大体の場合

が、子どもさんのところへちょっと行っ

ておられたとか、旅行へ行っておられた

とか、あるいは取り忘れという場合がほ

とんどでございますが、場合によりまし

ては、やはり家の中で倒れておられると

いうこともございますので、そういった

場合につきましては、各方面に連絡をと

りまして、安否が確認できない場合につ

きましては、警察のご協力も得まして、

家の中に入って安否を確認するという形
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をとっております。

　ほとんどが先ほど申し上げましたよう

な事情ではございますけれども、やはり

年に数回、倒れておられることもござい

ますので、今これに変わって、この単価

で、この経費で安否確認ができる事業は

なかなかございませんので、そういった

意味では、やはり効果のある事業かなと

いうふうに考えております。

　続きまして、ふれあい配食サービスの

委託料でございます。これは食事づくり

が困難な、おおむね６５歳以上のひとり

暮らしの方や、または６５歳以上のみの

方で構成されている世帯等を対象に配食

サービスを行っているものでございます

けれども、昼食につきましては、社会福

祉協議会の方に委託をいたしまして、社

会福祉協議会の方から、また給食業者に

お願いをしております。そして、給食業

者が自宅まで配っている場合もございま

すし、キーステーションまで配って、そ

の後、ボランティアさん等が配付してい

る地域もございます。

　なお、１９年度の実績につきましては、

２０年３月末時点で９９人の方が利用し

ていただいておりまして、１９年度、年

間で１万６，６６９食となっております。

　また、夕食につきましては、現在、基

本的に、安威川以北地域につきましては、

せっつ桜苑、安威川以南地域につきまし

ては、とりかい白鷺園の方にお願いをい

たしております。これは、それぞれの施

設の厨房でつくった、できたての温かい

食事を保温器に入れて、温かいままでお

届けする。そして、介護施設でございま

すので、刻み食等、ある程度、その利用

者の方の状況のニーズにもこたえていく

ということで取り組ませていただいてお

りまして、２０年３月末時点で、桜苑の

利用者が４８人、６，９２４食、白鷺園

の方が２２人で、２，９２２食となって

おります。

　また、サービスの利用に当たりまして

は、ふれあい配食サービスの利用が必要

がどうかについての判断をするために、

アセスメント用紙を出していただいてお

ります。これは、介護サービスを受けて

いただいてる場合でしたら、ケアマネジャー

等から、その生活の実態がわかるような

資料を出していただいて判断をしてると

いうことでございます。

　また、入札等のご質問でございました

けれども、昼食につきましては、何社か

の業者に見積もり等をお願いしておりま

すけれども、単価の問題、それから、そ

れ以上に大きいのは、やはり自宅まで運

ぶということが、いわゆる通常の給食業

者からしますと非常に負担ということで、

ここ２年ほど何社かにお声をおかけして

おりますけれども、現実には１社しかこ

たえていただけないというような状況に

なっております。

　夕食の方につきましては、現在、桜苑

と白鷺園に対して、随意契約という形で

やらせていただいております。

　それから、３つ目の高齢者の民間賃貸

住宅の家賃助成でございますけれども、

事務報告書にもありますように、この事

業につきましては、１か月につき、家賃

月額５万円以下の世帯の方に対しまして、

３分の１の額、１万円を限度として助成

するものでございまして、６５歳以上の

ひとり暮らしの世帯、あるいは６５歳以

上の方を含む６０歳以上の方のみで構成

されている世帯で、世帯員のすべてが市

内に３年以上お住まいのことと、それか

ら世帯の収入制限も設けております。

　実績につきましては、事務報告書にも

記載させていただいておりますように、

２７４世帯、２，８２０万２，３００円
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となっております。

　それから、市内にそういった助成の対

象となるような家屋がどのぐらいあるか、

把握しているかというご質問でございま

すけども、少しなかなかその把握は難し

いと思っておりまして、把握は、できて

おりません。

　また、今後の制度の展望についてでご

ざいますけども、制度ができてから、過

去一度、当初は月額４万円以下の家賃の

世帯に対して助成をしてきた。それを１

万円プラスしまして５万円という形で現

行なっております。現時点におきまして

は、制度変更については考えておりませ

んので、今後、また状況を見ながら検討

してまいりたいというふうに考えており

ます。

○上村高義委員長　東澗課長。

○東澗生活支援課長　生活支援課が所管

しています生活保護世帯の中で、６５歳

以上の人数と摂津市の取り組みについて

のご質問にお答えいたします。

　平成２０年９月現在、本市の保護世帯

数は７２９世帯となっております。その

内訳といたしましては、６５歳以上の高

齢者世帯数が３５４世帯、傷病者世帯が

１３６世帯、障がい者世帯が７４世帯、

母子世帯が６６世帯、その他の世帯が９

９世帯で、高齢者世帯が全体の約半分弱

となっております。

　生活保護は、自立を目指す制度であり

ますので、６５歳未満の稼働年齢層の方

がおられる傷病世帯、障害世帯、母子世

帯、その他の世帯は、何らかの理由によ

り就労できない、または就労していても

自立まで至らない世帯でございます。こ

のような方々に対しましては、就労を妨

げる阻害要因を排除する支援・指導を行っ

ております。

　具体的な内容といたしましては、傷病

治療中で働けない方には、定期的に医療

機関に病気の治癒状況などの確認をして

おります。その中には、稼働能力につい

ての意見も含まれており、その状況につ

いて所内で検討を行い、働ける状況にな

られた方につきましては、ハローワーク

等と連携をとりながら、就労に向けての

支援を行っております。

　生活保護は、最後のセーフティーネッ

トとなる制度であり、委員ご質問のとお

り、国の法定受託事務でありますので、

各自治体の独自性についてはあらわすこ

とはできませんが、摂津市といたしまし

ては、その運用に当たりまして、保護の

必要とされる方については漏給の防止を、

不正な受給に対しましては濫給の防止を

図り、また、保護を受けている人も、そ

の人の能力に応じた自立が図れるような

援助・指導を行うことで、生活保護行政

の適正実施に努めてまいります。

○上村高義委員長　藤井課長。

○藤井産業振興課長　決算書１７８ペー

ジ、消費対策費の賃金、消費生活相談嘱

託員人件費における、その支出内容や相

談員数、相談体制についてご説明申し上

げます。

　本市、消費生活相談員は、非常勤一般

職として３名を採用し、常時２名体制で

午前９時から午後５時まで、相談受付は

午後４時３０分までとなっており、昼時

間は、時差の休憩取得により１名体制で

対応しております。

　賃金支払い形態は、賃金、時間外手当、

６月・１２月の賞与、通勤手当となって

おります。

　以上でございます。

○上村高義委員長　田橋参事。

○田橋産業振興課参事　それでは、市民

農園設置委託料についてのご答弁を申し

上げます。
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　摂津市での農地、残ってる農地は何ヘ

クタールあるのかということなんですけ

ども、約６３ヘクタールございます。

　農地の中でも、大きく分けますと、市

街化区域と市街化調整区域というのがあ

ります。市街化区域というのは、計画的

に優先的に宅地化を図るという農地でご

ざいます。市街化調整区域というのは、

摂津市で言えば、鳥飼八町区域が市街化

調整区域になります。

　その中で、市民農園に使える農地とい

うのは、市街化区域の約４８．９ヘクター

ルなんですけども、この中で生産緑地の

申請しておられるところが１８．０４ヘ

クタールございますので、残ってる農地

としては３０ヘクタールぐらいが市民農

園として使えるというか、農地があるん

ですけども、ただ、市民農園については、

毎年４月に水田農業の減反説明会の中で

農協３支店で実行組合長にみんな集まっ

ていただきまして、現地調査した中で、

そういうふさわしい農地があれば推薦し

てくださいというようなお願いしている

わけなんですけども、１９年度につきま

しては、そういう農地の推薦も、農業者

個人からの提供申し出もなかったという

ことで、現在のところ、市民農園の拡大

ということには至っておりません。

　今後の展望なんですけども、甘い考え

かもわかりませんけども、農業者の人が

高齢者になってきております。世代交代

になるんですけども、そのときに世代交

代される方が農地を引き継ぐかどうかと

いうところで、農地として残しておきた

いが、もう百姓するのが嫌だという農家

が、やはりちょこちょことそういう声が

ね、息子がもう百姓するの嫌やねんとい

うような声が聞こえておりますので、そ

ういう農家が出てきた場合は、そういう

市民農園の土地提供が出てくる可能性が

あります。そのときには、予算が伴いま

すので、関係部署と協議して、できれば

拡大するような方向で考えていきたいと

考えております。

○上村高義委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　まず、１２４ページ

の１３の委託料の社会福祉事業運営委託

料、申しわけございません、私ちょっと

勘違いをしておりまして、ご説明の方、

よくわかりましたので、ありがとうござ

いました。

　それと、１３２ページの老人福祉費の

委託料の独居老人愛の一声訪問事業の委

託料でございますけれども、こちらの方

なんですけれども、先ほどお話もあった

ように、実際に３日間放置されて、ヤク

ルトがあった状態で中で亡くなっていた

という状態がやはりございまして、吹田

市なんかは、家の外に旗を立てて、毎日、

旗を立てて、それを確認するというよう

な作業をされているということなので、

このヤクルトにこだわらずに、いろんな

方法を考えられて、最もよい方法を考え

られるのも一つなのかなというふうに思っ

ております。これは要望ですけれども。

　それと、あと実際に声をかけている状

態ということを、一度ヤクルトさんの方

との懇話会とか、そういったこと、実績

報告ですね、こういったものをされてい

らっしゃるのかということもちょっとお

聞きしたいなということと、状況の例え

ば報告書みたいなものをどういう形で、

先ほど、例えば、事態が悪くなった状態

のときには、名簿として親族とか、そう

いったところに連絡というものがきっち

りあるということをおっしゃっておりま

したので、そういったことでしっかりと

把握されていらっしゃるのかということ

を、ちょっとお聞きしたいなというとこ

ろをお願いいたします。

－15－



　それから、ふれあい配食サービスの事

業委託料でございますけれども、こちら

の方は、多分これから、今後、高齢者が

ふえていく中で、実質的には多分多くなっ

てくるということが想定されると思いま

す。その中で、今１社しか業者がないと

いうことで、この１社しかない、なぜ１

社だけになってしまっているのかという

ことと、あと、実際に負担金が、ちょっ

と私、勉強不足なのかもしれませんが、

負担金の方が幾らで、この計算からいく

と、多分３００円ぐらいなのかなという

ふうには感じておるんですけれども、そ

のあたりをもう一度お聞かせいただきた

いということと、それから回収の容器に

関しまして、今現在どういう容器でこの

お弁当の方が配られているのかというと

ころを、もうちょっとお聞かせいただき

たいなというふうに思います。

　それから、あと１３４ページの老人福

祉費の方なんですけれども、こちらの方

も同じく、高齢者がふえていく中で、今

後の展望を考えていただきたいという中

に、共同住宅とか、そういったことを考

えていっていただければ、またこれは一

つの提案でございますけれども、要望と

して、共同住宅、鉄筋になると、どうし

ても家賃が高いので、例えば今、木造と

か古いところだと５万円以下という形の

ものが家賃としてあると思うんですけれ

ども、今後、高齢者がふえていく中で、

この鉄筋にかわっていくと、やっぱりど

うしても値段が上がっていくので、その

あたりで高齢者の共同住宅などの案も考

えていただけたらありがたいなというふ

うに思います。

　それから、１５０ページの生活保護総

務費の方でございますけれども、こちら

の方は国の制定ということでございます

ので、国の方に提言もをしていかないと

いけない部分だと思います。ですから、

不正というか、そういったことをできる

だけきっちりと生活保護を受けていらっ

しゃる方が、何だか生活保護を受けてい

ることが悪いというふうな形を思わない

ように、そのあたりの精査をきっちりと

していっていただくことを、要望いたし

ます。されているということをお伺いし

ましたので安心しましたけれども、そう

いったこともきっちりと見届けていただ

きたいなというふうに思います。

　それから、１５６ページの環境衛生費

の死獣処理の分でございますけれども、

こちらの方は１匹について、数の方はちょっ

とこちらの方で見させていただいたんで、

１匹について、どれぐらいの処理費がか

かっているのか。そして、今後これがふ

える可能性があるのかというところを、

再度ちょっとお聞かせいただきたいと思

います。

　それから、塵芥処理の方でございます

けれども、ご説明の方で理解はさせてい

ただきました。

　ただ、物理的に考えて搬出と収集を同

じ流れでできないのかなというところは

あると思いますけれども、今後の要望と

して、こういったことのシステムも考え

ていただけたら、ありがたいなというふ

うに思います。

　それから、ストックヤードの仮設休憩

室借上料でございますけれども、流れも

ございますので、こちらの方は理解しま

したけれども、これを計算していきます

と、やはり仮設の方の部分を建てた方が

安上がりなのかなというところもござい

ますので、今後はこれも視野に入れて検

討していただければなというふうに思っ

ております。

　１６６ページの灰運搬処分委託料でご

ざいますけれども、こちらの方をフェニッ
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クスにそのまま処理という形で持っていっ

ていらっしゃるということでございます

けれども、こちらの方は、岡山県の方の

市では、リサイクルのプランタに灰を使っ

ているということで、こういった事例も

ございますので、この灰を何とかリサイ

クルして、循環型社会に生かしていただ

けないかなというところを要望させてい

ただきたいと思います。

　それから、あとは１７２ページ市民農

園の方の部分は、よく理解はできました。

地産地消ということで今、どこの市でも

地産地消ということを言われております

ので、数が多くなくても、こういった市

民に提供していただいて、その地産地消

の部分の農産物ができたものを、何とか

市民の方に提供できるような方向性で動

いていただければ、先ほどお話しいただ

きましたように、若い世代にかわったと

きに、どういう施策を打っていくのかと

いうところも検討しながら、進めていた

だきたいなというふうに要望いたします。

　それから、あと商工費の方でございま

すけれども、以前、消費生活市民ルーム

は福祉会館の方にございました。市役所

にかわって、利用しにくいというふうな、

相談される市民の反応はどんな感じだと

いうことと、それから、南千里丘のコミュ

ニティプラザの完成時には、プラザ内に

設置すれば利便性が高くなるということ

で、それとあわせてクーリングオフなど

の相談では、期日の関係から土曜、日曜

の開設を通して、より充実した相談業務

に当たれるのではないかというところの

あたりも検討していただければというふ

うに思います。

　そのあたりをお答えいただきたいとい

うことと、それから温暖化対策に関しま

しては、１００％の実績の取り組みとい

うことでお聞かせいただきましたので、

ありがとうございます。

○上村高義委員長　登阪次長。

○登阪保健福祉部次長　それでは、老人

福祉にかかわる分について答弁申し上げ

ます。

　まず、独居老人の愛の一声訪問でござ

いますけれども、安否確認が難しいとこ

ろは、先ほど一つの例としまして旗を上

げるというお話が出ましたけれども、昨

今のいろんな事情から考えますと、この

家が独居老人であるということが、いわ

ゆるどなたでもわかるというような方法

につきましては、やはりいろいろ問題が

あるかなというふうに考えております。

そういった中では、非常にやはり手法が

限られてくるんではないかなということ

でございます。

　それから、ヤクルトを実際に配付した

ときに声をかけてるかどうか、そのあた

りを確認しているかどうかということで

ございます。実際には、なかなかこれ、

我々が確認できるわけではございません

ので、まずは業者に当然、そういったこ

とを厳しく指導してることと、もう一つ

は、安否確認のもう一つの手段といたし

まして、社会福祉協議会の方にヘルパー

２人を専属で独居老人の、先ほど申し上

げました民生委員さんから出ております

名簿に基づいて見守りで訪問をしていた

だいております。その訪問した中で、ヤ

クルト等の配付を受けておられる方に対

しまして、実際にヤクルトがきちんとで

すね、今おっしゃっていますように、声

をかけていただいて配られてるかどうか、

そのあたりの確認もしていただいており

ます。もし、そういったことが実施され

ておられないようでございましたら、そ

うした事実が確認できましたら、私ども、

また業者の方に連絡をさせていただいて、

実際にこの地域で、こういうお話が出て
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るということで指導させていただいてお

ります。

　それから、続きましてふれあい配食サー

ビスでございますけれども、昼につきま

しては、利用者負担が４００円になって

おります。それから、夕食の方につきま

しては、保温ができているとか、そういっ

た関係で５００円の利用者負担をいただ

いております。

　昼食につきましては、１社になってし

まっているということでございますけれ

ども、全体的な委託料、いわゆる業者へ

の委託料が１食５２５円でございます。

ですから、そのうちの４００円が利用者

負担という形になっております。その単

価の中で、かなりの部分が個別の配付に

なっておりますので、民間の給食業者か

らしますと、このあたりは非常に厳しい

んかなということでございます。

　ただ、これもすみません、ちょっと今

手元に資料がございませんので、何年度

かはちょっとはっきりしないんですけれ

ども、ほんの数年前に、この配食サービ

スに係ります国庫補助金が廃止になりま

して、それを受けまして選択肢を広げる

という意味で、中にはやはり、できるだ

け値段が、負担が少ない方がいいという

ことで４００円という負担をとられる方

もいらっしゃいますし、やはりそうした

温かい食事がということで夕食の方をと

られる方もいらっしゃいますんで、そう

した選択肢を広げるという意味で、そう

いうふうな手法をとらせていただいてい

るわけでございますけれども、やはり昼

食につきましては、かなりそういった意

味で業者にとっても厳しい条件になって

いるかなというふうに思っております。

そういう意味では、このあたりも含めて、

今後、検討していく余地はあるのかなと

いうふうに考えております。

　それから、容器の回収でございますけ

れども、昼食につきましては、これは業

者の方にはリサイクルの関係でいろいろ

とお願いをしている部分はあるんですけ

れども、やはり単価等の関係で使い捨て

の容器に現時点では、まだなっておりま

す。夕食につきましては、保温のような

もので持ってきていただいて、また次の

日なり次の配付するときに、それをまた

持って帰ると、こういった仕組みをとっ

ております。

○上村高義委員長　阪口課長。

○阪口健康推進課長　死獣処理の件につ

きましてご答弁申し上げます。

　先ほどご答弁の中で委託料２４０万と

いうふうに申し上げまして、処理頭数が

４３７頭ということでございますので、

１頭当たり、あるいは１匹当たり５，４

９１円というふうなことになっておりま

す。

　この作業につきましては、月曜日から

金曜日の９時から５時、それと土曜日の

午前中に業者さんが道路上、公園上、あ

るいはご家庭の庭あたりで猫・犬が亡く

なったときに、私どもの方から連絡をし

て、収集処理、運搬していただくという

ふうな業務の中身がございます。常時１

名の作業員と軽自動車の作業車１台を、

私どもの方のこの死獣処理に当てていた

だいているというのが現状でございます。

　今後、ここ数年、大体４３０頭から、

少ない時で３９５頭でございますので、

今後とも、これぐらいの処理件数は見込

まれるというふうには考えております。

○上村高義委員長　藤井課長。

○藤井産業振興課長　消費生活相談ルー

ムの移転、それから土・日の開設、コミュ

ニティプラザへの移動等にご説明させて

いただきます。

　平成７年度に福祉会館内に、消費生活
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相談員による消費生活相談ルームが開設

され、平成１８年度からは福祉会館の閉

館により、市役所新館産業振興課内に移

転いたしました。

　移転直後、会館が閉鎖されたことを知

らなかったというような意見はございま

したが、こちらが想定しておりました、

市役所内では知人等と会うから利用しに

くいのような苦情として相談員が伺った

ケースは上がってきておりません。これ

は、会館、市役所とも相談数の約８０％

が電話相談で占められていることからで

はないかと考えております。

　南千里丘コミュニティプラザ完成時の

相談ルームの移転でありますが、以前、

福祉会館開設時からの相談員のみの運営

は、当時、相談員用の非常呼び出しベル

等は設置いたしておりましたものの、危

機管理の面から、また、大阪府や市長会、

国民センター等の事務処理の面からも、

職員との連携が非常にとりにくかった点

等から、現在の産業振興課内での管理上

よいのではと考えております。

　土・日の開設につきましては、現在、

府内では大阪市と高石市の消費センター

が開設しておりますが、本市では人員等

の体制上等で、現在、困難かと考えてお

ります。

　クーリングオフなどで時間的な制限が

ある相談は、本市の消費生活パンフレッ

トに、土・日曜日の全国消費生活相談員

協会の専門的な機関の相談窓口を紹介し

ており、今後も周知に努めていきたいと

考えております。

　ただし、今後の国の消費者庁開設に向

け、各市の市町村相談ルームの役割等が

明確になり、求められる体制づくりにお

いて、コミセンでの開設や土・日開設等々

の必要性が生じてまいりました場合は、

その選択肢の一つ一つとして検討してい

かなければならないと考えております。

○上村高義委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　ちょっと先ほど２回

目の質問で、塵芥処理の方なんですけれ

ども、市町村の負担金の方だけ、ちょっ

とご答弁いただきたいなと。忘れており

ましたので。広域廃棄物の埋立処分の整

備委託料の、市町村によって負担金が違

うということで、そこの負担金の部分だ

け教えていただきたいということと、そ

れから、商工費の方ですね、消費者生活

相談委託賃金の方ですけど、消費生活相

談は、余り知識が深くない市民の期待の

大きい窓口でございますので、今後、消

費者庁開設の大きなうねりと、また不透

明な状況下でございますが、明確に詳細

が判明してまいりました折には、市が果

たす役割をしっかりと果たしていただき

ますよう、敏速な対応をしていただきた

いと思いますので、よろしくお願いいた

します。

　それから、先ほどの愛の一声運動で、

旗を立てると独居老人がわかってしまう

ということで、ああ、なるほどなという

ふうに思いました。ただ、先ほどの業者

の方の、やはりコンセンサスをしっかり

と、やっぱりとっていただいて、これが

本当に生きた形になるような方向をしっ

かりと確認しながら、進めていっていた

だきたいなというふうに希望いたします。

　それから、ふれあい配食の方でござい

ますけれども、こちらの方は、実際にこ

の食事を召し上がったことがあるのかと

いうことをちょっとお聞きしたいのと、

実際、内容的なものは、私もちょっと中

身を見たことがございませんけれども、

中身の方をちょっとご説明いただけたら

ありがたいなということと、それから、

実際に召し上がってましてね、この回収

は今のところ紙容器ということでお聞き
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してるんですけれども、お昼の方の、残

飯というか、どれぐらい残されているの

かということがおわかりになったら、ちょっ

とそのあたりを教えていただきたいとい

うことと。

　それから、やはり高齢者がふえていき

ますので、こういったサービスが、せっ

かく民生委員さんの方とかが配っていた

だいているという大変いい事業だと思い

ますので、高齢者がふえていく中で、こ

ういうサービスを市民の方たちが本当に、

例えば、冷凍もんとかではなく、ちょっ

と中身はわからないんですけれども、そ

ういった油っこい物とかではなく、中身

を例えば手づくりにして、高齢者の方た

ちがまた頼みたくなるような物を提供し

ていけば、こういった事業も生きた事業

になるのかなということを考えておりま

すので、そういうことも含めて、また今

後、考えていただければなというふうに

思います。

○上村高義委員長　水田次長。

○水田生活環境部次長　広域廃棄物埋立

処分場整備委託料で、市の負担内容とい

うことでございます。

　まず、１期計画、２期計画というのが

ございまして、先ほどご説明申し上げま

した尼崎沖、それから泉大津、それから、

２期としまして神戸沖と大阪沖というふ

うにございまして、若干、算定の基礎い

うか、ちょっとご説明細かくなると思う

んですけれども、まず、その１期工事計

画の場所なんですけれども、それぞれ各

年度ごとに事業を算定いたします。１期、

尼崎沖とそれから泉大津沖については、

一般廃棄物、それから産業廃棄物、それ

ぞれの埋め立ての割合がございまして、

私どもの方は、その一般廃棄物の割合を

出しております。同じように、そのフェ

ニックスの方も同じように、そういう割

合を出しておりまして、それはもう統一

した割合なんですけども、１９年度にお

きましては、１期計画地におきましては、

負担率としまして５０．１％が一般廃棄

物の基準となっております。それから、

２期の計画地におきましては、６８．０

８％の率ということで、まず出させてい

ただいておりまして、それに基づきまし

て、それぞれ排水処理の施設の事業費と

いうことで、１期計画地におきましては

１，０００万が１９年度の事業として算

出されておりまして、それに負担率を掛

けますと約５００万２，０００円という

形になります。

　２期計画地におきましては、それぞれ

陸揚げ場の内容の事業費であるとか、同

じように排水処理施設の事業費であると

か、それから調査費というのがございま

して、それぞれその６８．０８％を掛け

させていただいた額の合計をまず出して

おります。それが２６億９，６０９万７，

０００円という額になっております。そ

れを、それぞれその１期計画地、２期計

画地の出しましたその金額に対しまして、

それぞれ各市町村の排出量によりまして

その排出量に基づいた立米数をまず出し

ています。その立米数が摂津におきます

と、まず１期計画地におきましては０．

７６５％、細かくなりますけど。それか

ら、２期計画地におきましては０．５７

１％になりまして、それぞれ補助金がご

ざいますんで、それの２分の１というこ

とで、まず１期計画地におきましては２

万円と、それから２期計画地におきまし

ては７６９万２，０００円という額が、

まず出ております。

　１９年度におきましては、それぞれそ

の一般廃棄物と産業廃棄物の割合を出し

ておったんですけれども、その中で２期

計画地におきましては、一般廃棄物と産
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業廃棄物の割合が変わってまいりました。

それを修正するということで、一般廃棄

物の方が広くなってしまったいうことで

修正を掛けております。その額がですね、

２５６万５，０００円ということで、そ

の３つを合計いたしますと決算額になる

ということでございます。

○上村高義委員長　登阪次長。

○登阪保健福祉部次長　ふれあい配食サー

ビスの件でございますけれども、試食を

してるかどうかということでございます

けれども、昼食の分につきましては、社

会福祉協議会の方で、社会福祉協議会の

みならず、民生委員さん等も入っていた

だきまして試食会をやっております。そ

の中で感じたことについて、社会福祉協

議会の方を通じまして、また業者の方に

お願いをしているところでございますけ

れども、やはり民間の給食業者というこ

とで、大量につくるということと、時間

が一定早い時間ということもございまし

て、どうしてもやはり火を通さなければ

ならないということで、メニュー的には

ある程度、限定されてくるということに

ついては、いたし方ない部分もあるかな

と思いますけれども、引き続き要望して

まいりたいというふうに思っております。

　そして、具体的な残飯といいますか、

そこまで把握はできておりません。いろ

んな形で昼食に対しましてご意見はいた

だいておりますけれども、具体的にはそ

こまでは把握できておりませんので、今

後も、内容についていろんなご意見が聞

こえてくるように努めてまいりたいとい

うふうに考えております。

　なお、夕食の方につきましては、保温

されているということもございまして、

皆さんの方から好評をいただいておりま

して、特にその内容についての要望とか、

そういったものについては、現時点では

お聞きしておりません。

○上村高義委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　ふれあい配食サービ

スの今のご答弁に、もう一点だけ。例え

ば、お昼のそのお弁当を夜に食べられる

高齢者の方が多分いらっしゃると思うん

ですけれども、そのあたり、例えば、食

中毒とか、そういったことの対策という

か、そこまでなかなか、夜に食べないで

くださいとも言えないというところはあ

ると思うんですけれども、そういったと

ころの対策はどうされているのかという

ことだけ、最後にお聞きしたいなという

ふうに思います。

○上村高義委員長　登阪次長。

○登阪保健福祉部次長　ご質問のこと、

非常に我々も悩ましい問題だというふう

に思っております。当然、サービスを受

けていただく際には、できるだけ早い時

間帯に、食べ残しをしないようにという

ことでお願いをしているところでござい

ますけれども、その実態把握はなかなか

難しいところがございますけれども、ホー

ムヘルパーのサービスを受けていただい

たり、そういったサービスを受けていた

だいて、家の中まで入っていくようなサー

ビスを受けていただいている方等につき

ましては、そのあたりの、特に食生活い

うのは大きな問題でございますんで、そ

の辺の実態も含めて、当然、把握をして

いくということになっておりますので、

すべての方を把握できてるわけではござ

いませんけれども、そういった努力につ

いてはさせていただいておりますし、今

後とも、引き続き努力してまいりたいと

いうふうに考えております。

○上村高義委員長　大澤委員の質問が終

わりました。

　ほかにございませんか。

　山崎委員。
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○山崎雅数委員　では、質問させていた

だきます。

　この１９年度は、後期高齢者連合体が

でき上がりましたし、介護保険が要支援

の導入とかいうようなことで、介護認定

の改定があったりですとか、地域包括支

援なんか等の制度の変更で、予算のとき

にも大分詰めさせてもらったんですけど、

項が大分動いたというときで、ちょっと

前年度の比較が非常にしにくい年だった

と思うんですけども、国の予算が毎年２，

２００億円、福祉予算が削減されている

という中で、福祉の後退を余儀なくされ

ているというふうにとっているんですけ

ども、つまり、サービスの後退か負担の

増大か、この二者択一、もしくは両方を

迫られていると思っているんですけども、

この摂津の市政において、決算から見え

てくるこの福祉の問題点ね、明らかにし

ていきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。

　まず、歳入ですけれども、決算書３２

ページの民生費負担金、社会福祉費の負

担金、及び児童福祉費負担金、ここで歳

入不足というか不納欠損、収入未済額と

いう分があるんですけども、これがです

ね、備考欄にあるような内訳というのが

出してもらえるのかどうか、ちょっとお

聞きしたいと思うんですけども、３３ペー

ジに障害者の負担金もあるんですが、こ

れが自立支援法による利用者負担だとい

うことだと思うんですけども、どういっ

た内容のものか、教えていただきたいと

思います。

　自立支援法によって、利用者とか市民

の負担がどうなったかというのがわかれ

ばありがたいなと思ってたんですけども、

このヘルプサービスが今、介護と一緒に

されてる事業所も多いですし、事業所も

市内とは限らないという意味ではね、ちょっ

と難しいかと思うんですけども、できる

だけ明らかにしていただきたいと思って

おります。

　市民からのこの徴収で収入未済、不納

欠損というようなことが出てくるという

わけでありましたら、これなぜ払ってい

ただけない分が起きてきたかということ

をどう考えておられるのか。未収分で回

収困難というものが、この未済の中にあ

るのか、それから負担金そのものが高額

ではないかとかいうふうな考えがあるの

かどうか。減免などの措置がね、どうい

うふうにとられておるのかなどが明らか

にしていきたいと思っております。

　同等の意味で、３４ページの衛生使用

料の未収分、これは欠損はないんですけ

ども、大丈夫でしょうかということと、

　それから、３８ページの衛生手数料の

塵芥処理ですね、この欠損ですね、これ

もどういうことかお聞かせいただきたい

と思っております。

　次に、４２ページの生活保護の国から

補助ですかね、生活保護の適正実施の推

進補助というのは、これどういうものか、

お聞かせいただきたいと思います。

　それで４７ページ、各種施設への府の

負担金、これでこの介護保険の制度とか、

自立支援法に基づく負担金というものな

のか、これは府独自で負担をしているも

のがあるのか、この負担金の中身という

か、性質を教えていただきたいと思いま

す。

　同様に、４９ページの同じような補助

金についても、性質を教えていただきた

いと思います。これが障害施設とか介護

施設への直接補助と考えていいのかどう

かをお聞かせください。

　それから、５７ページにまいりまして、

介護保険、過年度の繰り入れということ

だったんですけれども、その後の墓地管
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理の繰入金、これも説明をちょっといた

だければなと思っております。というの

が、これそれぞれ介護の方ではまた問題

にさせてもらうんですけども、黒字があっ

たというようなことで、この黒字の繰り

入れというふうに考えていいのかどうか。

　それから、メモリアルホールの使用料

改定で、市営葬儀は減ったということな

んですけども、これが浮いてきたという

ふうに考えていいのかどうか、ちょっと

お聞かせいただきたいと思っております。

　６３ページの雑収入、これで文化ホー

ルの入場料なんですけども、これが入場

料でない使用料というのがあるのでしょ

うか。この８４９万と全体、運営上の入

りが幾らになるのか、ちょっとお聞かせ

いただきたいと思います。支出の方はレ

ンタル料とか公社の委託料、文化ホール

がどのぐらいになるかいうのはちょっと

わからないんですけれども、この出入り、

文化ホールに係る出入りがどうなってい

るのか、わかり範囲でご説明いただけれ

ばと思います。

　その同じページの環境業務課のところ

の拾得金というのが新しく見えておりま

すんですが、これは何でしょうかという

ことをお聞かせください。

　それから、同じページで生活保護の返

還金なんかもあるんですけども、これが

故意にというか、不正というんですかね、

取っとったというようなことで返した分

があるのかということと、事務とかミス

というか、市の方の責任で出し過ぎとっ

たというのがあるのかどうか、この中身

の方をね。１，５６５万ですか、ありま

すので、教えていただければなと思って

おります。

　あと、６５ページの同じようなもので、

国保年金課の一部助成の返還金というも

のがどういうもので、これがどこから入っ

てくるのかを教えていただきたいと思い

ます。

　同じように、こども育成課で職員の給

食費負担金、それから児童の主食費負担

金のこの性質を教えていただきたいと思

います。どこからいただくかということ

ですね。その並びで児童手当、乳児医療、

ひとり親の医療の返還金というのがあり

ますけども、これも市民からだと思うん

ですけれども、返えさんといかんという

ことになると、この生活保護と同様に、

市側のミスがあったんかどうかというか

ね、責任があったのかというか、どういっ

たものか、説明をいただきたいと思いま

す。

　次に、６９ページの民生費の借金とい

うか起債なんですけども、これはゼロな

んですね。これは土木とか教育のように

後年度に負担を送っていないという点で

は非常によいことだと思うんですけれど

も、民生というかね、福祉に必要な額を

抑えての起債がないということではいけ

ないというか。必要な分は、民生費が財

政難を理由に削られるということがない

ように、この起債なしですませられてい

るというところについてのお考えをお聞

かせいただきたいと思います。

　次に、歳出にいきたいと思うんですが、

８７ページ、これは水道と絡むんですけ

ども、水道料の減免になるんだと思うん

ですが、水道事業の会計繰出金ですね、

これも所管に入ってたと思うんですけど

も、これが水道会計で対象者がふえてい

るというふうには聞いておりますけれど

も、世帯数などがもしここでわかるよう

なら教えていただきたいと思います。

　次に、９３ページの国際交流協会の補

助なんですけども、事務報告の８９ペー

ジに表はあるんですけれども、これだけ

ではちょっとよくわからないので、交流
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補助についての内容をもう少し教えてい

ただきたいと思います。あと、市外施設

の利用などについても、ご解説いただけ

ればなと思います。

　次に、９５ページの防犯灯の設置工事

なんですけども、要望があれば、これは

ふえ続けるのかと話もあるんですが、電

気代もいろいろあるんでしょうけれども、

この撤去という作業もあるんでしょうか。

それから、青色灯の普及が進んでいるの

か、この状況などをお聞かせいただきた

いと思います。

　次に、１２７ページの後期高齢者医療

システム構築委託料４，６２３万円、こ

れ当初予算では３，６００万だったんで

すよ。これが１，０００万ふえまして、

途中その下にもありますけども、激変緩

和というのが途中に入って２４０万追加

もされておりますんですが、この流れと

いうか、ここの説明と、歳入のところで

は４２ページで国の補助が８９０万ある

んですけども、これだけでやれというこ

とだったのか、お聞かせいただきたいと

思います。

　それから、同じ１２７ページになかっ

たらいかんと思うんですけども、予算の

ときにちょっと問題にした介護特例補助

という、施設に出すお金の補助があった

と思うんですけど、これがどこへ行った

のか、ちょっとお聞かせいただきたいと

思います。１８年度のときには、８４９

万の予算から実績で１７９万まで減額し

たってやつだったんですけども、予算書

には社会福祉法人介護特例補助金となっ

てるやつなんですけども、これをちょっ

とご説明いただければなと思います。

　それから、あと障害者福祉の作業所の

補助金ですね、授産施設などの補助金の

対象、この推移というのか、ふえてるの

か減ってるのかを教えていただければな

と思います。

　というのが、１２９ページ、これ扶助

費の分なんですけども、項ずれというか

ね、地域支援という形で障害と介護の分

が合算されたということだと思うんです

けども、ちょっと推移がわからないので、

この扶助費だけで見ますと、１７年が６，

５００万、１８年が７，７００万なんで

すが、１９年は３億８，５００万になっ

てるんです。この辺をちょっと。

　それから、１３３ページの繰出金も、

この推移をちょっと計算してみましたら、

監査の意見書の方で伸びの話が書いてあ

るんですけども、医療費の伸びと余り比

較すると、伸びとしては小さいんじゃな

いかなと思っております。これ、国保で

ちょっとしばらく詳しくやりたいと思い

ますんで、結構です。すみません。

　それから、１３９ページですね、みき

の路の委託料、これも１億６，２６８万

円、この金額になってくるんですけども、

ことしは指定管理者の制度が始まって、

ちょうど中間というか、真ん中なんです

けどもね、これが自立支援法からこちら

制度の利用で自己負担なんかもあるんで

すけども、この運営費用が指定管理者に

移っていくのかなということで、どうい

うふうに考えておられるのか、お聞かせ

いただきたいと思います。

　次に、１４１ページの保育所職員の分

で、職員の給与なんですけども、推移を

見ますと、１９年は３億７００万ですね、

１８年が３億３，０００万、１７年が３

億５，０００万と、ずっと職員の給料っ

ていうのは実質減ってきているわけなん

ですけども、この保育所の職員の給料が

下がってきてる関係というか、流れをど

ういうふうに考えておられるのか。

　というのが、今、認定こども園の構想

というのも上がってきてるんですけども、
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これが保育所と幼稚園を合体させるとい

う意味ではね、管轄はどうなっていくの

か、いろんな多くのハードルがあると思

うんですけれども、この保育所の運営、

今までの実績と、この先をどう考えてお

られるのか、聞かせていただきたいと思

います。

　それから、１４３ページから１４５ペー

ジの児童手当の分ですけども、これ１９

年度ですね、先ほども補足説明でもあり

ましたけれども、児童手当の方が５億９，

０００万から７億２，０００万にはね上

がってるわけなんですが、扶養手当の方

は、これ減らされたと思うんですけども、

ほとんど変わらないんですね、３億６，

０００万から３億６００万、要するに、

それだけ扶養手当を受給しないといけな

いというか、低所得の方がふえているの

かなと思うんですけど、このあたり、ど

ういうふうに見ておられるのか、お聞か

せください。

　１４０ページからのこの児童福祉の分

野では、今ちょうどオレンジリボンのキャ

ンペーンがなされておりますけれども、

昨年の児童虐待の取り組みをお聞かせい

ただければなと思います。

　次に、１４９ページの医療助成ですね、

これ昨年１０月から、またふやしていた

だいて喜ばれておりますけれども、これ

でどのくらいふえたかと。さっき２，４

００万ほどが、事務費も含めての値上が

り分だと思うんですが、医療助成そのも

のについて幾ら上がったのか、お聞かせ

いただきたいと思います。

　それから、１５１ページの保護費の推

移をちょっと見てますと、予算のときに

もご回答いただいたんですけれども、ホー

ムレスの対策は大阪府の主導やというこ

とでご回答いただいておりますけども、

昨年どのくらいのホームレス、摂津市内

で保護されたか、わかっていればお聞か

せいただきたいと思います。

　それから、１５３ページの救急医療の

負担金、これも三師会から三次、二次、

全部こう負担金があって、摂津市も負担

をして、北摂の方は非常に救急医療とし

てはしっかりしてるんやということは何

回もご回答いただいているんですけども、

今、産科と救急とあわせると、なかなか

うまくいかないとかいうような、全国に

いろんな例が出てくるんですけども、一

般質問でも聞かれておりましたけれども

ね、医師不足という現状に対応できてい

ると言えるのか、ちょっとお聞かせいた

だきたいと思います。

　それから、１５９ページの斎場費の土

地借上料となっておるんですけども、こ

れはメモリアルホールの駐車場の賃料と

考えてよろしいのでしょうか、ちょっと

お聞かせいただきたいと思います。

　それと、環境対策ですね、いろんな対

策あるんですけども、ダイオキシンの対

策で三箇牧水路のダイオキシンの最終処

分、予算のときにも大分もんだんですけ

ども、これがどうなったかお聞かせいた

だきたいと思います。

　それから、１７７ページの商工業活性

化事業ですね、ここで歳入の方で府の商

店街活性化事業支援というのがあるんで

すけども、これが歳出でどこに当たるの

か、購買実態調査などが当たるんかどう

かと思いますが、お願いします。

　それと、同じページの商工会への補助

金ですけども、これ補助を出す以上、ど

ういうふうに活動をつかんでおられるの

か、お聞かせいただきたいと思います。

　それから、あと小規模修繕工事の登録

制度というのが始まって、今、更新され

てるんですけども、これ発注は全庁にま

たがって、所管ということではないんで
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すけども、商工振興の立場からどういう

ふうに取り組んでおられるのか、お聞き

したいと思います。

　それから、２５４ページですね、大規

模災害の予算を組んでいただいて執行は

ないんですけれども、災害のときの見舞

金ですね、執行ないんですけども、この

予算のときに３５０万という予算を組ん

であるんですが、これが大規模災害とい

うか、たくさんの災害が起きたときに、

これをオーバーしたときには、どういっ

た対応をとられるのか、お聞きしたいと

思います。

○上村高義委員長　暫時休憩します。

（午後０時１分　休憩）

（午後１時　　　再開）

○上村高義委員長　再開します。

　答弁を求めます。

　萩原課長。

○萩原自治振興課長　まず初めに、文化

ホールの入場料以外に使用料があるのか

というお問い合わせでございますが、文

化ホールの入場料以外に貸し館の使用料

とピアノ、マイク等の備品の使用料がご

ざいます。

　平成１９年度の文化ホールの貸し館と

備品等の使用料の合計につきましては、

３２９万８，６３５円、文化ホールの入

場料は８４９万１，３００円で、合計い

たしますと１，１７８万９，９３５円と

なります。

　次に、歳出でございますが、人件費の

案分が困難であるため、人件費の分を除

かせていただきます。

　まず初めに、文化ホールの管理事業と

して４，７９４万４，４５０円、文化ホー

ル事業２，４２１万７，３８５円、文化

ホール等改善事業６１９万２，８４７円、

それと機器の借上料として８４４万６，

９９８円、合計で８，６８０万１，６８

０円となります。

　続きまして、国際交流協会の補助の内

容についてでございますが、国際交流協

会へは２２０万円を補助いたしておりま

す。

　その活動の内容につきましては、昨年

４月１９日に開催されました国際交流協

会の総会の場で「摂津に暮らして感じる

こと」というテーマで、台湾出身の方に

ご講演をいただいております。それと、

大人の英会話、通年、計３０回でござい

ます。それと、中国語講座、通年１０名

の方が参加されております。外国人のた

めの救命救急講習会の開催、５名の方が

参加されております。

　それから、社会見学なんですけれども、

名古屋港イタリア村、南極ふじの見学を

されております。４７名の参加がござい

ました。

　また、蚌埠市経済友好代表団滞在中の

随行及び歓迎会の開催をされております。

それと、蚌埠市幼児教育代表団の表敬訪

問の対応をされております。

　それと、外国の方に日本語を教える基

礎を学び実践する心構えを身につけると

いうことで、その講師の方への日本語教

授法入門講座を開催されております。

　それから、子ども対象なんですけども、

子ども映画「ハローイングリッシュ」を

開催されております。

　また、日本語を勉強している小・中学

生及びその保護者を対象とした渡日児童

の進路、学校生活サポートガイダンスの

呼びかけを国際交流協会の方でされまし

て、６７名の方が参加されております。

　ほかに、ワールドクッキングジュニア

ということで２回開催されておりまして、

オーストラリアのパーティーフードの料

理講習会、それとクリスマスフードの料

理講習会を開催されております。
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　それに、家庭料理をつくりながら会話

機会の提供ということで、中国語でクッ

キングを開催されております。

　それから、蚌埠市友好親善訪問団の派

遣、国際交流協会の方から、平成１９年

１０月１６日から２３日の８日間、１７

名の方を派遣されております。親睦会で

はありますけれども、バーベキュー大会

の実施、外国人着物着付教室、これも社

会見学ですけれども、大阪のまちを歩く

ということで、歴史博物館とＮＨＫを見

学されております。これも社会見学なん

ですけれども、京都のまちなかを歩くと

いうことで、刺しゅうの実演見学をされ

ております。

　また、日本語教室の開催ですけれども、

中国の方、インドの方など延べ３５名が

日本語教室に参加されております。

　それから、機関紙なんですけれども、

交流協会の、かわら版の発行を年４回さ

れております。

　続きまして、市外宿泊施設の利用補助

についてでございますけども、市外宿泊

施設の利用補助につきましては、現在、

８市町の観光協会等と提携をしておりま

して、平成１９年度の補助内容は４３件、

２５８人の利用に対しまして２８万１，

９６０円を補助いたしております。補助

の額は、中学生以上が１，２００円、小

学生が８００円、ログハウスが１棟につ

き４，８００円、キャンプ場は大人の方

３６０円、小学生２００円となっており

ます。補助の対象につきましては、市内

在住・在勤・在学の方でございます。

　利用件数は、年々減少しておりまして、

この主な要因といたしまして、ライフス

タイルの変化とか、ＵＳＪなどのレジャー

施設のオープン、海外旅行のブームなど

が考えられます。

　その次に、防犯灯の撤去はあるのかと

いうご質問でございますが、防犯灯の撤

去につきましては、既設の防犯灯の近く

に、例えば大きな道路照明灯などがつき

ます場合は、撤去いたしております。

　それと、青色防犯灯の設置についてで

ございますけれども、現在、本市では、

青色防犯灯はモノレール南摂津駅の駐輪

場及び既設の防犯灯に青色のセロハンを

張っておられる自治会がございます。防

犯灯球を青色にすることによりまして、

犯罪の発生が減少しているとの報告があ

ります。これは、青色が副交感神経に作

用して心理的に人を落ちつかせる効果が

あり、衝動的な犯罪を抑止すると言われ

ていることや、広範囲を照らすことがで

きるためであると言われております。

　しかしながら、一方では、広範囲を照

らすことができる反面、照度が落ちるこ

とや、例えば白色を水色に誤認しやすい

といった弊害、また、費用につきまして

も、現行の防犯灯よりも高くなるといっ

たこともありますので、今後、導入する

かどうか、慎重に検討したいというふう

に思っております。

○上村高義委員長　山田課長。

○山田介護保険課長　私の方からは、社

会福祉法人介護特例補助金の執行がなかっ

たという意味についてご説明申し上げま

す。

　この事業は、国の補助事業でございま

して、社会福祉法人が生活困窮された介

護サービスの利用者の方の負担の軽減を

図ったという場合に、市がその法人に対

しまして軽減額の２分の１を補助すると

いう制度でございます。

　ただし、その法人による軽減額が、そ

の法人が実施する介護サービスの総収入

額の１％以内の場合は、法人による単独

負担ということでございまして、市の方

が補助を行うということがないというよ
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うな仕組みになっております。

　１９年度につきましては、実際に負担

の軽減を受けられた利用者の方は２名い

らっしゃいまして、いずれも特別養護老

人ホームの入所者の方なんですが、およ

そ年間、それぞれ８万円程度の軽減を受

けてはおられるんですけれども、それが

法人の収入の１％に満たないということ

でございますので、市からの補助はない

ということでございます。

○上村高義委員長　阪口課長。

○阪口健康推進課長　それでは、まず決

算書３５ページ記載の衛生使用料の収入

未済額につきまして、２２万８，５００

円計上させていただいておりますけれど

も、この内容でございますけれども、過

年度におきまして、メモリアルホールで

市営葬儀をされた方のうち、使用料の７

日間の延納という制度をお使いになられ

た方がおられます。この方の使用料が今

のところ、まだ一部のみ収納されており

ますが、まだその部分が納まっていない

ということの内容でございます。

　続きまして、５７ページに記載してお

ります墓地管理基金でございます。この

墓地管理基金につきましては、私どもは

墓地管理基金条例というものを持ってお

りまして、これは鳥飼中墓地、鳥飼下墓

地の２墓地に係る使用者からちょうだい

いたします管理料を基金として積み立て

ておるというものでございます。

　それで、この基金条例の中で、基金の

処分として、墓地の管理に必要な財源に

充てる場合、この場合には、その一部を

取り崩することができるということでご

ざいます。私ども、墓地の管理運営につ

きましては、税で賄う部分とこの基金で

賄う部分と明確にしなければならないと

いうことになってございますが、現下の

利率の低さということもございまして、

この４万１，０８２円につきましては、

歳出予算でいきますと、１５９ページに

光熱水費４万１，０８２円というふうな

歳出予算を決算させていただいておりま

すけれども、これの財源に充当するため

に、墓地管理基金から一般会計への繰り

入れということをしているということで

ございます。

　その次に、メモリアルホールでござい

ます。委員ご指摘のように、価格改定を

１８年７月から実施をさせていただいて

おります。１９年度決算では、価格改定

後の価格と使用料がすべてでございます。

　それで、価格改定によって黒字が出た

のではないかというふうなお問いだと思

うんですけれども、なかなかまだ管理運

営に関しましては、維持管理経費におき

まして、１９年度決算でございますけれ

ども、後ほごご説明させていただきます

土地の借上料等々を含めまして、維持管

理経費が４，４３７万８，６３６円要し

ております。これに対しまして、決算書

３５ページにございます葬儀会館の使用

料でございますけれども、収入といたし

ましては３，５３３万５，１５０円が収

納されておりますけれども、支出に対し

まして収入が単純に受益者負担の率とい

うことになりますと、まだまだと申しま

すか、値上げで７９％までご負担をいた

だいているというのが現下の状況でござ

います。

　続きまして、１５３ページに救急医療

負担金ということで、三島医療圏におき

ます救急医療体制の維持をするために、

一定の負担金を負担しておるわけでござ

います。

　救急医療に係ります医師不足につきま

しては、委員ご指摘のように、新聞紙上

でもよく言われておることでありまして、

我が三島医療圏におきましても、全く安
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心できると、充足されているというふう

な状況にはないというふうな認識を私ど

もしております。三島保健医療協議会の

場においても検討されておりまして、市

といたしましても、いろんな場を通じて

増員のお願いをしております。やっと最

近の新聞紙上によりますと、医学部の定

員の増を図るというようなことが、やっ

と国も重い腰を上げていただくというこ

とになっておりますが、まだまだその効

果があらわれるのは先かなというふうに

思っております。

　それで、今現在、本市が、この決算書

にもは上がっておりますけれども、二次

医療圏で高槻島本夜間休日応急診療所、

これ初期救急なんですけれども、この運

営を維持するために摂津市の医師会から

当番制で医師の派遣をしていただいてい

ると。摂津市医師会の多大なご協力をい

ただいて維持しているというような側面

もございます。医師不足に関しましては、

三島医療圏の中での協力体制を相互に補

完しながら、確立していくと、維持して

いくというふうなことで考えております。

　続きまして、１５９ページ、土地借上

料４９６万８，０６０円を決算させてい

ただいております。これにつきましては、

委員ご指摘のように、メモリアルホール

にございます屋外駐車場２段でございま

す。これの土地借上料の代金でございま

す。

○上村高義委員長　水田次長。

○水田生活環境部次長　決算書の３９ペー

ジの塵芥処理手数料のうちの不納欠損に

ついて、内容をご説明申し上げます。

　引っ越し等で出ますごみを臨時ごみと

して収集を行っております。１０キロ当

たり１８０円で収集を行っているわけで

すけれども、収集後に計量を行いまして、

後日、郵送でもって請求書を送ります。

本来ですと、その請求書でもって納付し

ていただくわけですけれども、なかなか

支払っていただけない部分がございまし

て、私ども、月の週５週目の収集のない

日に、全員体制でもって直接出向いたり、

徴収についての作業を行っているわけで

すけども、なかなか徴収できないケース

がございます。その分が１９年度、１４

年度分でございますけれども、３１件の

不納欠損分ということでございます。

　今現在、その対応につきまして、債権

管理対策協議会、私法ですけども、整理

部会の中で、その辺を今後どういうふう

に対応していくかということで検討、研

究しておるところでございます。

　それから、６３ページの拾得金でござ

いますけれども、これは不燃ごみを収集

しておりますけれども、収集した収集時

にパッカー車の中から出てきたお金でご

ざいまして、今回、初めてということで

計上させていただきまして、なかなかそ

の場所が確定できませんので、警察へ届

けさせていただいたということでござい

ます。

○上村高義委員長　登阪次長。

○登阪保健福祉部次長　それでは、地域

福祉課に係る部分につきましてご答弁申

し上げます。

　まず、決算書４９ページの府の補助金

の中で、府が単独で補助している事業に

ついてでございますけれども、まず、節

１の社会福祉費補助金につきましては、

真ん中あたりの小地域ネットワーク活動

推進事業補助金、これは校区福祉委員会

等の活動に対する補助金を主としたもの

でございます。

　それから、その３つほど下のコミュニ

ティソーシャルワーカー配置促進事業補

助金、これは中学校区にコミュニティソー

シャルワーカーを配置をして、地域福祉
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の活動を進めていくという事業でござい

ます。

　それから、節２の老人福祉費補助金の

２つ目でございます介護予防・自立生活

推進事業補助金、これは高齢者の住宅改

造や独居老人愛の一声訪問などが対象事

業でございます。

　それから、その下のふれあい交流促進

事業は、月１回の公衆浴場でお願いをし

ております老人無料入浴に係る事業でご

ざいます。

　それから、その次、街かどデイハウス

支援事業補助金、これにつきましては、

介護予防を目的としまして、千里丘の地

域で今、ボランティアグループによって

取り組んでいただいている事業に対する

補助金でございます。

　それから、高齢者見守りセーフティネッ

ト補助金、これは先ほどご答弁申し上げ

ました社会福祉協議会の方でやっていた

だいておりますホームヘルパーの見守り

活動に対する補助金でございます。

　以上の補助金が府単独の補助金でござ

います。

　続きまして、６８ページの民生債の件

でございますが、決算書の２５４ページ

の諸支出金、災害援護資金貸付金という

項目がございます。予算額が３５０万円

で実績はございません。

　この災害援護資金貸付金といいますの

は、災害弔慰金の支給等に関する法律に

基づきまして、災害弔慰金の支給等に関

する条例を制定をしておりまして、その

中で豪雨等の自然災害により被害を受け

た世帯の世帯主に対しまして、災害援護

資金の貸し付けを行うということになっ

ております。その最高額が、住居が全壊

した場合、３５０万円ということになっ

ておりまして、その１件分をここに計上

させていただいているということになっ

ております。これに対しまして、先ほど

６８ページのいわゆる民生債、地方債で

対応ができるということで、同額の３５

０万円を計上させていただいております。

　なお、地方債につきましては、地方財

政法第５条に地方債の制限という項目が

ございまして、通常の事業については、

地方債以外の歳入をもって財源としなけ

ればならないとなっておりまして、ただ

し、次に掲げる場合においては、地方債

をもってその財源とすることができると

いうふうになっておりまして、その第４

項に災害応急事業費、災害復旧事業費及

び災害救助事業費の財源とする場合となっ

ておりまして、これに該当するというこ

とで計上させていただいております。

　ということでございますので、山崎委

員がご指摘のように、通常の保健、福祉

の事業で、事業費が足らないということ

で、この民生債で対応するということは

できないということでございます。

　続きまして、水道事業会計繰出金でご

ざいますが、これは、ひとり暮らし等の

高齢者世帯等に水道料金の減免を行うこ

とによりまして、その経費分について、

水道事業の会計の方に繰り出すものでご

ざいます。

　対象につきましては、特別児童扶養手

当支給世帯が、１９年度で、これは２か

月に１回、水道料金を徴収しております

ので、若干その実際の世帯数と若干の数

字の差異はあるかもわかりませんが、件

数としては一応４０件、精神障害の方を

含む世帯が９２２件、身体障害の方を含

む世帯が４，９８６件、知的障害の方を

含む世帯が１，０８５件、ひとり暮らし

高齢者の方の世帯が５，１９４件、ひと

り親家庭等の医療助成世帯が３，８４９

件の計１万６，０７６件となっておりま

す。
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　平成１８年度の件数が１万４，９８９

件でございますので、前年度からの伸び

は７．３％となっておりまして、特に伸

びが大きいのは精神障害の方を含む世帯

が１０．８％、それから、ひとり親家庭

等の医療助成世帯が１２．４％というこ

とで、全体の伸び率を上回るような状況

となっております。

○上村高義委員長　船寺参事。

○船寺こども育成課参事　こども育成課

に係る部分について、私と課長と白山室

長の順番に答えさせていただきます。

　私の方から、歳入につきましてお答え

させていただきます。決算書３３ページ

の児童福祉費負担金の不納欠損について

お答えさせていただきます。

　この１６７万２，６００円の不納欠損

につきましては、市立保育所保育料、私

立保育所保育料のこの２つの不納欠損分

になっております。

　この不納欠損の理由につきましては、

徴収権の消滅時効５年が経過したために

不納欠損となったもので、内訳を申し上

げますと、９名の子ども、７世帯となっ

ております。

○上村高義委員長　稲村参事。

○稲村保健福祉部参事　こども育成課に

係る部分、幾つかの点につきましてお答

えさせていただきます。

　６５ページ、こども育成課に係る雑入

でございますが、まず、保育所職員給食

費負担金についてでございます。これは、

公立保育所の職員が、昼食といたしまし

て子どもと一緒に給食を食べております

ので、その給食費を支払っているという

ことでございます。

　次に、児童主食費負担金についてでご

ざいますが、現在の保育料の制度といた

しましては、保育料の中に３歳以上児の

主食費を含んでおりません。ほかの３歳

未満児は給食費全体、そして３歳以上児

は副食費だけを保育料の中に含んでおり

ますので、別途３歳以上児の主食費を保

護者の方にご負担いただいております。

その主食費と、それからさらに公立保育

所において行っております一時保育、そ

こにおける給食代、また夕食代について

も、ここに計上いたしております。

　次に、児童手当返還金、また児童扶養

手当返還金についてでございますが、こ

れは主に所得構成によりまして、資格要

件がなくなられた方の返還金というもの

でございます。

　続きまして、乳幼児医療費返還金、ひ

とり親家庭医療費返還金でございますが、

これは国保からの返還金でございます。

国保加入者で医療行為を受けられた場合、

課税世帯か非課税世帯かによりまして高

額療養費がかわってくるわけですけれど

も、国保連合会の方ではそのことがわか

らないために、一旦乳幼児医療費、ある

いはひとり親医療費の方から支払いをし

たものの中から、本来、国保で高額療養

費を支払わなければならない分につきま

して、年度末に一括をして雑収入という

形で入金をしているものでございます。

　次に、児童手当についてでございます

が、児童手当は平成１９年度決算で１億

３，０００万ほど増となっております。

これにつきましては、平成１９年の４月

から３歳未満児の支給額が一律５，００

０円から１万円になったことに伴います

ものと、また、児童手当につきましては、

６月、１０月、２月が支払い月となって

おりますので、その前年、平成１８年の

４月から対象年齢が引き上げになりまし

て、小学校３年生までだったものが小学

校６年生までとなっておりますけれども、

その分につきまして、平成１８年度決算

では１０か月分が計上という形になって
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おりますが、平成１９年度につきまして

は１年分が計上ということになりまして、

その分についても増額ということになっ

ております。

　また、児童扶養手当が減額になってい

るということについてでございますけれ

ども、昨年の８月の支給月だけを見ます

と、１８年が７５９人、１９年８月が７

４１人ということで、１８人減というこ

とになっております。ただ、本年の８月

には７９０人の受給者になっております

ので、４９人の増ということになってお

ります。また、年間の受給者数を見ます

と、定時払いの方の平均でいきますと、

１８年度と比べますと６人減というよう

な状況でございますので、人数的に言い

ますと大きな変化はないのではないかと

いうふうに考えております。

　続きまして、乳幼児医療費助成でござ

いますが、医療費分だけについて見ます

と、１，９９２万６，０００円の増額と

なっております。これは１９年の７月か

ら４歳未満児から５歳未満児に１歳引き

上げというふうになっておりますので、

実際には７月から平成２０年の２月まで

の８か月間の医療費ということになりま

す。それですので、大体１年間という形

で計算をし直しますと、２，６００万ぐ

らいの増ということになるのではないか

というふうに考えております。

　次に、こども育成課に係る職員の賃金

の問題でございますが、年々減ってきて

いるのではないかというご指摘なんです

けれども、平成１８年度に比べますと、

平成１８年度中、または平成１８年度末

に退職をしました職員が７人ございまし

た。そのうち、定年で退職したものが３

人おりまして、その３人については新規

採用という形で補充をいたしております。

この人数の差と、それから退職者の賃金

と、また新規採用の職員の賃金の差額が

ここにあらわれていると思います。

　平成２０年、今年は、７名が新規採用

職員として保育所で業務に当たっており

ますし、また、平成２１年度に向けて、

現在、新規職員の採用試験を実施してい

るという状況でございます。

　また、こども園のお話でございますが、

こども園につきましては、まず親が働い

ている、働いていないという親の条件に

よって子どもが分けられるということで

はなく、同じ地域の子どもたちが同じ教

育、保育を受けて育っていく、同じ学校

へ上がっていくという、そういう大きな

利点があるのではないかというふうに考

えてはおります。

　昨年、こども園検討会を保育所、幼稚

園の現場職員と、また教育委員会、そし

てこども育成課とで構成いたしまして、

いろいろな形で検討も重ねてきておりま

す。実際にこども園として運営をされて

いるところに視察にも出かけてまいりま

した。今年につきましては、幼保連携会

議という形で、さらに具体的な連携を図っ

ていくための会議を毎月、定例的に持っ

ているというような状況でございます。

　こども園につきましては、課題も問題

点もあろうかとは思いますけれども、ま

たいろいろな形で今後とも検討を重ねて

いきたいというふうに考えております。

○上村高義委員長　白山参事。

○白山こども育成課参事　児童虐待防止

の取り組みについてご答弁申し上げます。

　摂津市の児童虐待防止の取り組みは、

府下でも早く、児童虐待防止法が成立す

る前の平成８年ごろから研修等に取り組

んでまいりました。平成１２年、児童虐

待防止法を受け、摂津市児童虐待防止ネッ

トワーク「キャピセ」が平成１３年に立

ち上がったことはご周知のとおりです。
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そして、平成１７年、児童虐待防止法一

部改正と国の要請を受けまして、要保護

児童対策地域協議会にも移行しておりま

す。

　統計的なものにつきましては、摂津市

ではおおむね実数、虐待の通告約５０件

くらいでしたが、少しずつふえてまいり

まして、平成１７年度の改正を受け、疑

わしいものは通報ということになり、平

成１８年ごろからは１００件前後となっ

てまいっております。平成１９年度は１

０６件の虐待の実数がありました。この

約半分は、何らかの援助等で終了閉止と

なっています。

　児童虐待防止への取り組みにつきまし

ては、本年度、オレンジリボンキャンペー

ンを府下で初めて市で取り組ませてもらっ

ておりますが、このキャンペーンフレー

ズにもありますように、虐待の発見が支

援の始まりです。ということは、当初、

ネットワークの立ち上げ時から対応フォ

ロー図の中にも入れさせていただいてい

ます虐待をしている親のつらい状況も一

方であり、単に虐待を発見し、魔女狩り

をするということにならないことも大切

だと私たちは考えております。そのため、

摂津市の虐待フォロー図の中に支援を組

み込ませていただいております。

　一次予防から三次予防までを視野に入

れたいろいろな取り組みをしております

が、その一つが各親支援プログラムを実

施しております。一次から二次予防につ

きましては、完全な親はいないというこ

とで「ノーバディーズ・パーフェクト・

プログラム」、それからオーストラリア

で生まれました「前向き子育てトリプル

Ｐ」、それから二次予防から三次予防、

虐待をしてしまっていると感じている親

の回復支援プログラム「マイトゥリー」

を開催しております。

　そして、これも府下で堺市とともに他

市に先駆けて、平成１５年から子育てア

ドバイザーさんの派遣事業も、虐待防止

と、それからより重度になるものに力を

発揮しています。予防に発揮しています。

　また、今回オレンジリボンキャンペー

ンにおきましても補助金をいただきまし

て、一般市民向けのリーフレット配布と

各学校・機関、個人へのマニュアルを児

童虐待の防止から介入までをマニュアル

化しまして、個人に配布したいと考えて

おります。今、作成をしているところで

す。

　しかし、そういう取り組みもあれです

が、摂津市の一番の特徴は、行政の縦割

りを超えた機関連携にあります。児童相

談所、福祉、保健、民生児童委員、教育

委員会、市民の横のつながりが、すごく

いいということで、高く評価を受けてお

ります。これは本当にありがたいことだ

と思っております。ぜひ詳しくは１階の

オレンジリボンキャンペーンの展示場を

ごらんになってください。

○上村高義委員長　寺田参事。

○寺田国保年金課参事　国保年金課のう

ち、高齢者医療に関して説明させていた

だきます。

　決算書６５ページ、雑入、一部負担金

相当額等一部助成返還金についてでござ

います。

　一部負担金相当額等一部負担金の助成

制度につきましては、高齢者のうち、障

害者手帳１から３級、一部４級の方もご

ざいますや、特定疾患の病気をお持ちの

方の医療費を助成する制度でございます。

この対象者の方は、一つの医療機関で入

院・通院されるときに、１か月に２日を

限度に１日５００円。保険対象分で言い

ますと、１か月１，０００円とする制度

でございます。
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　この返還金１，２２１万２，５９４円

のうち１６万５，７６６円につきまして

は、医療機関の請求間違いであり、直接

医療機関から徴収いたしました。残りの

１，２０４万６，８２８円は、先ほど乳

児医療制度、ひとり親制度で説明があり

ましたように、この制度では老人保健医

療特別会計との財源調整でございます。

非課税世帯４万４，４００円と２万４，

６００円の方の差額を後で調整するとい

うことで、財源調整したものでございま

す。老人保健医療特別会計から収入を一

般会計に移したものでございます。

　続きまして、長寿医療制度システム構

築委託料の経過及び国庫補助金との関係

でございます。

　皆様ご承知のように、２０年４月から

長寿医療制度が導入されたんですけれど

も、１９年度中はシステム構築の準備期

間ということで、２つの不安要素がござ

いました。一つは、大阪府後期高齢者医

療広域連合の情報提供のスケジュールが

予算編成時にはまだ未定であったこと、

これが一つ。それから、２つ目に本市の

電算システムが２０年から、ご承知のよ

うにオープンシステムへ移行する準備期

間であったということで、２つの大きな

不安要素の中で、当初３，６５７万７，

０００円を計上いたしました。そして、

両者の会社と調整の中で、どうしても広

域連合へ送る資料は、やはり確定した資

料が必要だと。テスト状況では間に合わ

ないということが判明いたしまして、国

保年金課、情報政策課、そして日立情報

と日本コンピュータシステムの間で役割

分担をいたしまして、去年の９月に補正

予算をお願いさせていただいたところで

ございます。

　決算額４，６２３万５，７００円のう

ち、日立情報システムには３，４８０万

７，５００円、日本コンピュータシステ

ムには１，１４２万８，２００円を支出

しております。

　続きまして、これに対する補助金はど

うかということなんですけれども、構築

補助金につきましては、かかった費用は

国は見ないと。国民健康保険の被保険者

の規模、それから老人人数の規模という

ことで、国民健康保険関係では３００万、

それから後期高齢者関係では５９０万５，

０００円、合計８９０万５，０００円を

国庫からいただいておりますので、純然

たる一般会計で３，７００万ほど補てん

したということは事実でございます。

　続きまして、２４０万の高齢者医療制

度円滑導入事業費補助金でございますけ

れども、これは新しい制度になって、今

まで社会保険の被扶養者の方は保険料が

なかったと。この方の保険料を激減緩和

するための費用、この額２４０万につい

ては全額国庫措置をするということで、

同額の歳出、同額の歳入を計上させてい

ただいております。

○上村高義委員長　東澗課長。

○東澗生活支援課長　生活支援課に係り

ます４点についてお答えいたします。

　まず、決算書４３ページの生活保護適

正実施推進事業補助金でございますが、

これは国のセーフティーネット支援対策

補助金で、補助率１０割となっておりま

す。

　具体的な内容といたしましては、レセ

プト点検事業が２３万９，０００円、こ

れは決算書の１５１ページ、生活保護総

務費の委託料の中に含まれております。

内容といたしましては、専門業者にレセ

プト点検を委託し、レセプトの重複審査、

資格審査、診療報酬等の過誤点検を行い、

医療扶助の適正実施に努めるものであり

ます。

－34－



　次に、扶養義務調査及び資産状況把握

事業の通信運搬費が１４万７，０００円

含まれております。

　最後に、関係職員の研修費６万２，０

００円含まれています。これはケースワー

カーが研修に参加することにより、専門

性を高めることを目的としております。

具体的には、東京２泊３日の旅費が含ま

れております。

　次に、決算書６３ページの雑収入、生

活保護法による返還金・徴収金について

でございますが、内訳といたしまして、

生活保護法第６３条に基づく返還金が１

１８件、１，１５９万２，１２５円、生

活保護法第７８条に基づく徴収金２５件、

４０６万４，１１７円でございます。

　生活保護法第６３条の返還金につきま

しては、生活保護法第６３条で被保護者

が窮迫の場合等において、資力があるに

もかかわらず保護を受けたときに、その

受けた保護金品に相当する金額の範囲内

において返還しなければならない旨の規

定でございます。したがって、生活保護

法第６３条の処分は、資力があることを

認識しながら、生活保護費を支給したこ

とに対し、従前の保護の決定処分自体は

そのまま有効なものとし、費用の関係だ

けを事後的に調整するものであります。

　具体的な内容といたしましては、生命

保険の解約返戻金等、厚生年金の遡及の

分、住宅の解約返戻金などが含まれてお

ります。委員ご指摘のとおり、この中に

は数件、生活扶助費の過払い分も含まれ

ております。

　次に、生活保護法第７８条の徴収金で

ございますが、これは生活保護法第７８

条に不実の申告、その他不正な手段によ

り保護を受けたときに、その費用の全部、

または一部をその者から徴収することが

できる旨の規定です。したがって、生活

保護報第６３条とは異なり、生活保護法

第７８条は、虚偽の事実の更正、または

真実を隠ぺいする等、刑法の詐欺には至

らない程度ではあるが、不正な手段で生

活保護費の支給を受けた場合に適用され

るものでございます。

　具体的な内容といたしましては、就労

しているのにもかかわらず、申告をしな

かったものが主な要件になっております。

この部分の発見につきましては、年に１

回、課税調査を行っておりますので、そ

の課税調査の分と各保護者から収入申告

されている部分を照らし合わせた中で確

認しております。

　これらの生活保護法の返還金・徴収金

につきましては、対象となる収入等の内

容を的確に把握し、自立更正を含めた控

除を福祉事務所として個々に検討し、そ

れぞれのケースにつきましてケース検討

会議を開き、その後に生活保護法第６３

条につきましては所長決裁、第７８条に

つきましては部長決裁の後に執行してま

いっております。

　次に、保護費の推移の件でございます

が、保護費は、毎年ずっと若干ですが伸

びてきております。平成１１年度に決算

額で１０億５，７０７万３，９５０円で、

そこから毎年増加傾向にありまして、平

成１８年度で１９億７８９万１，８０２

円となっております。１８年度から１９

年度につきましては、１８億６，８１７

万７，２５５円で、午前中に部長の方か

ら補足説明がありましたように、０．８

％減少しております。これにつきまして

は、平成１８年度において自立支援法が

施行されたことに伴いまして、生活保護

受給者の中で人工透析をされている方に

つきまして、生活保護費の方から平成１

９年度から更生医療費の方に組みかえら

れたことにより、若干、全体の生活保護
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費自体は減少しております。その影響額

が、障害福祉課の方からお聞きしてるの

が７，１４２万４，６８０円で、それと

１９年度の決算額、トータルしますと、

１９億３，９６０万１，９３５円と、対

１８年度に比べましても、微動ではござ

いますが増加しております。

　次に、ホームレスについての対応でご

ざいますが、大阪府におきましては、平

成１６年度から府下を４ブロックに分け

まして、巡回相談事業を展開しておりま

す。摂津市におきましては、北摂７市３

町の共同で事業を展開しておりまして、

これは毎年持ち回りで幹事市を決めまし

て、その幹事市に対して負担金を支払う

ような形になっております。

　決算書におきましては、１２７ページ

の社会福祉総務費の中に、負担金、補助

及び交付金で、総合相談推進事業負担金

４９万８，０００円を計上しております。

　具体的な事業の内容ですが、大阪府ホー

ムレス総合相談事業共同運営団体である

大阪府社会福祉協議会と大阪府社会福祉

士会、それに大阪府総合福祉協会の３団

体の構成による事業主体と委託契約を行っ

ております。

　具体的な活動内容といたしましては、

主任相談員１名、巡回相談員２名を常時、

ホームレスがおられます河川敷、公園等

を巡回して相談に乗る形の事業となって

おります。

○上村高義委員長　委員が質問してるの

は、昨年どれぐらいのホームレスの人を

保護しましたかということだけ。その事

業内容についてでなくて、どれぐらいの

人数を保護されたのかというのを聞いと

るんです。

○東澗生活支援課長　１９年３月３１日

の段階で、摂津市におきましては３８名

のホームレスで、それがことしの３月３

１日の段階で、私どもの方で把握してる

のは３０名ということで、８名減という

ふうな形になっております。

　この方々につきましては、ちょっと数

字は拾えていないんですが、生活保護の

方に引き継いでホームレスから脱却され

た方が、この８名よりも以上にいてるよ

うに考えております。

　なぜ８名以上いるかと言いますと、ホー

ムレスの方が一たんそこを退去されても、

また新しい方がそこに入ってくるという

ふうなことがございますので、実際はも

う少し多い人数が保護につながっている

と考えております。

○上村高義委員長　今、ここでちょっと

申し上げますけども、質問者の意図をきっ

ちり確認した上で、聞いてないことにも

答弁された気がしてますんで、聞かれた

ことだけに答弁するように、明確に答弁

をお願いします。

　堤課長。

○堤障害福祉課長　山崎委員さんのご質

問のうち、障害福祉課に関するご質問に

お答え申し上げます。

　まず、３２ページの社会福祉費負担金

の未収金についてでございますが、１９

年度の収入未済額、決算額５３６万３，

０２６円のうち、障害福祉課が所管いた

します介護給付費利用者負担金が５２７

万９，４７６円、地域生活支援事業利用

者負担金が２万５，１５０円と、ほとん

どを占めております。それぞれが内容は、

市立施設に係る利用者負担金となってお

ります。

　なぜ払っていただけないのか、負担金

が高額なのかというご質問につきまして

は、これまで、対応といたしまして、納

付書の送付回数をふやしたり、施設から

納付書を渡していただくなど、さまざま

な対応をしてまいったところでございま
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す。しかしながら、その未収金の大半が

みきの路の入所の利用者に係る負担金が

占めておる現状がございます。利用者の

方、障害年金等がございまして、その額

に応じた負担となっておりますので、決

して高額と言えるような額ではないんで

すけれども、市内の利用者の方につきま

しては、生活面も含めて相談支援を障害

福祉課でさせていただきまして、そうい

うことによって納付をしていただいてい

るという現状でございますが、他市の方

については、そういった権限が及ばない

ところから、非常に対応に苦慮をしてい

るところでございます。

　施設入所者につきましては、利用者負

担の滞納を理由に退所させるようなこと

はできませんので、非常に私どもも対応

を考えておりまして、そこで、平成２０

年度は政策推進課が庁内の各部署に呼び

かけて設置しております債権管理対策協

議会ということに参加いたしまして研究

をしてまいっておりますので、今後、適

正な運用を図っていきたいと思っており

ますので、よろしくお願いいたします。

　２つ目の、各種施設への府の負担金と

いうことでございますが、４７ページの

ところで、サービス利用計画作成負担金

以下、下から３つ目の障害者支援パッケー

ジ交付金を除きまして、そのほとんどが

障害者自立支援法に基づきます介護給付

費、訓練等給付費に対する大阪府の負担

金４分の１でございます。この性質とい

うのが、この介護給付費、訓練等給付費

の２分の１を国が負担し、府が４分の１、

市町村が４分の１を負担するというもの

でございます。

　障害者支援パッケージ交付金につきま

しては、障害者手帳の交付事務を大阪府

から移譲を受けておりまして、それに対

する事務補助としていただいておるもの

でございます。

　それから、３点目でございますが、４

９ページの補助金の性質ということでご

ざいますが、４９ページの補助金のうち、

障害者の福祉作業所等に係る補助金がほ

とんどでございます。上から障害者福祉

作業所運営事業補助金、それから精神障

害者共同作業所運営事業補助金、それか

ら小規模通所授産施設運営事業補助金、

その下の精神障害者小規模通所授産施設

運営補助金、それから、幾つか飛ばしま

して小規模授産施設機能強化支援補助金

が福祉作業所に対する補助金となってお

ります。

　それから、真ん中あたりの、障害者就

業生活支援センターステップアップ事業

補助金、これにつきましては、ふれあい

の里の中にあります障害者就業生活支援

準備センターの委託に係る補助金でござ

います。

　それからその下の、障害者サービス利

用サポート事業補助金につきましては、

ひびき園「ウイング」で行っております

相談支援事業に対する補助金でございま

す。

　下から４項目めの地域生活支援事業市

町村推進補助金につきましては、障害者

自立支援法が施行されまして、障害福祉

サービスのうち国事業と市町村事業がご

ざいまして、市町村事業を地域生活支援

事業と呼ぶわけなんですが、そちらに係

る推進のための補助金ということで、定

額の１００万円でございます。

　それと、同じく、一番下なんですけれ

ども、これが地域生活支援事業補助金の

方が、事業と実績に応じて国から補助が

おりております、その金額が市町村に割

り当てられている補助金となっておりま

す。

　それから、下から３つ目の障害者自立
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支援対策臨時特例基金特別対策事業補助

金につきましては、障害者自立支援法の

施行に対する推進施策として国から補助

金をいただいているものでございます。

　内容につきましては、３つ事業がござ

いまして、デイサービス事業の緊急移行

支援事業、それから、障害児を育てる地

域の支援体制整備事業、障害者自立支援

法施行円滑化事務等特別支援事業にそれ

ぞれ補助金を交付いただいておるもので

ございます。

　それから、最後に通所サービス利用促

進事業補助金につきましては、これも事

業団で実施しております送迎に対する補

助としていただいておるものでございま

す。

　授産施設の補助金の推移ということで

ございますが、授産施設の補助金の推移

につきましては、運営補助金それから市

の単独分を合わせまして３法人、８つの

作業所等ございますが、合計１億９８９

万２，０００円の交付をいたしておりま

す。この額はここ数年ほとんど変動はご

ざいません。ご質問の趣旨は、新体系移

行ということではないかというふうに考

えておるんですけれども、障害者自立支

援法の施行によりまして、こういった福

祉作業所等につきましては、２２年度中

に障害者自立支援法の定める新体系事業

に移行をしないと、これらの補助が打ち

切られるということになっております。

　今の進展状況でございますけれども、

今現在は、新体系に移行した福祉作業所

は全くございませんが、平成２０年度に

つきましては、新体系移行のための説明

等、積極的に行ってまいりました結果、

２１年度には多くの作業所が新体系移行

をしていただくことになっております。

障害福祉課といたしましては、新体系移

行のために、市の単独事業の拡充に努め

てまいりたいというふうに考えておりま

す。

　それと、今のところに関しまして、３

億８，５００万円の補助金支出となって

いるかということでございますが、この

件に関しましては、今申し上げました障

害者自立支援法の施行によりまして、今

まで身体、知的、精神の３障害が違う目

でばらばらに支出をされておったわけで

すが、一体として支援をするということ

になりまして、身体障害者福祉費、知的

障害者福祉費で執行してまいりましたも

のの多くのものが社会福祉総務費で執行

することとなったことによって、こちら

の方に社会福祉総務費の方が大きくなっ

ておるわけでございます。

　それから、みきの路の委託料について

でございますが、みきの路の委託料とし

て１億６，２６８万７，８５２円を執行

いたしておるわけですけれども、今後、

指定管理の更新等を目指してどういうふ

うに考えているのかというお問いでござ

いますけれども、みきの路は御存じのと

おり、府下では唯一の市町村立の入所施

設でございまして、非常に小規模で地域

の方の親亡き後の施設として知的障害者

の支援の核となるような施設でございま

す。新体系移行については、まだ一部し

か済ませておりませんで、入所について

は平成２２年を目途に新体系移行を図っ

てまいりたいというふうに考えておりま

す。

　また、その折には平成２３年の指定管

理の更新ということを前提に、みきの路

が先ほど申し上げましたように、親亡き

後の施設として核となれる役割を果たせ

るように、今後研究をしてまいりたいと

いうふうに考えております。以上でござ

います。

○上村高義委員長　池上課長。
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○池上環境対策課長　環境対策課に係り

ます三箇牧水路のダイオキシン類、底質

汚染のその後の経過についてのご質問に

ついて、ご答弁申し上げます。

　昨年９月１８日付で民生、建設各委員

会の委員各位に配付させていただきまし

た三箇牧水路底質汚染の検討結果報告書

以降の経過を報告させていただきます。

　若干その前の経過を申しますと、本事

案は、平成１２年１月に施行されました

ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、

平成１２年度に大阪府が実施しましたダ

イオキシン類の常時監視により、神崎川、

新三国橋における水質が環境基準値を超

過していることが判明しましたことに端

を発するものでございます。

　それを受けまして、翌年から原因究明

のため、上流域において追跡調査が行わ

れまして、平成１７年度に摂津市を流れ

ます農業用排水路でございます三箇牧水

路の底質に高濃度のダイオキシン類が存

在することが確認されました。

　一方、大阪府は同水路に治水を目的と

しました鳥飼北部排水機場を建設しまし

たが、同施設の稼働の際に支障となる底

質を緊急的に除去し、水路敷内に暫定的

に保管し、現在に至っておるものでござ

います。

　その後、大阪府におきまして、汚染原

因の究明が行われ、主たる汚染原因者が

推定されました。結果報告書の公表以降、

大阪府は暫定保管中の汚染底質の処分に

当たりまして、汚染原因者に事業費の全

部または一部の負担を求めるための手法

について検討を行われ、最も確実な手法

としまして、公害防止事業費事業者負担

法を適用することとし、負担法の規定に

基づき、費用負担計画をするため、こと

しの５月９日に大阪府環境審議会におい

て三箇牧水路底質対策に係る費用負担計

画について諮問されました。

　費用負担計画部会を設置され、５回に

わたり審議されました後、今月７日に開

催されました大阪府環境審議会で部会の

取りまとめを報告された後、答申が承認

されました。

　承認されました部会報告の概要を簡単

に説明いたしますと、部会での審議結果

は、１、公害防止事業の種類、２、費用

を負担させる事業者を定める基準、３、

公害防止事業費の額、４、負担総額及び

その算定基礎、５、公害防止事業の実施

に必要な事項となっております。

　まず１点目の公害防止事業の種類とし

ましては、対象とする事業の範囲は今後

実施する保管底質の無害化及び最終処分、

２点目、費用を負担させる事業者を定め

る基準におきましては、３点の基準を審

査されまして、それに基づいて１者が該

当するということで、１者に絞られまし

た。

　それから２点目の、大阪府の財政再建

プログラムへの対応ということでござい

ますが、障害福祉課におきましては、重

度障害者訪問看護利用料助成事業補助金、

それから在宅障害者健康管理システム整

備補助金、それから地域生活支援事業市

町村推進補助金、障害者サービス利用サ

ポート事業補助金など４項目が大阪維新

案ということで、最終的に２１年度廃止

となっております。これらの事業につき

ましては、できる限り利用者の方に不便

がないように考えて予算要求をしてまい

りたいというふうに考えております。

　３、公害防止事業費の額は対策工法の

検討を行い、それに基づいて大阪府が公

共工事の積算基準に従って算定しました

額は１億２，６００万円以内とされまし

た。

　４、負担総額及びその算定基礎は、ま
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ず算定の基礎式でございますが、負担総

額イコール公害防止事業費掛ける寄与率

掛ける概定割合で求められました。それ

ぞれ寄与率は解析結果から７７％、概定

割合は事業者の負担割合を法規制前の期

間は４分の３、法規制後につきましては

１０分の１０とし、それぞれの期間で荷

重平均することで８２％となりました。

事業者の負担総額は７，９６０万円以内

と決定ということになりました。

　５、公害防止事業の実施に必要な事項

におきましては、事業者負担金の納付に

際しましては、費用負担を求める事業所

が中小企業者であるというところを鑑み

まして、分割納付等について配慮するこ

とが望ましいと決められました。以上で

簡単でございますが、大阪府環境審議会

に答申されました費用負担計画部会報告

の概要を説明させていただきました。

○上村高義委員長　藤井課長。

○藤井産業振興課長　それでは、決算書

の１７７ページ、商工業活性化対策事業

補助金と５３ページ、歳入での大阪府商

店街等活性化支援事業補助金との関係を

ご説明申し上げます。

　まずこの支出は活性化支援対策事業の

空き店舗活用促進事業で正雀本町商店会

内での一時保育事業「ちいさなおうち」

を開設されたときにかかわる１年間の家

賃補助のうち、１９年度残り分、３か月

分の補助金で一月１０万円を３か月、本

市商工業活性化対策事業から補助したも

のであります。そして、その家賃補助、

３０万円の４分の１が大阪府から本市へ

補助金として交付されたものでございま

す。

　よりまして、この歳入歳出面におきま

して、先ほど申されました、購買実態調

査事業とは全く別の支出のものでござい

ます。また、この購買実態調査は市単独

事業で、府等からの補助はなく、歳入は

発生いたしません。

　続きまして、１７７ページ、商工会補

助金についてでございますが、平成１９

年度商工会は総事業費が１億５５１万５，

９２０円で、収入におきましては、会費、

手数料収入が５，２０２万３，１２９円、

大阪府補助金が４，０７５万２，３５５

円、本市補助金５８５万円、ほか商工連

合会受託料、繰越金等で賄われておりま

す。

　支出に関しましては、大阪府補助金が

８名の指導員人件費用に充当されており、

本市補助金は地域総合振興費９６０万３，

６８２円の一部に充当されております。

　続きまして、産業振興課における小規

模修繕工事登録制度へのかかわりについ

てであります。約市内４，０００事業所

を有する本市でございますが、そのうち

９人までの従業員の事業所が約２，９０

０事業所に及ぶ中で、当制度は大変有意

義なものと認識いたしておりますが、そ

の周知方法は担当の財政課が単独で行う

状況でございました。産業振興課では、

産業振興特集号を本市広報に掲載すると

きに限り、市内約４，０００事業所にこ

の特集号を別途送付いたしており、今後

はこの産業特集号を編集する際、他部署

での関連する事業等の確認をとるなど、

庁内での連携をとりながら、各種事業が

有効活用されますよう、その周知に努め

てまいりたく思います。

○上村高義委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　ご丁寧な説明ありがと

うございます。よくわかりました。

　まず、最初の歳入の欠損、欠陥なんで

すけども、保育料、５年が経過する、そ

れから塵芥手数料、これも３１件が一括

処理というか、今までの分が処理、ここ

で出てきているわけなんですけれども、
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払ってもらえないから、そのままにとい

う態度も正しくないと思いますし、どう

いったことでこういうことになるのかと

いうのは、やっぱり、５年の経過の間に

しっかりとお話はされているのかなと思っ

ておりますので、丁寧な扱いをお願いし

たいと思います。これはもう要望で結構

です。

　民生部門でサービスを受ける際に、こ

れからほかの部分なんですけども、無料

ということにはなってこなくなってきて

いるんですね、負担金を求められるとい

うことで。利用者の負担が重くないか、

さっき、障害者、みきの路ですね、たく

さんの滞納があるというふうな話も出て

ました。ここで、他市の方はなかなか相

談にも乗れないというような話も言って

ましたけども、手続しっかりしてもらう

というか、減免制度とか生かしてもらう

とかいう働きかけが大事になってきてい

ると思うんですが、市民の側からも故意

で払わないというのは、それは大きな問

題なわけで、いただけないといって、も

うほっておくというのもまた問題なので、

市民の状況をしっかり確認していただけ

るよう要望にしておきます。

　それから、金額が高い、低いの話なん

ですけども、無理な負担金というか、先

ほどのみきの路の中で年金生活というか、

障害年金の生活の中で、生活費に公租公

課をかけないという、憲法の精神から照

らしますと、そういう高過ぎるという部

分であれば、これはもう制度不良ですか

ら、国にこの制度の改善を求めるべきだ

と思っております。こういったことに対

して払えない方に対する国の制度不良と

いうか、国にもしっかり物を言っておら

れるのか、何か対策をとっておられるの

か、ちょっとお聞きしときます。

　それから、４７ページから後の補助金

のところなんですけども、４２ページの

生活保護の方はプライバシーに気をつけ

てやってください。要望としておきます。

　それで、４９ページの補助金、４７ペー

ジの補助金ですね、小地域ネットとかソー

シャルケースワーカー、ＣＳＷですね、

事業、それから介護、入浴事業、見守り

活動、ほんまに大事な制度があると思う

んですけども、これ、府が知事かわりま

して、ばっさり削ってくるのかなという

ことでは、この部分がどういうふうに取

り扱われていくのかというのを、ちょっ

と心配しておりますので、府の方でばっ

さり削ってくるということになったとき

の対応をお聞かせいただきたいと思いま

す。

　それから、補助金の方で、直接介護施

設とかそれから障害者施設に直接補てん

みたいなというか、事業補助というのは

余りないんですよ。１２７ページあたり

で言ってもらった、先ほどの作業所への

１億９００万、それも新体系移行でなく

なるのかというような話とも絡んでくる

んですけども、先ほど堤課長の答弁では

移行してくれば市の単独事業としても頑

張るというような頼もしいお言葉もいた

だきました。

　しかしね、この介護保険とか自立支援

の制度では、報酬が、利用者が使って、

それの事業費として報酬が払われる。１

割が市民負担になるというのが原則です

から、利用者が減るというか、少なくな

ると、収入が途絶えてくるわけですね。

事業者の努力も必要なんでしょうけども、

事業所がつぶれてしまう、減ってしまう、

最近減ってるということも聞いてるんで

すけども、需要のある福祉サービスが賄

い切れないというようなことになったと

きに、公的な責任をどうなってくるのか

と思うんですけども、例なんですけど、
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雪国では、雪かきの仕事を、暖冬で冬場、

雪がなくても補償金をちゃんと入れて、

業者がつぶれんようにきっちり維持して

いるというような話も聞きますけどもね、

事業者の補助へ経営維持という観点で補

助をする制度が必要、今、感じておられ

ないかどうか、お聞かせいただきたいと

思います。制度をまたぐことでしたら、

副市長よかったら答えていただければと

思うんですけど、どうですかね。

　それから、５７ページの、事業所が要

するに経営、それこそ介護保険制度とか、

自立支援法で経営が難しくなってくると

いうところを支える必要がないのかとい

うところを聞きたいと思うんですが。

　それから、墓地管理基金の繰入金の話

はよくわかりました。いろんなところか

らお金工面せんといかんというところは

あるかと思います。

　文化ホールの事業なんですけども、い

わば歳入が１，１７８万で、歳出が８，

６８０万、これ、単純にいうと、それこ

そ赤字という話になるんでしょうけども、

こういった事業というのは、黒字とか赤

字とかいうんじゃなくて、しっかりと市

民、公的な部分が支えるのというのは必

要だと思うんですが、大阪府ではばっさ

り削るという話になってきているんです

けども、こういったところは大事なとこ

ろなので、ぜひとも、文化ホールの活用

というのも十分またやっていただいて運

営していただければと思っております。

　それから、拾得金ですね、パッカー車

からお金が出てきたと。余りないことか

もしれませんけども、どこにも迷惑かか

らんようにやっていただければと思いま

す。

　それから、生活保護の返還金ですね、

これも、それは確かに不正部分というか、

返していただかなかったらいけないとい

うところは、やっていかんといかんので

すけども、亡くなった方のへそくりが出

てきたとか、本人知らんところでお金が

出てくるということもあるんで、この辺

は上手にやっていただければと思ってお

ります。

　それから、不正というところじゃない

んですけど、就労の部分で、就労と収入

がわかった場合でも、勤労控除とか、必

要な取り分は保護を受けているからといっ

てもう認められておるわけですから、そ

の辺は丁寧に保護認定者に説明をして納

得をきちんとしてもらって返してもらう

ということが必要だと思うんですけども、

機械的に収入認定を入ったということで

認定をして返還を求めるということは、

またそこも心外的な事由が発生するんじゃ

ないかなと思っておりますので、気をつ

けてやっていただきたいと思いますので、

要望としておきます。

　それから、返還金の方は国保からの高

額療養の返還ということでよくわかりま

した。何で返してよということになるの

かなというミスが、基本的にはほとんど

ないということで、安心をいたしました。

　それから、民生費の起債の、２５４ペー

ジの災害のあれと重なると私は思わなかっ

たんですけども、そういうことで、これ

も補償されているということで安心をし

ますけれども、この辺、財政の考え方な

んですけども、これは総務でやるんでしょ

うけども、土木や教育は後年度送りとい

うか起債いっぱいあるわけですね。１９

年度決算見ましたら、総務はたくさんふ

えているんですけれども、民生は頑張っ

ているというか、押し込められているの

かなというところで、こういったお金の

枠の考え方というのはどうなのかなと思

いますので、また副市長よかったら、ちょっ

と考え方をお聞かせいただきたいと思い
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ます。

　それから、８７ページは水道会計は優

良で黒字と聞いておりますので、民生の

福祉の点から、これ私も今初めて全体の

数を聞かせてもらったら１万６，０００

世帯、たくさんあるんですね。水道会計

が黒字だからというわけではないんです

けれども、ほかにも独居老人というとこ

ろで、一般質問でも私やらせてもらいま

したけども、高齢者世帯まで全体考える

というような働きかけなんかもお願いで

きればなと思っております。これも要望

としておきます。

　それから、国際交流事業ですけども、

いろんなたくさんの事業をやっていただ

いているというのもご紹介いただきまし

た。そうするといろいろなお金がかかる

のかなと思うんですけれども、ぜひとも

市民に映る形でやっていただきますよう

に要望としておきます。

　それから、青色灯の普及の話も、セロ

ハンを張っている自治会があるというよ

うなこともご紹介いただきました。行政

が追いつかないところをカバーもしてく

れているのかと思うんですけども、年次

計画的に進めていただきたいと思います。

これも要望で結構です。

　それから、後期高齢者というか、長寿

医療制度ですね、これ結局途中でお金が

要るということで、全部これ市の負担に

なってきて、結局、私聞いたように８９

０万だけが国の補助ということですから、

今度の給付金の制度じゃないですけど、

丸投げされているというところで、反対

の意見、やっぱり国に上げていくべきで

はないでしょうか。これを前もちょっと

議論あったんですけども、連合に負担を

求めるという話もありましたけど、これ

を求めると連合は保険料にそれを上乗せ

していかざるを得ないという形がありま

すから、それも望ましくないということ

で、制度をつくった国が責任をとらない

というのはおかしいと思いますので、働

きかけをぜひしていただきたいと思うん

ですけども、この辺のお考えをお聞かせ

いただきたいと思います。

　それから、その後の特例補助ですね、

結局出てこなかったということなんで、

２人だけが８万円ほど、施設からの補助

していただいているということですね。

これ私も予算のときにも指摘しましたけ

ども、結局これは使えない制度なんです

よ。事業所の１％に満たない、しかも補

助を受ける対象が小さいという意味では

ね。せっかくの制度ですから、利用者の

実態を事業所が調査をしてたくさん集め

ていただくとか、それから、事業所の方

にもしっかりこの制度を理解してもらっ

て、出してもらえるような働きかけとい

うのをお願いしたいと思うんですけども、

もっと改善をしていけば事業所に向けて

の補助もできるというような改善、でき

ないのか、国に制度改善を求めていくと

いうようにできないのかお話聞かせてい

ただきたいと思います。

　それから、あと、みきの路、指定管理

制度の話なんですが、１３９ページのね。

これもうほんまに大切な、要するに宿泊

施設いうか、宿泊を伴う施設としては核

になる施設ですから、確かに頑張ってい

ただきたいと思うんですけども、これ指

定管理者が民間というのを大体基本的に

は構想としてお持ちなんじゃないかと思

うんですが、利益追求というところにい

くと、お金の使い方が利益追求になった

ら大変なことになるんじゃないかなと懸

念をするものなんですが、公的施設の管

理というのは、やっぱり公的な責任を負っ

ていくという必要があるのではないでしょ

うか。指定管理者がこれからまた２年後
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には変わっていくということでは、管理

委託料なんかは安くなるのかということ

では、そういうつもりで進められるんで

しょうけれども、指定管理者制度につい

ての考え方をもう一度お聞かせいただき

たいと思います。

　それから、１４１ページの保育所職員

のあれですけども、３人が新たな給与体

系でということで、結局安いところにお

願いする、確かに悪いというわけではな

いんですけども、そういったのはどうか

なと思うんですが、ことしは７名の新し

い採用ということでは、ちょっと安心し

ましたけれども、ほんまに子どもたちに

しっかりした保育を整えていくためには、

どんどん安い職員に置きかえていくとい

うのはおかしいと思っておりますので、

この考え方をしっかりしていただきたい

と思っております。これはこれで要望で

結構です。

　こども園というのは、働くお母さんも

そうでない方もという話が出てましたけ

れども、考え方が違う仕組みというか、

幼稚園と保育園を一緒にしていくという

のが、ちょっとおかしいんじゃないかな

と私は思うんですが、違う形が一緒にな

ることによって、職員に対する労働条件

が悪くなるというか、長時間保育とか休

日保育なんかが可能になってきて、条件

が厳しくなる、それから民間へ移してい

くということになって、利益追求続けば、

子どもたちの安全とか健全な発育という

部分では、問題があるのではないかと。

給食の安全性の取りざたもされています。

　公的な責任をどうなっていくのかとい

うところで、働く婦人への子育て支援、

健全な発育を促す保育園と、それから幼

児教育、いわゆる幼稚園とはやはり別の

考えであっていいのではないでしょうか。

保育所への負担金とか委託料が幼稚園と

合体させれると減らせるということにな

るんでしょうか。保育士さんと教員とは

また賃金体系も違いますよね。これをこ

ども園なら安い方に合わせるとか、いろ

いろな考え方があるのかどうか、ちょっ

とこども園のあり方を考えをお聞かせい

ただきたいと思います。

　それから、オレンジリボン・キャンペー

ン、虐待の部分では、児童手当が変わっ

てないというようなご答弁でしたけども、

結局７５０人から７９０人、扶養手当、

生活苦しいという方が、児童の数という

のはそんなにふえてないと思うんです。

けれども、扶養手当を受けてはる方がふ

えているということは、ここでも生活レ

ベルがしんどくなっているというのがお

わかりいただけるかと思うんで、ぜひと

も扶養手当とか児童手当の拡充を求めて

いただきたいと思います。これは要望で

結構です。

　それから、児童福祉の分野では法改正

によって虐待を受けている疑いがあると

いうところに市とか公的な機関が、警察

と同じように乗り込んでいけるというこ

とになりましたから、そういった意味で

は、より積極的にできるようになったと

いう部分で、頑張っていただきたいと思っ

ております。これも要望で結構です。

　それから、医療助成の方はもう、大体

２，６００万、倍額にすれば２，６００

万ということですから、予算どおりとい

うことでは結構ですけど、幼児期の医療

を大きくしていただくという点では、こ

としもふやしていただきましたし、また

頑張っていただきたいと思っております。

　それから、ホームレス８名以上とかい

う、あの保護の数字なんですけども、要

するに、摂津市でホームレスであった方

を保護認定をしたという数字、わかりま

せんか。つまり、ホームレス、助けるの
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は大阪府で助けはるんでしょうけども、

摂津市におりはったから摂津市で保護認

定をして助けたというような数がもしわ

かるようでしたら、教えていただきたい

と思います。

　それから、医師不足、これも今から医

学生をふやしても間に合わないと思うん

ですが、ぜひとも頑張って医師不足解消

には努めていただきたいと思います。

　それから、駐車場の件なんですけど、

メモリアルホール関係の土地の買い上げ

なんていうことは検討されたことがある

んでしょうか。これ、賃料、長年払うの

と、これもずっと借りてはると思うんで

すけども、考え方いろいろあるんでしょ

うけれども、より経費の削減という点で、

今後のことも伺わせていただければと思

います。

　それから、ダイオキシンの方は丁寧に

ご説明いただきましたけれども、最終的

には焼却処分になるということですね。

これからまだ何年かかかるということな

んですけども、やはり、毒物が地面の中

に漏れないように埋まっているというこ

とではありますけれども、やっぱり住民

の方の不安というのはあると思いますの

で、なるべく早く処理していただきます

ようお願いいたしておきます。

　それから、あと、商工費、よくわかり

ました。あと、２５４ページの災害のと

きは国が補償してくれるということです

から、安心しておきたいと思いますが、

ぜひとも災害に強いまちづくりにも力を

尽くしていただきたいと思います。

　２回目は以上です。

○上村高義委員長　それでは答弁を求め

ますが、質問者の意図をよく理解した上

で、確認できない場合は再度質問者へと

確認して明確な答弁をお願いします。

　山田課長。

○山田介護保険課長　それでは、介護特

例補助金について、ご答弁申し上げます。

　この制度自体が軽減の対象者というの

が、かなり基準がある意味厳しいのかな

という感じは確かにいたします。年収が

単身で１５０万まで、預貯金が同じく単

身で３５０万まで、さらに、活用できる

資産がない、親族等に扶養されていない、

保険料の滞納がないと、こういった条件

の方がこの社会福祉法人の軽減の対象に

なるということで、そういった方自体が

もともと条件に合う方が少ないというの

も一つ補助事業が活用できていない理由

だなというふうには考えております。

　施設、事業者への周知ということにつ

きましては、これは毎年補助金の申請時

期あるいは途中の交付の変更時期とかに

大阪府を通じて、大阪府から市を通じて

書類のやりとりもしておりまして、そう

いうときに周知をしておりますし、過去

に対象になった方については、直接、こ

れ毎年度更新ですので、直接勧奨の通知

を送るなど、周知には努めておるところ

ではございますが、今後、事業者連絡会

等を通じて、改めて制度の周知には努め

てはいきたいと考えております。

　それから、国への制度の改善の要望と

いうことでございますが、これにつきま

しては、この社会福祉法人の特例事業に

かかわらず、低所得者に対する抜本的な

対策について、これは毎年、全国市長会

等を通じて要望をしているところでござ

いまして、引き続き、国に対して要望を

してまいります。

○上村高義委員長　堤課長。

○堤障害福祉課長　それでは、２回目の

障害福祉課に関するご質問にお答えをし

てまいります。

　まず１点目、国に制度の改善を求める

べきとのご質問でございますが、障害者
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自立支援制度の円滑な運営に関する要望

といたしまして、市長会を通じまして、

障害者の所得確保と利用者負担制度の見

直し、それから、報酬基準の見直し、そ

れから、地域生活支援事業における確実

な財源措置と移動支援事業の国の義務の

負担化、それから新体系サービス移行の

ための要件緩和と安定的な施設運営、そ

れから、障害程度区分の認定基準の見直

し、そして制度改正に伴う地方負担への

確実な財源措置等を求めております。ま

た、大阪府からも平成１９年１０月には

同趣旨の重点要望というのが厚生労働大

臣あてに出されております。今後とも市

長会を通じまして要望をしてまいりたい

というふうに考えております。

　それから、医療につきましては２１年

度の実施は一応現在のところはないとい

うふうに聞いておりますが、引き続き、

福祉医療については１割負担を強行する

ことがないように、要望を続けてまいり

たいというふうに考えております。

　それから、みきの路の指定管理者制度

のお問いでございますが、みきの路の運

営を委託いたしておりますのは、宥和会

と申しまして保健福祉部長も理事になっ

ておりまして、決して、利潤追求型の民

間法人というわけではございませんで、

一線を画しているものと考えております。

しかしながら、指定管理者制度の目的で

もあります施設の効率的な運営というも

のは、今後とも推進をしてまいらなけれ

ばならないものと考えておりますので、

２３年度の更新に向けまして、２１年度

においては鋭意検討をしてまいりたいと

いうふうに考えておりますので、よろし

くお願いいたします。

○上村高義委員長　阪口課長。

○阪口健康推進課長　それでは、私の方

から、メモリアルホールの、今現在借り

ております土地の買い上げの予定と申し

ますか、今後のことにつきまして、お答

えをさせていただきたいと思います。

　現在、決算書にも上がっておりますよ

うに、ほぼ５００万近い賃料を毎年払い

続ける、メモリアルホールがある限り、

払い続けなければならない費用になって

くるかと思います。それで、今後、買い

上げということになりますと、もちろん、

財政的な制約の中での考え方もせないけ

ませんし、それと、やっぱりメモリアル

の駐車場という限定的な使用でございま

すので、会館に近接した土地で他に空地

がないというふうな現状からいたします

と、土地の所有者と買収のお話をさせて

いただいたとしても、なかなか交渉が成

立するのが難しいのではないのかなと、

これは率直な気持ちでございます。今後、

財政的な制約が解き放たれ、また、相手

方の土地所有者がそういう手放すという

ことであれば、年間５００万をずっとも

ち続けるということとを考え合わせれば、

土地の買収ということも考えられないこ

とはないのかなと考えております。以上

でございます。

○上村高義委員長　稲村参事。

○稲村保健福祉部参事　こども園のこと

についてご説明させていただきます。

　先ほどもお答えさせていただきました

けれども、こども園につきましては、課

題もまた問題もいろいろとあるというこ

とについては承知はいたしております。

特にこの認定こども園のことが規制緩和

という視点から出されたという経過がご

ざいますので、その点について山崎委員

からのご心配があるのではないかなとい

うふうに考えております。

　ただ、民間で認定のこども園をすると

いうことになりました場合には、こども

園と直接に保護者が契約するというよう
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な形になりますので、公的責任は一体ど

こへ行くのだろうか、子どもの保育所入

所についてどういうふうになっていくの

だろうか、そういうようなご心配もあろ

うかというふうには思いますけれども、

今、少なくとも今の段階でこども園を検

討しておりますのは、そういった形では

なく、公的な責任を伴ったものとしての

ものという意味での検討を行っていると

いうことでございます。ただ、これにつ

きましては、もちろん、そういうことを

やるというふうな方向でやっているとい

う意味ではございません。こども園につ

いてどんな課題があるのか、どういう利

点があるのかということについての検討

を行っているという、そういうような段

階でございます。

　お話の中に、子どもの条件が悪くなっ

たり、あるいは職員の条件が悪くなるの

ではないかというようなお話がございま

した。賃金については、幼稚園の職員も、

また保育所の職員も同じでございます。

休日保育については、こども園とは別の

次元のお話だと思います。また、長時間

保育につきましては、確かに保育所部分

の子どもについて現在も長時間の保育を

行っておりますし、必要なお子さんにつ

いては、仮にこども園という形をとりま

したときには、幼稚園での預かり保育と

いうようなことも出てこようかというふ

うには思っております。

　ただ、保育か教育かというお話ですが、

保育所におきましては、養護と教育とい

うことで保育という形で言われておりま

す。幼稚園の教育と保育所の保育という

のはどこが違うのかというようなことに

なりますけれども、基本的に、幼稚園の

教育要領とそれから保育所の保育指針に

つきましては、基本は同じだというふう

に私は考えております。今回の改定につ

きましても、同じ基盤というところで出

されているものというふうに解釈をして

おります。

　ただ、先ほども言いましたけれども、

長時間の保育を行うというような点、ま

たさまざまな家庭環境の子どもさんの育

成支援並びに保護者の方の支援が必要に

なっているということ、また、ゼロ歳か

らの保育を行っているというようなこと

におきまして、一人ひとりの子どもへの

配慮は特に必要ではないかというふうに

は考えております。

　先ほども言いましたけれども、養護と

いう観点がございますので、それについ

ては、仮にこども園ということになりま

しても、決して外してはいけない観点で

はないかというふうに思います。

　規制緩和の流れからこども園という考

え方もございますけれども、また別に従

前より幼稚園と保育所を一体化するとい

う幼保一元化の考え方というものもござ

いましたので、今後、いろいろな形でご

指摘のある問題点については、研究、検

討を重ねながらいろいろな形で考えてい

きたいというふうには考えております。

○上村高義委員長　東澗課長。

○東澗生活支援課長　ホームレスを摂津

市で保護した数字についてのご質問でご

ざいますが、先ほどご説明申し上げたと

おり、ホームレスの巡回相談推進事業で

の巡回の際に、医療機関等に受診したい

が経済的に困難であると訴える方につき

まして、生活保護の適用を実施しており

ます。件数につきましては、統計をとっ

ておりません。

○上村高義委員長　登阪次長。

○登阪保健福祉部次長　地域福祉課に係

ります決算書４９ページの府単独補助事

業に対しまして、大阪府の財政再建プロ

グラムがどのような影響を持つかという
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ご質問でございますが、先ほど申し上げ

ました小地域ネットワーク活動推進事業

補助金、コミュニティソーシャルワーカー

配置促進事業補助金、それから、介護予

防老人福祉費の方の介護予防自立生活推

進事業補助金、ふれあい交流促進事業、

街かどデイハウス支援事業補助金、高齢

者見守りセーフティーネット補助金のう

ち、街かどデイハウス支援事業補助金に

つきましては、事業費の４分の３という

わけにはまいりませんが、事業の基礎的

な部分については別途引き続き補助制度

が残るというふうにお聞きしております

が、それ以外の事業につきましては、大

阪府の財政再建プログラムの対象事業と

なっております。

　現在、大阪府の方では、これまでの補

助金制度にかわります交付金制度を今検

討されておられまして、４つの交付金の

一つとしまして、地域福祉交付金という

のを考えておられるようでございます。

その額につきましては、大阪府下全体で

８億から９億円程度というふうに現在お

聞きしておりまして、この額ではこれま

での補助金と比較しますと、すべての事

業をこれまでどおりというわけにはいか

ないというふうに考えております。

　今後、現在の事業実施を十分に検討し

まして、できるだけ事業の後退が大きく

ならないよう努めてまいりたいというふ

うに考えております。

○上村高義委員長　佐藤保健福祉部長。

○佐藤保健福祉部長　ご質問の中で、い

わゆる経営維持のための補助制度につい

てどう考えているかということでのお問

いをいただいておりますが、特に先ほど

堤課長の方からもご答弁申し上げていま

すが、３法人８施設、これにつきまして、

新体系移行というようなことを踏まえた

中で、私どもとしては、この施設、それ

ぞれの置かれた立地条件、それから施設

の規模、建物の状況、さまざまな状況が

ありますので、それぞれの施設の状況を

十分勘案しながら、新体系への移行がス

ムーズに達成されるように、一定、例え

ば、家賃の補助であるとか、ないしは、

運営のサポート部分での補助であるとか

いうようなことも含めながら、対応をし

ていきたいという考えをいたしておりま

して、当然、これをやろうと思うと、現

行よりも一定予算的に増額をしていく必

要がありますので、この部分につきまし

ては、私ども、保健福祉部の考えも申し

上げながら、来年度予算の編成に臨んで

いきたいというふうに考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。

○上村高義委員長　寺田参事。

○寺田国保年金課参事　長寿医療に対す

る国への要望ということでございますけ

れども、全国市長会を通じて、この間の

経過からかなり強く財政を明確化すると

いうことだけではなくて、施策全般に対

する自治体の要望というのも強く要望さ

れているというふうに聞いております。

　一定、２０年度で国が６月１２日の改

定等をいたしましたけれども、それの中

では国も一定責任を認めて、国の責任で

財源措置をしているという経過もありま

すので、国の方も一定自治体の立場は理

解しているというふうに理解しておりま

す。

○上村高義委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　では、介護保険とか自

立支援、自己負担が課せられて、市民も

大変で、それこそお世話する事業者も大

変、それを支える市も大変ということで

すね。それを長寿医療制度で、それこそ

連合体を組織していく、それも窓口負担

も全部市がもっていくと、こういうこと

が始められた年なわけです、１９年。こ
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れをしっかり民生部門としては受けとめ

て頑張ってこられたわけなんですけども、

それでこの全体的な伸びとかいうことで

見ると、文教、建設に比べれば総務の量

に比べたら少なくなっている状態で頑張っ

ているわけで、しかも、だから国の負担

分というか、恐らくせないかんだろうと

いうシステム開発ですとかを押しつけら

れている部分を受けとめてはるわけです

よね。こんな状態に１９年なっているこ

とに対して、市としてどうかということ

をぜひ副市長。お答えいただけませんで

しょうか。皆さん、頑張っていただいて

いるんですけども、ほんまに制度が悪く

なる中で、声を上げていただきたいと思っ

ております。

○上村高義委員長　小野副市長。

○小野副市長　今、山崎委員言われてい

る、端的なこと言えるかどうかわかりま

せんが、今の議論は、以前から土木費偏

重、民生費軽んじてはいないかと、これ

はもう過去１０年ぐらいの本会議の議論

でも再三ありました。

　それで、ただ、確かにそういう時期ご

ざいました。これも本会議で言いました

けども、たしか平成５年度あたり、４年

度あたりでしたか、普通建設事業費が１

１１億円ぐらい入れました、単年度で。

すごい額を入れたときがありました。そ

のために平成５年の市債だったですか７

０億円発行したことによって、それで前

の市長のときに本会議場で、ここまでやっ

たことのどう責任感じるんやと、いや私

はわかってやってきたんやということで、

相当もめたということがありました。ま

さしく下水一本に理由がついた時期があ

りました。それが平成１７年度に税収が

下がって、言いましたように、公債のピー

クを迎えたのが、それが乗り切れるかど

うかということがあったわけであります。

　それで、確かにその当時、平成５年、

６年、その当時はたしか土木の割合が３

０％超えとったことは事実であります。

それは認めざるを得ないと思います。た

だ、このバブルが崩壊をして、歳入が減っ

たということで、そこから行革を第３次

まで今日持ち続けたわけですけども、平

成１６年のたしか歳出は一気に２８０億

強まで下げたんですかね、歳入の関係で。

そのときに、歳出に対する建設事業費は

全国ワースト１に抑制いたしました。一

気に奈落の底まで建設事業費を落とした

んですね。それから以降は、総務部長言っ

てますように、元利償還金の範囲内で泳

いできたということでもって、今日の財

政があるということなんですね。

　そういったことで、この平成１９年度

で見れば、私は土木費、総務費が減少し

まして、民生費なり教育費が増加してお

ると思います、平成元年から比べれば。

だからその数が約２．３倍ぐらいになっ

たということは、これ、明らかにいたし

ております。

　それで、ただ問題はこの本会議で言い

ましたけども、平成２０年の１０月に出

しました中期財政見通しで、扶助費は大

体今５６．７億ぐらいが約７０億弱まで

１３億円程度、このままの現行線を守っ

ていても伸びるということを申し上げま

した。そして、この扶助費は御存じのよ

うに、福祉金なり給付金なり、助成金の

医療費ですから、市民に個々にとって直

接・間接的に見えるものなんですね。だ

から、この現行制度を維持していてもこ

れが伸びていくという状況をきっと踏ま

えなきゃならないと思います。これは、

来年度の当初予算のときに相当議論をさ

せていただきたいと思いますし、議論に

なるところだと思います。

　それで、ただ、今日の問題は、今心配
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をしておりますのは、現在の実態経済と

金融経済の乖離がありまして、ここのと

ころで、私、個人的に思っていますのは、

平成１５年の法人市民税が１７．８億し

かなかった。それで今年度は３２億、決

算では１９年度は２９．４億ですから、

ここまで下がってくる可能性はありとい

うふうに見ます、法人が。ということは、

最悪のときは、法人市民税が１１億、こ

としの３２億みたいに２０億となったと

きは、１１億から１２億減る可能性はな

きにしもあらず、これは税務担当から相

当厳しい内容が上がってきています。い

わゆる輸出が振るわないということで、

法人市民税が相当落ち込むんではないか。

これを合わせた上で２１年度予算を組ん

だときに、山崎委員おっしゃっているそ

んな一朝一夕に削ることはできない、義

務的経費と見てもいい人件費、公債費、

民生費あたりを削るわけにいかないだろ

うと。

　そうしたときに、この税収のこの乖離

があるとするなら、どういう方法でもっ

ていくかということがあります。私ども、

地方交付税が不交付ですから、御存じの

ように、平成１９年度は決算、税で見た

とき、市民当たり２３万８，０００円で

すから、大阪市のというか、府下トップ

の税収をいただいております。個人市民

は厳しいですが、法人でもってきたとい

うことは間違いありません。都計税、固

定資産税、法人市民税でもってきていま

すから、この法人が２１年どう動くかと、

２２年度どう動くかということを見通し

しますが、ここのところによって、市長

が言っています障害者問題とか福祉制度、

乳児医療もやってまいりました。これは

市長も守っていきたいということは決意

いたしておりますから、その辺のところ

はどうやって、これを拡充できるか、維

持できるかということは、これは今申し

上げたような要素を見ながら２１年度当

初予算のときに、いま一度議論をお願い

をしたい、私どもはまず基本的にはこれ

を維持し、そして平成２１年以降はこの

ような市民要望、議会要望をやっぱり選

択と集中ということの観点でやっぱり整

理をすべきではないのかなということを

副市長としても考えておるということを

申し上げておきたいなと、これは２１年

度予算の中で大きな議論として踏まえま

すので、またそのときに山崎委員からも

ご指摘を賜わればというふうに考えます。

○上村高義委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　税収と福祉は関係ない

とは言いませんけども、それこそ景気と

か外的な要因で市民には何の責任もなく

て、福祉の方を削られるというか、がま

んをしなさいというのはおかしいと思い

ます。

　それと、市民税で福祉をしなさいと私

は言っているわけではなくて、国にしっ

かりと社会保障として求めるべきものを

求めて、国が保障すべきだということを

しっかりと言ってもらいということで、

要望としておきます。

○上村高義委員長　暫時休憩します。

（午後３時６分　休憩）

（午後３時２９分　再開）

○上村高義委員長　再開します。

　質問のある方、挙手願います。

　村上委員。

○村上英明委員　午前中からいろいろと

ご質問がある中で、若干かぶる項目もあ

るかもわかりませんけども、その辺もま

たちょっと質問の角度を変えて、質問を

させていただきたいなと、そういうふう

に思っておりますので、そして、また、

時間また内容等ということで、極力的確

なご答弁でよろしくお願いしたいという

－50－



ふうに思います。

　それで１点目なんですけども、歳入歳

出決算の３２ページでございます。款１

２分担金及び負担金、項１負担金、目１

民生費負担金、節２児童福祉費負担金と

いう中で、先ほどもご質問ありました、

不納欠損の分につきまして、この１７年

度決算におきましては４６万円と、それ

から１８年度決算におきましても１５０

万円ということで、約３倍ぐらいに増加

しておりますし、またこの平成１９年度

決算につきましても、１６７万というこ

とで、約１割増しというような状況でご

ざいますけども、この不納欠損の内容と、

これに対してどういう対応をされてこら

れたのかというのを１点お聞きしたいと

思います。

　それから、２点目なんですけども、３

４ページでございます。款１３使用料及

び手数料、項１使用料、目２民生使用料、

節２文化ホール使用料というのがござい

ます。これも先ほど、入場料の質問があっ

たわけでございますけども、この中で、

平成１９年度の決算としまして約３３０

万ということで、記載をされております。

その中で、文化ホールの使用日数とそれ

から件数につきまして、平成１８年、そ

して平成１９年との２か年分を教えてい

ただきたいなと、そういうふうに思いま

す。

　それから、３番目なんですけども、３

８ページでございます。項２手数料、目

２衛生手数料、節１飼犬登録手数料とい

う中で、狂犬病の予防注射済票交付手数

料というのが記載をされておりますけど

も、この中で、新規登録につきましては、

平成１９年度３９０と、それから平成１

８年度は３０３ということで、平成１９

年、８７という数字は増加という中でご

ざいますけども、この中で、決算につき

ましても、若干１４万２，０００円の増

加ということになっております。その中

で、この予算と決算との相違の内容とそ

れから今の飼い犬の登録数から注射済み

率につきましてお聞きしたいと思います。

　４点目なんですけども、５６ページで

ございます。款１７寄附金、項１寄附金、

目１寄附金、節１寄附金という中で、一

般寄附金の中で、福祉総務課の分が４１

万円計上されておりますけども、この寄

附金の目的ですね、要望、そういうもの

があったかどうか、そういう寄附であっ

たのかどうかというのをお聞きしたいと

思います。それに対して、どういう形で

歳出をされたのかということも、あわせ

てご答弁をお願いしたいと思います。

　それから、５番目なんですけども、６

２ページでございます。款１９諸収入、

項４雑入、目１雑入、節１雑収入という

中で、環境業務課にかかわります資源ご

み売却収入というものがございます。こ

の中で、当初予算よりも約３１０万円程

度増額しておりますけども、この差額の

内容につきまして、お聞きしたいと思い

ます。

　それから６番目なんですけども、９４

ページでございます。款２総務費、項１

総務管理費、目１１防犯対策費、節１５

工事請負費の中で、防犯灯設置工事費と

いうのが計上されておりますけども、そ

の中で、防犯灯といいますのは、やはり

犯罪の防止、それからまた有害環境の排

除という中で、取りつけておられるとい

うふうに認識をしておるんですけども、

その中で、当初予算と決算を見ますと、

３７％、３分の１が減額になっていると

いうことでございますので、その辺にあ

わせてこの差額の内容についてお聞きし

たいと思います。

　それから７番目なんですけども、９４
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ページでございます。節１９負担金、補

助及び交付金、それから防犯灯維持管理

費補助ということで、４８８万１，６０

０円というのが計上されておりますけど

も、その中で、この２０ワット、３０ワッ

トの今の総設置灯数をお聞きしたいのと、

それから３６ワットの取りかえというの

が平成１８年まで１７灯ございまして、

それから平成１９年度は１９灯というこ

とで、若干ふえていっているという中で、

また今後もふえていくんじゃないかなと、

そういうふうに思うんですけども、その

ことの３６ワット取りかえについて、市

としてはどういう認識をしておられるの

かというのをお聞きしたいと思います。

　それから９８ページでございます。目

１４自治振興費、節１９負担金、補助及

び交付金、地域活性化事業補助金という

ものがございます。これにつきましては、

各小学校区の連合自治会等々、各地域の

特色を生かすというか、そういう中でこ

の地域住民の事業に対しての補助という

ことであると思うんですけども、その中

で、当初予算、決算を見ますと、６０万

ですね、約６０万減っているということ

の中で、こういう減額の内容と、それか

ら平成１９年度の実施の事業内容、それ

から平成１８年、１９年のこの事業に対

しての参加人数、それから今の自治会の

加入世帯数につきましてお聞きしたいと

思います。

　それから、９番目、１０８ページでご

ざいます。項３戸籍住民基本台帳費、目

１戸籍住民基本台帳費、節７賃金という

中で、非常勤職員等賃金というのが計上

されておりますけども、この中で、この

非常勤職員の業務内容とそれから賃金を

お聞きしたいなというふうに思います。

　それと、当初計画と決算ですね、約１

割程度下がっているという中で、その中

でこの差についてお聞きしたいと思いま

す。

　１０番目でございます。１２２ページ

なんですけども、款３民生費、項１社会

福祉費、目１社会福祉総務費、節１報酬

という中で、障害者施策推進協議会委員

報酬というものがございます。これにつ

きましては、この障害者施策の総合的な

計画といいますか、推進事項、それから

また関係行政関係機関との連絡調整を要

する、そういう事項、調査、審議すると

いう中で設置をされておると思うんです

けども、この中で、当初計画と決算とい

うことで、７９％の金額的にいけば減に

なっているという中で、その減額の内容

と、それから構成メンバー、それからま

た本年の調査と審議内容についてお聞き

したいと思います。

　それから、１１番目でございますけど

も、１２２ページでございます。節１報

酬という中で、障害者介護給付費等支給

審査会委員会報酬というのが計上されて

おります。この点につきましては、平成

１８年の３月ですかね、定例会の方で定

数が１０名という、そういう条例制定も

されましたし、また、この報酬ですね、

１万８，０００円ということで、条例制

定がされたというふうに認識しておるん

ですけども、その中で、当初計画と決算

で、約５１％、半額になっているという

ことでございますので、その辺の内容の

差ですね、それと構成メンバー、また本

年の審査回数についてお聞きしたいと思

います。

　それから１２番目、１２２ページでご

ざいますけども同じ、節８報償費から報

償金ということで、これは高齢者障害者

福祉課に係る分だと思うんですけども、

この中で、当初計画に比べて決算が約８

６％減額になっているということでござ
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います。その中で、減額の内容について

お聞きしたいと思います。

　それと、この１３万６，６００円、決

算という中で、どういう報償内容があっ

たのかなということをお聞きしたいと思

います。

　それから、１３番目でございますけど

も、１２４ページでございます。節１３

委託料からエレベーター・自動ドア保守

委託料ということで、決算２８万５，６

００円というのが計上されておりますけ

ども、この委託しているエレベーター・

自動ドアの保守の場所ですね、それと、

あと業務内容といいますか、点検の回数

ですね、どれぐらい平成１９年でされた

のかなというのをお聞きしたいと思いま

す。

　それから、１４番目でございます。１

２６ページなんですけども、節１３委託

料、ここでＪＲ千里丘駅エスカレーター

保守点検委託料というのが計上されてお

ります。この中で、平成１９年度どうい

う委託内容といいますか、点検回数等も

含めて、どういう業務内容であったのか

というのをお聞きしたいと思います。

　それから、１２８ページでございます。

節１９負担金、補助及び交付金というこ

とで、地域福祉活動拠点整備補助金とい

うものが計上されております。これにつ

きましても、やはり高齢者や子どもたち

の活動の場というようなこともあるかと

思いますけども、この活動、活用の内容

につきまして、どういうものであったの

かというのをお聞きしたいと思います。

　それから１６番目、１３２ページなん

ですけども、節２８繰出金、国民健康保

険特別会計繰出金ということで、約８億

６，０００万ほど計上されておりますけ

ども、この中で、軽減分ですね、７割、

５割、２割という軽減の措置のどれぐら

いの金額がこの軽減分に充てられている

のかなということと、それから法定外の

金額につきましてお聞きしたいと思いま

す。

　それから、１７番目、１３４ページな

んですけども、目２老人福祉費、節１９

負担金、補助及び交付金の中で、独居・

ねたきり老人友愛訪問事業補助金という

のが計上されております。これも先ほど、

午前中だったと思うんですけど、ひと声

運動等々あったかと思うんですけども、

この中で、やはり寝たきり老人の方の、

あるいはまた独居老人の方につきまして、

これは老人クラブの方の訪問であるとい

うふうに認識しておるんですけども、こ

れも決算と当初計画を比べますと２０％

減という中で、どういうこの差の内容と、

それから主に具体的にどういう訪問内容

をしているのかなという事業内容につき

ましてお聞きしたいと思います。

　それから１８番目、１４２ページでご

ざいますけども、項２児童福祉費、それ

から目１児童福祉総務費、それから節１

３委託料、それからファミリーサポート

センター運営委託料というところで、こ

れはお互い助け合って地域で子育てをす

ることを支援していこうということだと

思うんですが、これも当初計画と決算を

見ますと、６０％ぐらい減っているとい

うことですので、その辺のその内容につ

きましてお聞きしたいと思います。

　それから１９番目でございます。１５

２ページ、款４衛生費、項１保健衛生費、

目１保健衛生総務費、節１９負担金、補

助及び交付金という中で、二次診療体制

確保負担金というのが計上されておりま

す。これも先ほど若干質問もあったかと

思うんですけども、三島医療圏という中

で３市１町の負担を担っているかと思う

んですけども、これも当初計画とまた決
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算と比べて２０％の減という中で、どう

いう負担金の算定内容についてお聞きし

たいと思います。

　それから、２０番目、１５４ページで

ございますけども、目２予防費、節１３

委託料の中で胃がん、子宮がん、乳がん、

大腸がん検診委託料というのが計上され

ておりますけども、この中で、４つのが

ん検診を合わせますと約２３％減に当初

計画と決算ですね、なっているというこ

とでございますので、その差についてど

ういう認識をされているのかというのを

お聞きしたいと思います。

　それから、２１番目、１５６ページで

ございますけども、節１３委託料、この

中でノーバディーズパーフェクトプログ

ラム委託料というのが２０万円計上して

おられます。これは、育児についての考

え方という、行動面の支援というふうに

認識しておるんですけども、この中で新

規事業ですね、報告書を見ますと２３人、

それから１８回が実施したというような

結果になっておるんですけども、その辺

の効果について、どういう認識をされて

いるのかというのをお聞きしたいと思い

ます。

　それから２２番目でございますけども、

１６２ページでございます。項２清掃費、

目２塵芥処理費、節１３委託料、可燃ご

み収集運搬委託料というのがありますけ

ども、これも従前から一炉運転目指して

やっていこうという中でおられますけど

も、当初計画と決算と見ますと、約２１

％、約２，０００万ほど減額になってい

るということですので、その内容につい

てお聞きしたいと思います。

　それから、２３番目、１６２ページで

ございますけども、節１３委託料、不燃

ごみ搬出処理委託料というのがあります。

これも、先ほど午前中でしょうか、午後

でしょうか、ご質問もあったかと思うん

ですけども、これも当初計画と決算を見

ますと、約２０％減っているということ

でございますので、その辺の差について

お聞きしたいと思います。

　それから２４番目、１７２ページでご

ざいますけども、款５農林水産業費、項

１農業費、目３農業振興費、節１３委託

料の中で、市民農園設置委託料というの

がございます。これも午前中、若干ご質

問があったかと思うんですけども、この

中で、事務報告書によりますと、面積が

５，８３１平米というのがなってたと思

います。その中で、農地の方の契約の面

積ですね、この言いました数字が、この

契約の面積なのか、また、団体の貸し付

け面積なのか、その辺をお聞きしたいと

思います。

　それから２５番目、１７６ページでご

ざいますけども、款６商工費、項１商工

費、目２商工振興費、節１３委託料とい

う中で、事業所データベースの維持管理

委託料というのが計上されております。

これは市のホームページで事業所の基本

事項、基本項目ということで、例えば鉄

鋼関係でしたら加工内容であるとか、ま

た主な設備、そういうものを記載されて

おるんですけども、この中で維持管理の

内容と、あと平成１９年度内で新規登録

あったのかどうかというのをお聞きした

いと思います。

　それから、２６番目、これは決算概要

の９３ページになるんですけども、環境

騒音・振動調査事業というのが決算ベー

スで５７万３０４円というのが計上され

ておりますけども、これにつきまして、

場所とか調査内容、それから公害陳情に

対しての件数ですね、それから、どうい

う内容であったのか、またどういう解決

をされたのかというのをお聞きしたいと
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思います。

　１回目は以上でございます。

○上村高義委員長　船寺参事。

○船寺こども育成課参事　決算書３３ペー

ジ、民生費負担金、児童福祉費負担金、

保育所保育料の不納欠損の詳しい内容に

ついてご説明させていただきます。

　先ほどもご答弁させていただきました

が、平成１９年度における不納欠損の額

については１６７万２，６００円になっ

ております。先ほど申し上げましたよう

に、子どもの数でいいますと９人、世帯

でいうと７世帯になっております。

　もう少し詳しく説明させていただきま

すと、今回の不納欠損につきましては、

平成８年度分で８万２，８００円、平成

１１年度分で２万９，０００円、平成１

２年度分で３０万円、平成１３年度分で

５４万７，９００円、１４年度分で７１

万２，９００円となっております。

　５年間で時効が来るということでござ

いますが、今ご説明したように、５年よ

りもずっと以前の分も不納欠損になって

いるということで、我々といたしまして

も、過去の分についても、できるだけ不

納欠損にならないように徴収に努めてお

ります。

　昨年、特に保育料の滞納問題が国等で

問題になり、いろいろな新聞等でも報道

されました。我々としてはこの不納欠損

が出ることが市民にとっても市の財政に

とっても大変不公平になり、負担になる

ということがわかっておりますので、昨

年は特に時効になりそうな方を中心に回

らさせていただいて、不納欠損にならな

い努力をしました。

　例えば、面談する中で、分割納付をお

願いしたり、誓約書を書いていただくこ

とで時効を引き延ばす、変な言い方です

けど、時効にならないような努力もして

まいりました。その結果、この金額になっ

たということですが、内容的には、この

７世帯とも市外に転出されている方であ

りまして、中には居所不明になっている

方もおられました。それで結局会えなく

て時効ということに至りました。これに

ついては、我々の努力不足もありますが、

今後、こういうことも起こり得ますが、

極力少なくなるようにしていきたいと考

えております。

○上村高義委員長　稲村参事。

○稲村保健福祉部参事　ファミリーサポー

トセンター運営委託料についてお答えさ

せていただきます。

　ご指摘のとおり、１９年度の決算では

６０％程度残となっております。ファミ

リーサポートセンター事業につきまして

は、その運営を社会福祉協議会の方に委

託をいたしておりますが、援助会員と依

頼会員の調整役を行っておりますセンター

のアドバイザーが産休、育休を取得いた

しまして、そのかわりの職員を募集いた

しましたが、結局なかなか適任な方が見

つからなかったということで、不在な状

態が続いてしまいました。その結果、そ

の方への賃金の分と、また、どうしても

活動回数がさまざまな形で低下をしてし

まいまして、そのために、このような決

算という形になっております。

　活動回数につきましても、平成１９年

度は６４回でございましたが、今年度の

９月の時点で１４３回に上がっておりま

して、やはりアドバイザーの適切な対応

というのがいかに重要かということを身

をもって感じさせられた次第でございま

す。

　今後、またこういうようなことがござ

いましたら、できるだけ的確な方につい

ていただくという方向で対処していきた

いと思っております。以上でございます。
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○上村高義委員長　野村課長。

○野村国保年金課長　国民健康保険特別

会計繰出金のうち、低所得者の保険料軽

減措置として行われている７割、５割、

２割の軽減に伴う財政補てんである保険

料基盤安定繰出金の額ですが、３億６，

０８７万３，２００円となっております。

そして、法定外の保険料軽減分の繰り出

しといたしましては、２億７，４２１万

６，０００円となっております。

○上村高義委員長　水田次長。

○水田生活環境部次長　６３ページの６

番の資源ごみの売却収入でございます。

当初予算の額と決算額の差についての内

容ということでございますけれども、当

初予算１９年度予算編成時におきまして、

ペットボトルの収集における売却数なん

ですけども、１９年度から総収集量の半

分を指定法人の方へ排出するということ

で、これまで年間のペットボトルの収集

の約半分をもって予算計上させていただ

いていました。

　それで、実際、１９年度の資源の単価

も１８年度に比べますと部分的には上がっ

ております。資源によりましては、１８

年度と比べますと、やはり収集量が上がっ

ているところから、増額というふうな形

になっております。

　それから、１６３ページの２２番の可

燃ごみの収集運搬委託料の、これも差で

ございますけれども、これも収集世帯に

対して単価契約行っておりまして、毎月

の世帯数の増減によりまして、委託料が

変わってまいります。やはり１年間通じ

まして全体的にやはり世帯数が減少して

いるということで、決算に反映してきて

いるわけでございます。

　それと同じく２３番の不燃ごみ搬出処

理委託料の同じ決算額との差ということ

でございますけれども、これも基本的に

はやはり不燃ごみの排出量が減っておる

という状況でございます。やはり、これ

までいろいろな分別の啓発とかやってま

いりましたので、恐らく、そういう影響

もあって決算におきましてはそういう数

字にあらわれてきているのかなというふ

うには感じております。以上でございま

す。

○上村高義委員長　阪口課長。

○阪口健康推進課長　それでは、私の方

から、まず１点目でございます。決算書

３８ページの狂犬病予防注射済票交付手

数料の予算との乖離等々でございます。

飼犬手数料につきましては、当初、予算

算定時には大体おおよそ過去３年間の実

績を平均した１，９００頭をもとに積算

をして予算計上をさせていただきました。

　ところが、１９年度におきましては、

前年度の１，８９４頭でございましたが、

これを２６４頭上回る２，１５８頭が注

射をしたという実績がございまして、結

果的に予算との乖離が生じたということ

でございます。これは、前年４月上旬で

ございますけれども、狂犬病の春の予防

注射を獣医師さんの協力をもとに、市内

各所で実施しておるんですけれども、そ

のときの天候が４日間とも恵まれたとい

うようなことが影響しているのではない

かなと考えております。

　それで、１９年度末での登録頭数でご

ざいますけれども、１９年度末で３，２

５５頭の飼犬登録がございます。この中

には、私どもの方で転出された方、ある

いは老犬で死んだ犬なんかも含まれてお

りますので、若干、正確な数字ではない

かもしれませんけれども、２，１５８頭

が注射を済まされていると、率といたし

ましては６６．３％というふうなことに

なっております。

　次に、決算書の１５３ページ、三島医

－56－



療圏におけます二次診療体制の負担金の

内容と申しますか、考え方でございます。

　二次診療体制の確保負担金の算定方法

につきましては、私ども、摂津市が属し

ます三島医療圏での二次救急体制を確保・

維持するために、委員が先ほどおっしゃ

いました茨木、高槻、島本、そして摂津

市の３市１町で負担をしておるというこ

とになっております。この負担金には、

内科、外科等々の小児科を除きます三島

医療圏での１７病院による病院群輪番制

に係る部分と、特別に小児救急医療体制

というのを組んでおりまして、これに５

病院、１病院については通年、４病院に

ついては輪番制というふうな体制を組ん

でおります。これに係る部分と、この二

本立てでございます。

　まず１７病院の病院群輪番制に係る部

分の負担金につきましては、診療日数あ

るいは入院患者数により、必要な医師・

看護師、いわゆる人件費を算定の基礎と

しております。それに２１００万円を限

度として病院で医療機器の更新があれば、

それも事業費の中に含まれてくるという

ふうなことでございます。当該年度の事

業費が確定をしましたら、管内人口、三

島医療圏の人口に対する本市の人口の割

合、これでもって負担金が算定されると、

こういうような仕組みになっております。

　それと、小児救急に係る分でございま

すが、これも５医療機関におけます当番

日数、あるいは夜間の診療日数、これに

応じて、こちらの方は人件費、医師・看

護師等の人件費が運営費として計上され

ます。これを同じように人口比で案分し

て負担すると、こういった算定方法になっ

てございます。

　続きまして、がん検診の委託料でござ

います。がん検診委託料に関しまして、

９５０万の決算との差があるということ

でございます。この決算に係っておりま

す検診の委託料は胃がん、大腸がん、乳

がん、子宮がん、これ午前のご答弁の中

でも申し上げましたけれども、すべてバ

ス検診に係るものでございまして、予算

を立案するときには、それぞれ１回のバ

ス検診での定数いっぱいで予算計上をさ

せていただいております。決算としては、

胃がん検診として当初計画の６８％、そ

れと子宮がんが８２．５％、乳がんで７

４．１％、大腸がん、ちょっとふえてお

ります１０６％というような受診率であっ

たために、当初予算との乖離が生じてお

るというようなことでございます。

　ただ、この、どういうふうに評価とい

うことになるんですけれども、セット検

診とか、大腸がん、肺がん、胃がんにつ

いてはセンターでのセット検診もござい

ますので、これらを含めたいわゆるがん

検診全体の受診率ということで見ますと、

胃がんが１０．８、大腸がんで１１．７、

肺がんで１４．４、子宮がんで７．０、

乳がんで８．７と、まだまだ受診率とし

ては低いというようなことで私ども認識

をいたしております。こういった結果を

踏まえて、２０年度受診回数をふやした

というような経緯がございますので、ご

理解を賜わりたいと思います。

　それで、次に、ノーバディーズにつき

ましては、１９年度から予算化をさせて

いただいておるところでございますけれ

ども、平成１５年度から大阪人間科学大

学との連携によりまして、親支援のプロ

グラムを保健センターで実施しておりま

す。これまでは、大阪人間科学大学を卒

業されて、資格を持った方の実習の場と

して、いわばボランティアとして運営を

しておりました。一定の評価、中身がで

きるということで、１９年度から予算化

をさせていただいたものでございます。
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　講座そのものは、カナダの親支援プロ

グラム導入ということで、ファシリテー

ターという専門の認定を受けた方が親御

さんとセッションをしながら育児につい

ての考え方、あるいは実際の行動面でよ

りよい行動を選択をしていくといったこ

との支援をしていくという内容でござい

ます。事前の面接１回、それから８回の

セッションということで、トータルで９

回、これが１コースで、１９年度は２コー

ス設けて実施したということでございま

す。

　私ども、この評価といたしましては、

参加者の意見をアンケート等々で、ある

いは面談でお聞きしたところ、子育てに

ついてともに話をできたり相談すること

ができた、孤立しがちな育児につきまし

て仲間ができたと、これは非常に大きな

ことではないのかなと評価をしておると

ころでございます。

○上村高義委員長　萩原課長。

○萩原自治振興課長　文化ホールの使用

日数及び件数についてでございますが、

平成１８年度の文化ホール開館日といた

しましては２５０日で、件数はホールで

４１３件、うち有料での使用は８８件、

楽屋１、２、練習室１、２、３、展示室

を加えた件数では２，３７６件、うち有

料での使用は４５０件となっております。

　平成１９年度では開館日２６３日で、

件数といたしましてはホール４３３件、

うち有料での使用は７９件、楽屋１、２、

練習室１、２、３、展示室を加えた件数

では２，６１９件、うち有料での使用は

４３５件となっており、１８年度と１９

年度の比較件数では文化ホール全体では

２４３件の増となっておりますが、有料

での使用に関しましては１５件の減となっ

ております。

　続きまして、防犯灯設置工事の当初予

算と決算の差額の内容についてでござい

ますけれども、当初予算の内容といたし

ましては、関電柱への設置６０灯、ＮＴ

Ｔ柱への設置６灯、小柱への設置８灯、

２０ワットから３６ワットへの器具取り

かえ１５灯で、１７０万円の予算計上を

しております。防犯灯の新設に関しまし

ては、各自治会からの申請に基づき、自

治会長との協議の上、必要箇所に設置し

ておりますが、１９年度におきましては、

関電柱３４灯、ＮＴＴ柱６灯、その他１

灯、２０ワットから３６ワットへの器具

取りかえが１９灯でございます。関電柱

への新設工事が当初見込みより２６灯の

減、小柱の設置がなかったことがその主

な要因でございます。

　次に、防犯灯２０ワットと３６ワット

の設置灯数と３６ワットへの取りかえに

ついての認識についてでございますが、

市内におけます平成２０年３月末現在の

設置灯数は６，２５８灯、そのうち３６

ワットの設置数は１９６灯でございます。

２０ワットから３６ワットへの取りかえ

につきましては、取りかえを行うことに

より照射範囲が広く、照度もアップする

ことから通学路や交差点を優先的に考え、

犯罪の少ないまちづくりに向け取り組み

を行っております。今後におきましても、

各自治会より申請のありました場所につ

いて自治会長と協議の上設置に向け検討

していきたいと考えております。

　それと、地域活性化事業補助金の予算

残額についてでございますが、平成１９

年度の地域活性化事業につきましては、

１２小学校区すべての連合自治会が補助

金を申請され、補助金の決算額は７６７

万２，２９５円で、予算額８２８万円に

対しまして、執行率は９２．７％、予算

の残額は６０万７，７０５円となってお

ります。
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　活性化事業は各校区の限度額を定める

中で、一つの事業をされている校区もあ

りますし、多い校区は４つの事業を実施

されているところもあります。それぞれ

の実情に合わせた事業を展開されており

ますので、各校区の事業展開により予算

が残る場合があります。

　この予算残額の主なものは旧柳田校区

連合自治会の補助金限度額７４万７，０

００円に対しまして、執行額は１事業で

４９万１，００１円の補助で、残額２５

万５，９９９円、味生校区連合自治会は

６６万６，０００円の限度額に対しまし

て、２つの事業で４４万３，９８４円、

残額２２万２，０１６円となっておりま

す。全体の補助金残額６０万７，７０５

円のうち、この２校区連合自治会で４７

万８，０１５円、約８割近くを占めてお

ります。

　次に、平成１９年度の地域活性化事業

の内容でございますが、環境の改善に関

するものが４件、防災関係が８件、防犯

関係が７件、健康増進が４件、青少年の

健全育成１件、その他の事業が５件、合

計２９件となっております。

　平成１８年と１９年の参加人員でござ

いますが、平成１８年度は１万７，２９

７人、平成１９年度は１万４，０８４人

となっております。自治会の加入世帯数

につきましては、平成１８年度が２万６，

０６１世帯、平成１９年度が２万５，４

１２世帯となっております。

○上村高義委員長　村江参事。

○村江生活環境部参事　それでは１０８

ページの非常勤職員の業務内容と賃金と

いうことで、説明させていただきます。

　まず、市民サービスコーナー５か所の

業務内容を説明させていただきます。市

内５か所の市民サービスコーナーでは、

市民課業務のうち住民票の写し、住民票

記載事項証明書、印鑑登録証明書、外国

人登録原票記載事項証明書、年金現況証

明の発行業務を取り扱っております。

　また、他課業務として、健康推進課の

母子手帳の交付、地域福祉課の高齢者の

はり・きゅう・マッサージ助成証明書の

交付業務をしております。

　次に、業務時間のことでございますが、

鳥飼、別府市民サービスコーナーの業務

時間は、平日９時から１７時１５分でご

ざいます。また、千里丘、正雀、南摂津

市民サービスコーナーの３か所では、平

日９時から１７時１５分の業務に加えて、

１７時１５分から１９時まで取り次ぎ業

務を行っております。また以上５か所の

サービスコーナーでは土曜日も９時から

正午まで業務を行っております。

　それと、賃金についてのご質問ですが、

平日勤務につきましては、市民サービス

コーナーによって賃金体系が異なってお

ります。鳥飼、別府市民サービスコーナー

におきましては、日額９時から１７時１

５分までの勤務で６，５００円、それと、

千里丘、正雀、南摂津の市民サービスコー

ナーにおきましては、１９時までの業務

を行っているため、４つの勤務時間設定

をしております。日勤、１つ目なんです

が９時から１３時の勤務で３，４４０円、

日勤２つ目なんですけど９時から１４時

の勤務で４，３００円、３つ目、３勤と

いうんですが、１３時から１７時１５分

の勤務では３，６５０円、４勤なんです

が、１４時から１９時の勤務で４，５０

０円、以上４つのシフトを組んでローテー

ションで業務を行っております。

　土曜日の賃金は５か所とも同じでござ

いまして２，６５０円でございます。

　次に、当初計画と決算との差について

でございますが、主な要因としてサービ

スコーナーの職員の１人が出産、その後
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産後休暇、育児休暇をとったということ

と、もう１人は職員が１９年の９月３０

日で退職されたということでございます。

内部努力によって不補充という形で業務

を運営してきました。

○上村高義委員長　堤課長。

○堤障害福祉課長　それでは、障害福祉

課にかかわるご質問についてお答えをさ

せていただきます。

　まず、障害者施策推進協議会について

でございますが、当協議会の構成メンバー

は、委員長に同志社大学名誉教授の小倉

先生にお願いをいたしております。副委

員長は龍谷大学短期大学教授の加藤先生

でございます。委員には、関係団体の代

表として摂津市身体障害者福祉協会会長

のほか１１名の方に委嘱をさせていただ

いております。以上、１４名の方につい

てが報酬の対象となる方で、それ以外に、

報酬の対象外ではございますが、関係行

政機関の代表として、吹田子ども家庭セ

ンター所長、茨木保健所所長、茨木公共

職業安定所所長、摂津市教育委員会教育

総務部長、保健福祉部長に委嘱をいたし

ておりまして、合計で１９名となってお

ります。

　当初予算２９万円と決算６万２，１０

０円の乖離についてでございますが、当

初予算の積算におきましては、３回の開

催を予定いたしておりましたが、１回の

開催となりまして、２回分が不用額となっ

たものでございます。

　平成１８年度は同様に３回の予定に対

して２回の開催となり、１３万１，１０

０円の決算額となったもので、約半分に

なっているのは、こういう関係でござい

ます。

　また、本年度の調査・審議内容と回数

とのご質問でございますが、本年度は障

害福祉計画の策定年度に当たるため、４

回の開催を予定いたしております。内容

といたしましては、第１回が６月９日に

本年度策定いたします障害福祉計画で実

施いたしますアンケートや障害福祉計画

の概要の報告・承認など、そのほか、昨

年度設置いたしました障害者自立支援協

議会の実績報告、第２回は９月２４日に、

７月に実施いたしましたアンケート調査

の報告などを行っております。

　今後、第３回としては、１２月、第４

回としては３月に予定をいたしておりま

して、アンケートの分析結果や最終案の

委員からの提言を得て最終案の提出・承

認を予定をいたしております。

　それから、障害者介護給付費と支給審

査委員会報酬についてお答え申し上げま

す。

　まず構成メンバーにつきましては、摂

津市医師会から４名の医師の方に委員に

なっていただいております。そのほか、

大学関係者として２名、福祉関係団体と

して３名、それから社会福祉事業団の障

害者地域療育等支援事業ケアマネジメン

ト推進委員１名を委嘱しております。

　この審査会は、５名ずつの合議体となっ

ておりまして、当初予算の積算は１万８，

０００円、先ほど委員さんがおっしゃい

ました１万８，０００円掛ける５人で、

月２回ということで、合計２４回、２１

６万円を計上いたしております。

　平成１８年度は審査件数は１８３件ご

ざいまして、１８回の開催をいたしまし

た。１９年度につきましては、審査件数

が１０２件と減少いたしましたため、ほ

ぼ月１回の１３回の開催となりまして、

減となったものでございます。

　平成２０年度は１１月の１５日現在で

は１０６件となっておりまして、９回の

開催となっております。

　それから、エレベーター・自動ドア保
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守委託についてでございます。設置場所

につきましては、香露園３４の２、摂津

交流センター「バクの家」に設置いたし

ているものでございます。

　保守点検はエレベーターが月１回で年

１２回、自動ドア保守委託につきまして

は、３か月に１回の年４回の保守委託点

検となっております。

○上村高義委員長　池上課長。

○池上環境対策課長　　それでは、環境

対策課に係ります公害の陳情状況と、解

決策等についてのご質問についてご答弁

申し上げます。

　まず、公害の陳情状況につきましては、

事務報告書の１２７ページにも掲載され

ていますように、１９年度実績としまし

ては７６件ございました。内訳としまし

て、騒音・振動だけで３２件の４２．１

％、野焼き等の大気関係が２１件、水質

８件、悪臭１３件、その他２件で、昨年

度８８件に対しまして１４％の減となっ

ております。

　用途地域区分で申しますと、準工業地

帯、工業地帯で３７件を占め、それだけ

で４８．７％を占めております。

　陳情者における被害の処理としまして

は、感覚的、心理的なものが５８件を占

め、次に、睡眠妨害が８件、健康的なも

のが４件、その他となっております。

　次に、公害苦情の処理状況でございま

すが、前年度繰り越し分の１０件を含め

ましたら８６件の処理に当たりまして、

うち８２件が解決、率でいいますと９５．

３％の解決率でございます。未解決は４

件で、４件とも騒音問題でありまして、

２０年度に繰り越しとなりましたが３件

は解決しており、１件が現在も継続中で

ございますが、間もなく解決済みとなる

見込みでございます。

　最後に、解決策の方法としましては、

まず、陳情を電話か来庁で受付しました

ら、直ちに現地調査を行い、陳情者への

苦情内容の確認後、原因者に対しまして

は、最も多く指導しましたのが、騒音苦

情においては生産工程、作業方法の改善

に２７件、次に、大気等における、野焼

きになりますが、操業停止、行為の中止

を１９件行いました。悪臭苦情などにお

ける機械、施設の改善指導の８件などが

主な解決方法でございます。

　このように陳情者からの公害解決には

適切かつ迅速な対応を図っておりまして、

今後におきましても市内巡回パトロール

の継続はもとより、迅速な解決に努めて

まいりたいと考えております。以上でご

ざいます。

○上村高義委員長　登阪次長。

○登阪保健福祉部次長　それでは、地域

福祉課に係る部分につきまして、ご答弁

申し上げます。

　まず寄附金の件でございますけれども、

平成１９年度におきましては、３人の方、

そのうち１人の方は年度内に２回寄附を

していただいておりますけども、計４件

で４１万円の寄附をいただいております。

寄附に当たりましては、市の方で役立て

てほしいということでございますけれど

も、中には時としまして、福祉のために

使ってほしいというご要望もございます

けれども、市で寄附を受ける場合につき

ましては、一般寄附いわゆる使途目的を

決めない一般寄附になるということをご

理解いただいて寄附をいただいておりま

す。

　続きまして、エスカレーターの保守点

検委託料でございますけれども、これは

ＪＲ千里丘駅の西口、東口両エスカレー

ターにつきまして、両エスカレーターに

つきましては車いす対応もございますの

で、それも含めた保守点検を行っており
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ます。業者につきましては、平成１７年

度から庁舎等と一括契約をしております

株式会社大阪ビル管理でございます。な

お、点検につきましては月１回点検をし

ていただいておりまして、報告書等を提

出していただいております。

　次に、地域福祉活動拠点の内容でござ

いますが、これは地域福祉計画に基づき

まして、地域福祉を進めていくために当

面、中学校区に一つずつ地域活動拠点を

整備していこうということで、平成１９

年度につきましては、二中校区でありま

す鳥飼西２丁目にゆうゆうホール鳥飼西

の新築、それから一中校区であります正

雀本町１丁目にございますデイハウス味

舌の増築工事を行っております。鳥飼西

のゆうゆうホールにつきましては１４５．

８平方メートル、デイハウス味舌の増築

につきましては、４０．５平方メートル

となっております。

　なお、この事業につきましては、社会

福祉協議会の方で事業を展開していただ

きまして、それに対しまして市の方から

補助をするという形をとっております。

補助の実績でございますけれども、施設

整備費が工事費、備品費を含めまして、

両施設で２，５００万８，６６５円となっ

ておりまして、このうちの３分の１の８

３３万６，０００円を補助しております。

　続きまして、報償金の当初予算と決算

の乖離についてのご質問でございます。

委員がご指摘の決算１３万６，６００円

に該当する事業につきましては、かがや

きプラン推進会議の委員報酬と、コミュ

ニティソーシャルワーク事業の講師謝礼

という形になります。

　当初計画、当初予算の方で９８万４，

０００円というご指摘がございましたが、

この中には障害福祉が担当しております

自立支援協議会の委員報償金も含まれて

おります。したがいまして、決算に該当

する予算分につきましては、かがやきプ

ランの推進会議の委員報酬が６，９００

円で、委員１８名掛ける３回の３７万２，

６００円、それからコミュニティソーシャ

ルワーク事業の講師謝礼ということで、

３万円掛ける１０回分の３０万円、計６

７万２，６００円を当初予算計上させて

いただいております。

　これに対しまして、決算の方はかがや

きプランの推進会議の方が６，９００円

の１回で委員さん１４人の９万６，６０

０円、それからコミュニティソーシャル

ワーク事業の方が心の健康講座というこ

とで２万円掛ける２回で４万円となって

おります。

　なお、かがやきプラン推進会議の内容

につきましては、１８年度及び１９年度

上半期実績の報告等を行っております。

また、コミュニティソーシャルワーク事

業の予算額と決算額の乖離がございます

のは、当初予定しておりました介護予防

講座等につきましては、公民館との共催

事業ということで、公民館事業として位

置づけていただいて、公民館の方で負担

をしていただくなどにより、減額となっ

ております。

　最後に、独居・ねたきり老人友愛訪問

事業の補助金でございます。当初予算で

は５５０人掛ける１，０００円で５５万

円を予定しておりましたけれども、決算

では４４２人の１，０００円で４４万２，

０００円となっております。これは老人

クラブの会員さんの中で独居、寝たきり

の高齢者等を１，０００円相当の品物を

持って訪問をしていただくということで

ございますが、その品物を持って訪問し

ていただくに当たっての補助金でござい

ますが、日常的にそういった活動をして

いただけるように老人クラブについても
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日ごろからお願いをしているところでご

ざいます。

○上村高義委員長　藤井課長。

○藤井産業振興課長　質問番号の２５番、

事業者データベース維持管理委託料にお

ける、データベース維持管理と新規登録

事業所についてでございますが、この事

業は平成１５年、国の緊急地域雇用創出

特別基金事業を活用し、市内の運輸、建

設、製造、通信、いわゆる工業系事業所

の訪問調査を行い、事業所のデータベー

スを確保するとともに、本市のホームペー

ジ内に希望事業所による摂津市事業者ネッ

トを立ち上げたものでございます。

　維持管理につきましては、前年度最終

データに基づき、メンテナンス調査を郵

送にて実施し、返送のない事業所には電

話によるフォローコールを行い、返送を

促すとともに、同一事業所におきまして

３度にわたりフォローコールに反応のな

い事業所には現地調査を実施し、営業し

ているかどうか等を把握するものでござ

います。

　平成１５年度調査終了時で、登録事業

社数１，９９２社、ホームページ掲載社

数１２５社で始まり、平成１９年度調査

終了時で登録事業社数１，５５６社、ホー

ムページ掲載社数６９７社となり、登録

事業社数でマイナスの４３６社、ホーム

ページ掲載社数でプラス５７２社となり

ました。

　ご質問の新規登録は平成１９年度で２

２件でありますが、これは１９年度中に

転出、廃業等で削除された事業所１５７

社を調査する際に、新たにその場所で新

規営業され、登録をご理解いただいた事

業所分であり、市内全体の新規事業社数

の把握はできておらない状況でございま

す。

○上村高義委員長　田橋参事。

○田橋産業振興課参事　決算書１７３ペー

ジの市民農園設置委託料についてのご答

弁申し上げます。市民農園の面積でござ

いますが、農業者と契約している面積は

全体で５，８３１平方メートルでござい

ます。市民農園貸し付けの面積は耕作面

積のことなんですが、７か所２５団体で

５，４５１平方メートルとなっておりま

す。その差、３８０平方メートルにつき

ましては、団体間の区切りの通路部分、

自転車置き場、資材置き場等の附帯設備

の面積でございます。

○上村高義委員長　村上委員。

○村上英明委員　いろいろと答弁ありが

とうございます。まず１点目の児童福祉

費、負担金の中の不納欠損の分なんです

けども、これもいろいろと相手さんがお

られるという中で、いろいろと努力をし

ていただいていると思いますけども、や

はり不納欠損となると、きっちり払って

おられる方との差というのがどうしても

心理的に出てくるのではないかなと、そ

ういうふうに思っております。

　その中で、決算の中でも収入未済額と

いうのが計上されておるんですけども、

これも平成１８年度に比べまして、約４

００万円ふえているというような現状で

もございます。

　そういった中で、やはり未済額減らそ

うという中で、納付方法もちょっと考え

ていかなければいけないのではないのか

なということで、今の納付方法について、

この１点をちょっとお聞きしたいなとそ

ういうふうに思います。

　それから２番目の決算書３４ページの

市民文化ホールの件なんですけども、や

はりといいますか、件数は上がっていま

すけども、この有料の件数の分が下がっ

てきたというようなことをお聞きしまし

た。これにつきましては、今、申し込み
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等々につきまして、摂津市民文化ホール

条例施行規則という中で、基本的にはと

いう中なんですけども、使用月の６か月

前から、使用日の２週間前までに申し込

みという中であります。その中でのただ

し書きもあるんですけどもね、これにつ

きましてもやっぱり、全国レベルという

のか、全国の中から、例えば講師をお呼

びするとかいう中で、会場の押さえとい

うのがどうしても６か月ではちょっと短

いというような、そういうご意見もござ

います。

　そういった中で、やる施策内容にもよ

るのかもしれないですけども、このただ

し書きがどこまで通用するのかなという、

通用するというか、許可をもらえるのか

なと、そういうふうに思いますので、こ

の辺については、若干条件をある程度つ

けるような形でも、また別でまたちょっ

と６か月という申し込みの日数をちょっ

とまた考えていっていただけないかなと、

そういうふうに思います。

　要はこの６か月というのをやめて、例

えば、文化関係で、毎年やるようなもの

であれば、１年前から申し込みできると

か、そんなのもちょっと明記というのが

できるかどうかわからないですけども、

そういうこともちょっと市民の方から要

望があるということでございます。市民

の方でも、呼ぶに当たりまして、どうし

ても６か月前だと日程調整が東京から呼

ばれたとき聞くんですけども、それが文

化ホールで調整できなかったという中で、

だから摂津以外のところで借りてされた

というようなこともお聞きしましたので、

そういう面でちょっとこの６か月につき

ましては、またちょっとご検討お願いし

たいなと、そういうように思いますので、

これについてはよろしくお願いしたいと

思います。

　３８ページ、狂犬病の件なんですけど

も、やはり狂犬病につきましては、毎年

というんですか、「広報せっつおしらせ

版」ということで、４月だったと思うん

ですけども、こういうふうにお知らせし

ているような状況かと思います。

　そういう中で、やはり狂犬病の、予防

注射というのはやっぱりふやしていくと

いうのが、市民の目線から見ても安全と

いうか、そういう目線から見ても、この

率というのはふやしていかなければいけ

ないのではないのかなと、そういうふう

に思うんですけども、実施件数等を見ま

すと平成１８年からと平成１９年の比較

をしますと、約２６４件だったと思うん

ですけども、件数がふえているというよ

うなことでもございます。そういった中

で、これにつきましては、やっぱり天候

のかげんも結構あろうかと思います。や

はり、特にことしは雨で順延になって、

さらに雨で降って中止になったというよ

うなこともお聞きしまして、結局どこに

行ったらええねんというようなことが市

民の方からのちょっと問い合わせ等々も

ありましたので、そういう形で、やっぱ

り順延しなくてもいいようなところで、

そういう場所設定も含めて、また検討し

ていただければと、そういうふうに思い

ますので、この辺についてはまた要望と

させていただきますので、またその辺で

よろしくお願いしたいと思います。

　決算書５６ページの一般寄附金の件な

んですけども、４件ということで、押し

並べると１件１０万円程度になったとい

うことでございますけども、やはりこれ

は寄附者みずからの意思ということでい

ただいて、そういう関係もございますの

で、福祉関係について使っていただきた

いというお申し出があれば、それについ

て支出をしていくというようなことも、
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また今後ちょっと考えてもらえたらなと、

そういうふうに思いますので、これにつ

きましても、要望ということにさせてい

ただきたいなと思いますので、よろしく

お願いいたします。

　それから、６２ページの環境業務課に

係ります資源ごみの売却収入ですね、ペッ

トボトルの売却の分で、その分半分になっ

た、そういうことで、この半分になった

分を計上したということでお聞きしまし

たけども、今のこのペットボトルの単価

について、１点だけお聞きしたいなと思

います。

　それから９４ページの防犯灯設置工事

の件でございます。答弁の中で関電柱に

取りつける分が減ったと、また、自立柱

いうんですか、そういう分も減ったとい

う中で、その分が影響して３７％の減に

なったというお話でございますけども、

事務報告書の中で、防犯灯設置の工期で

すね、１１月からってなってたと思うん

です。これにつきましては、先ほどのご

答弁の中で自治会長からの申請というこ

とも言われておったんですけども、その

期日が５月末だったと思うんですけども、

ということで、若干タイムラグいうんで

すかね、というのがあるんじゃないのか

なと。だから今つけてほしいということ

で申請されているというような認識の上

に立って、工期というのは短くする、工

期までの準備期間というのもひとつ短く

するべきじゃないのかなと、そういうふ

うに思うんですけども、５か月間の約５

か月間タイムラグというんですか、申し

込みがあってから計画するまで約５か月

要しているということでございますので、

その辺の時間短縮が必要ではないのかな

と、そういうふうに私は思うんですけど

も、その辺の考えについて１点お聞きし

たいなとそういうふうに思います。

　９４ページの、この防犯灯の維持管理

の件なんですけども、設置灯数について

は６，２５８と市内全域でそういう形に

なります。ちょっと議事録等々見させて

もらった折に、暗いとかひったくり等々

が発生したというようなことも踏まえて、

警察等々からここ設置してはどうかと、

そういうお話もあって、平成１７年につ

いては７灯、平成１６年については６３

灯つけたようなことで、ちょっと議事録

の方で載っておったんですけども、そう

いう中で、ことし平成１９年度につきま

して、そういう自治会長さん以外からの

お申し出というか、そういうところの防

犯灯の設置があるのかないのかというこ

とだけ、お聞きしたいと思います。

　それから、９８ページの件で、地域活

性化事業の件でございます。これにつき

ましては、やはり参加人員の件もあるん

ですけども、やっぱり自治会加入世帯数

について、やっぱり減ってきていると、

そういうような現状でございます。

　先ほど、実施事業内容についてご報告

があったんですけども、これは一遍、ちょっ

と委員長にお願いさせていただきたいん

ですが、先ほどの業務内容の件ですね、

ちょっと資料としていただけないかなと、

地域活性化事業の中の事業内容を、資料

をいただけないかなと、そういうふうに

思いますので、また委員長の方で、その

点、よろしくお願いしたいと思います。

　この件につきまして、平成１０年度か

ら一応実施しているような感じだと思い

ます。その中で、当初、実施、平成１０

年度のときは、１年当たりの均等割は５

０万円があって、１世帯当たり１００円

という負担金をかけて各自治会への補助

ということをしておられると思うんです

けども、その後、均等割が５０万から４

５万に減額と、それから、世帯当たりも
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１００円から９０円に下がったというこ

ともございます。その辺のちょっと昔の

ことかもしれないですけども、この経緯

と今の配付の金額について、どういう認

識をされているのかなということをお聞

きしたいと思います。

　それから、決算書の１０８ページ、非

常勤職員等賃金の件でございます。先ほ

どのサービスコーナー５か所でされてい

る方の賃金ということで、差額について

は産休とか育休等の関係があったという

ことでございます。また、時間も開所し

ている時間もあるんですけども、先ほど

もございましたように、千里丘、正雀、

南摂津、こういうところは夜７時までさ

れているということで、別府、鳥飼とい

うのは５時１５分までということでござ

いますけども、最初に言った３か所につ

きましては、やっぱり駅から近いところ

だと思うんですね。駅から遠いところの

方が開所時間が早く閉まっちゃうという

ようなこともございまして、市民サービ

スコーナーを利用されている件数の件も

あるかもしれないんですけども、この辺、

市内同じように一律にサービスするとい

う観点から、僕の思いは１９時統一とい

うような思いもあるんですけども、その

辺についてどうお考えされているのかな

と、そういうことをお聞きしたいなと、

こういうふうに思います。

　それから１２２ページの障害者施策推

進協議会委員報酬の件でございます。先

ほど、７９％の減というようなことで、

実施回数もちょっと減ったというような

ことでの差額ということもお聞きしまし

た。そういう中で、平成２０年度につき

ましては、第２期の障害者の計画を立て

られているということでもございますけ

ども、今の第１期ですね、１８年からこ

の平成２０年という中で、中間年にちょ

うど当たるわけなんですけども、その中

間年として第１回の障害福祉計画ですね、

平成１９年度の実績を見てどういう認識

をされているのかなということをお聞き

したいなというふうに思います。

　それから、１２２ページの障害者介護

給付費等支給審査会委員報酬の件につき

ましては、わかりました。これにつきま

しては、今度またしっかりと地域生活と

か就労、そういったことを勘案して、しっ

かりとまた調査をしていただきたいなと、

このように思いますので、これについて

はまた要望としておきますので、よろし

くお願いいたします。

　それから１２２ページの報償金の件で

ございます。これにつきましては、かが

やきプランの件だとか、心の再生云々と

いうお話もございました。これにつきま

しても今後またしっかりと市民の状況等々

を見て、開催等もふやしていっていただ

きたいなと、そういうふうに思っており

ますので、この辺もまた要望とさせてい

ただきますので、よろしくお願いいたし

ます。

　それから、１２４ページのエレベーター・

自動ドアの保守の分ですね、これについ

てはわかりました。数年前ですね、エレ

ベーターの事故等々が発生したかという

ふうに思うんですけども、そういうこと

も踏まえて、またしっかりと点検等々し

ていただくように指導等々またお話し等々

お願いしたいなと、そういうふうに思い

ますので、よろしくお願いいたします。

　それから１２６ページのＪＲ千里丘駅

のエスカレーターの分ですね、これにつ

きまして、ちょっと１点お聞きしたいん

ですけども、委託料の件なんですけども、

これは平成１９年度予算と決算と同額と

いうことでございます。平成１８年度に

つきましても、これ予算と決算につきま
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しても平成１９年度と全く同じというこ

とで、それから平成１７年度につきまし

ては、この平成１９年度の決算と比べて

１，０００円安いという形で契約をされ

ておりますけども、この辺の３か年、ほ

ぼ同額という中で、本来ならば人件費と

か若干上下しますから、ちょっと上がり

下がりがあってもいいのじゃないかなと、

そういうふうに思っているんですけども、

この辺の３か年同額ということにつきま

して、どういうことで契約されているの

かということも踏まえて、また認識もと

いうことも踏まえて、ご答弁お願いした

いなというふうに思います。

　それから、１２８ページの地域福祉活

動拠点ということで、これ基本的には、

将来的には小学校１単位で１か所という

ことを踏まえておるんですけど、中間年

に向けまして、中学校校区１か所という

ことで目標で今されておられます。そう

いった中で、活動拠点につきましても、

摂津市の地域福祉計画ということで、平

成１７年から２１年の５か年計画という

ことでされておりますけども、その中で、

今の地域福祉計画の中間の見直しという

こともちょっと書かれていたというふう

に思うんですけども、この平成１９年度

決算を踏まえて、どういう見直しをされ

るのかなということを１点お聞きしたい

なというふうに思います。

　それから１３２ページでございますけ

ども、国民健康保険特別会計繰出金の件

でございます。

　法定外の繰り出しということで、２億

７，０００万強ということでありますけ

ども、この２億７，６００万か７００万

というのが、３か年くらいほぼ同額とい

うようなことでもございます。その辺に

ついて、近隣で法定外の繰り出していな

い行政あるのかないのかということを１

点お聞きしたいのと、それから、これが

もし、法定外がもししなければ、今の保

険料というのが、どれぐらい上がるのか

なということを１点お聞きしたいと思い

ます。

　次に、１３４ページの件なんですけど

も、独居・ねたきり老人訪問の件でござ

います。今、この訪問が４４２人の方に

訪問をされたということであるんですけ

ども、この事務報告書の中だと思うんで

すが、ひとり暮らしの安否確認、ホーム

ヘルパー派遣という中で、対象者は１，

１７５名という数字が挙がっております。

その辺で、今の独居の老人数ですね、わ

かればお聞きしたいなと、そういうふう

に思います。

　それから１４２ページ、ファミリーサ

ポートセンターの運営委託料の件でござ

います。これにつきましては、先ほどあ

りましたような産休とか育休の関係で減っ

てきているということでございますけど

も、これについては、事務報告書の中で

は、やはり平成１８年度と比べまして、

依頼会員もそれから両方会員も、それか

ら援助会員もすべてふえてきているとい

うようなことでございますので、要は受

け皿が徐々にふえてきているというよう

なこともございますので、その辺で、しっ

かりと運営をしていただくという中で、

またさらに皆さんにＰＲをもっとしてい

ただいて、活用していただくような形で

いかないと、この依頼会員また両方会員、

援助会員という方につきましても、せっ

かく私の思いで申し込んだのにというこ

ともありますので、その辺でまたしっか

りと、この辺はＰＲ等々も踏まえて利用

件数の増加を要望させていただきたいな

と、そういうふうに思いますので、よろ

しくお願いいたします。

　それから、１５２ページの二次診療の
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件につきましてはわかりました。いろい

ろと算定の中身がほぼ人件費等々がある

という中で、この三次救急につきまして

は一昨年の実績数でもって掛ける１万円

かだったと思うんですけども、それでこ

の負担金としてお支払いしているという

ようなことでもございましたので、この

辺の二次救急につきまして、またこの辺

の先ほども山崎委員の方からもありまし

たけども、市民の方の健康といいますか、

救急搬送等々につきましても、またしっ

かりと三島の保健医療協議会ですかね、

そういうところでの会合もあるかと思い

ますので、その辺で健康を守る、そうい

う観点からその辺は体制をしっかり充実

していただけるようにということで、こ

れは申し入れをしていただきたいなと、

そういうふうに思っておりますので、こ

れも要望としておきます。

　それから、１５４ページの胃がん、子

宮がん、乳がん、大腸がんの件ですね、

これにつきましては、平成１８年度と比

較して平成１９年度は乳がんの件がたし

か２日ほど減っていたと思うんですね。

この辺で、受診率を上げようという中で、

この平成２０年度は約倍近い形で日程設

定していただいたと思うんです。また、

土曜日も２日間入れていただいたという

中で、この受診率向上ですね、平成２０

年度決算に向けて、また一つの楽しみと

いう中でさせていただきたいと思うんで

すけども。

　その中で、検診も土曜日の日数もまた

ちょっとふやしてもらえないかなと。ま

た、日曜日もある意味では設定してはど

うかなと。特に今、共働き等々が結構ふ

えてきているような社会状況でもありま

すので、その辺で土、日の設定もまたあ

わせてちょっと考えていっていただけた

らなと、そういうふうに思います。

　それと、あと、胃がんの検診、今、バ

リウム飲んで云々だと思うんですけども、

これをどうしてもちょっと気持ち的に抵

抗感があるというような方もやっぱりお

られます。その辺で、胃カメラにつきま

しても、できたらまたできるような体制

を考えていっていただけたらなと。だか

ら、胃カメラ検診でいきますと、そのと

きで終わると。バリウムだと後ちょっと

ありますから、その辺のちょっと抵抗感

を踏まえて、これについては胃カメラの

検診も加えていっていただけたらなと、

そういうふうに思いますので、またその

辺でよろしくお願いしたいと思います。

　ノーバディーズパーフェクトプログラ

ムの委託料の件でございます。これにつ

きましては、また今後しっかりとこうい

う不安を抱えておられる方というのが、

またそんな減ることは多分予測はできな

いというか、ふえてきたら困るんですけ

ども、ゼロにはならないだろうなと、そ

ういうふうに思っておりますので、この

辺については、しっかりとお父さん、お

母さん等々、親の意見を聞けるというこ

とで安心感が生まれてこようかと思いま

すので、この辺についてはしっかりとま

た安心して育児ができるようにという中

で、この辺のまた充実もお願いしたいな

と、そういうふうに思いますので、よろ

しくお願いいたします。

　それから、可燃ごみの運搬委託料の件

でございます。今、可燃ごみ一炉運転を

目指してという中で今やっているんです

けども、この分別収集を始めた平成１２

年からこの５か年のごみ減量というのは

大阪府下１位というような現状でもござ

いました。そういう中で、特にごみ収集、

先ほどもありましたけども、直営と委託

という中で、今、エリアを分けておられ

ると思います。この直営と委託のエリア
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について、若干ご答弁があったんですけ

ども、再度、細かくというか、という中

でお聞きしたいなと思いますし、また、

あと一炉運転について、あとどれぐらい

の量を減らせば一炉運転になるのかなと

いうことで、その辺の減量数についてお

聞きしたいなと思います。

　それから、１６２ページの不燃ごみの

件でございます。これについては、今２

業者でそれぞれ各２台で委託をされてい

るというようなことでございます。この

２０％の当初予算と決算の差額につきま

しても、不燃ごみの排出量が減ったとい

うことでございました。今、この不燃ご

みの件なんですけども、燃やさずに処理

しているというのが摂津市と豊中市かな

というふうに認識しております。そうい

う中で、不燃ごみの中で、本会議のとき

もあったかと思うんですけども、まだ廃

プラというかリサイクルについても、今

後またしっかりと目を向けていかなけれ

ばいけないのじゃないのかなという中で、

リサイクルをした場合の不燃ごみの排出

の委託料がどうなるのかということを１

点お聞きしたいと思います。

　それから１７２ページの市民農園の件

でございます。これも今まで何回か団体

ではなく個人貸しができないのかなとい

うことで、いろいろと話をさせていただ

いた中で、検討します、検討しますとい

う中で、ここ私も二、三年待ってるよう

な状況なんですけども、この団体の定義

について、例えば２人で行くと団体とい

う形で使用が可能になるというようなこ

とも考えられるんですけども、団体の定

義ですね、何人という形でまた人数なり

ほかの条件もあるかもしれませんけども、

これについてお聞きしたいと思います。

　それから、１７６ページのデータベー

スの件ですね、いろいろと新規登録２２

件ありましたという中で、これもたまた

まといいますか、転出、廃業等の調査の

中で見つかったというようなご答弁であっ

たかなと、そういうふうに思います。や

はり、これについても平成１９年約１２

０万円というお金をかけている、そうい

う中で、やはりこういう転出とか廃業と

かそういう絡みの調査ではなくて、再度、

全市内データベースをやるべきじゃない

のかなと。せっかく平成１５年度に国か

ら補助金もあったんですけども、そうい

う中でしっかりと１回はやったわけです

から、これにつきましては、もう一度、

市内の事業者の管理ということじゃない

んですけども、ＰＲも含めてホームペー

ジに載せておられるんじゃないかなと、

そういうふうに思いますので、これにつ

いて、一応市内全体のデータベース管理

について、新規も含めて、どういう形で

今後取り組んでいかれるのかなというこ

とをお聞きしたいなと、そういうふうに

思います。

　最後、環境騒音の件でございます。こ

れにつきまして、いろいろと騒音の件だ

とか、野焼きの件だとかいう形でいろい

ろと陳情の件数だとか内容とかいうこと

で、報告今いただきました。こういう公

害というのは、やはり生活環境が悪化す

るというような懸念も考えられますので、

これにつきましては、しっかりとまた生

活環境の向上という中で陳情等があれば、

またしっかりと速やかに対応していただ

けるように、これも要望とさせていただ

きますので、よろしくお願いいたします。

以上です。

○上村高義委員長　今、委員から資料要

求ありました地域活性化補助事業に関す

る事業内容のリストということで要望あ

りました。これについての、これは時期

と内容と参加人数等々のデータでいいで
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すか。校区別のデータを近々に提出をお

願いしたいと思います。

　今の村上委員の質問があったんですけ

ども、答弁ずっと勘案しますと、時間が

大分過ぎそうなんで、本日の委員会はこ

の程度にとどめ、散会ということで、ご

了解を賜わりたいと思います。

　次回は、２６日１０時からでございま

すので、場所はまたこの場所で、答弁さ

れる方は時間ありますので、質問者の意

向をよくよく十分に確認していただいて、

聞かれたことのみ答弁するように。

　以上で本日は散会します。

（午後４時５８分　散会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

民生常任委員長 上 村 高 義

民生常任委員  山 崎 雅 数
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